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第1部現代に却する労働者自殺の実態 結星社
第2部 労億賭の精神障害・自殺の研究

340頁 1.800円+税
① 労働者の自殺を生み出す社会的背景 東京都凶区阿佐谷南4・14-5
②精神障害・自殺の成因とその診断・治療 TE!し(03)530ふ2088
③労働者の精神障害・自殺と労災補償・鍋害賠償 http://www.libro-koscisha.co.jp!

「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の解説

精神障害等の労災認定
労働省労働基準局補償課編

第li告 業務上疾病の認定
第2:r.t判断指針の策定の背景

第3単 判断指針策定に当たっての
主要検討事項

第4市判断指壷十

H1"・(1999)年9月14日付けの判断指針(本総1999
年11月号に全文掲載)の労働省による解説書

労働調査会
320頁 3，000円+税

東京都豊島区北大塚2・4・5
TELω3)3915・6401

hUp://www.chosakai.co.jp/ 

精神障害等の労災認定「判断指針J対応

職場におけるメンタルヘルス対策
日本産業精神保健学会編

第i部 精神障害等の労災認定をめぐって
第2部 f判断指針jに対する峨J;)での対応
第3部 事業場外資源の有効利用

日本産業精神保健学会万之1998年に「紛糾娯主主の
補償のあり方に関する委員会Jを設置し、「労働省の
了解を得たうえ、活動を開始」、1999相ゴ精神院患
の業務関連性に関する検討委員会Jに改称した.

労働調査会

354IT 2，500円+税
東京都建島区北大塚2-4-5

TELω3)3915・6401
hltp://'帆州油側kai.∞.jpl
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賛同会員・定期 い
全国安全センターの活動!こ御質問いだ吉宮、ぜひ貧困会員として入会して下さい。

質問会費let、個人・団体を悶わず、年度会費で、 1口1万円で1口以ムです。「安全セジ

ター情報Jの購読のみし記いという方には購読会員制度を用意しまし定。こちらも年度会費で、1部の場合|芯賛

勘会費と同じ年1口1万円です(総会での決議権はありません)。質問会員|こは、毎月「安全センター情報」を

お届けするほか(購読料let貨凶会西区含まれます)、各穫出版物・資料等の無料まだlet割引提供や労働安全

衛生学校などの諸活動巴も参加できます。

・東京労働金庫田町支庖 f(普)7535803J
.郵便接督口座f00150・9-545940J

名義はいずれも「全国安全センター」

全国労働安全衛生センタ一連絡会議
〒13&∞71東京都江東区亀戸7-10-1Zピル5階

TEL~白)3636-潟82 FAX(03)3臼ふ3881
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労災職業病ホットライン
金圏16か冊で210件

リストラ・合理化の影響深刻

全国安全センター事務局

今年で5回闘を迎えた全国安全センターの全国

一斉f労災職業病ホットラインjは、労働衛生週間

期間中の10月2-4日を中心に全国16か所で開設

された。厳しい経済・雇用情勢とその中で相次ぐ事

故災害の多発等を反映してか、各地のマスコミ媒

体にも例年以上に取り上げていただき、過去最高

の210件の相談が寄せられた。

ほとんどの相談窓口が、期間中に限らず日常

的に相談に応じているので、ホットライン開設のチ

ラシや新聞記事を手にして何か月もたってから相

談に訪れる方もあることはこれまでも経験している

ところで、今回も期間後にも引き続き相談が寄せ

られている。

また、全国安全センターのウエブサイト(http://

www.jca.apc.org/joshrc/)でもf労災職業病ホット

ラインJのアナウンスをし、日常的にもBメールに

よる相談も受け付けている。集計には含めていな

いが、期間中にも3件の相談が寄せられ、日常的

にも少しずつだが相談がある。ただし、込み入った

話や手続が進んでくるとやはり直接コンタクトして

いただく必要が出てくる。

なお、全国安全センターでは、今年度も、今回寄

せられた相談や日常的な相談活動の結果を踏ま

2 安全センター情報2000年11月号

えて、労災補償・労働安全衛生等に関する要望事

項を取りまとめて労働省との交渉を実施する予定

である。

やはり過労・ストレスに起因すると思われる健康

問題がめだっが、それがリストラ・合理化と結びつ

いているもの、また、厳しい経済・雇用状況が「労

災隠しJを増長させていると思われるものも多い。

相談者も心ゃからだの健康問題が雇用の不安に

つながるのではと心配している。

現在までに事務局に報告が来ているものの中

から、いくつかの事例を紹介しておく。

Vリストラに遭い退職を迫られるが拒否。その後

上司からいやがらせを受け、職場で倒れる。め

まい症と診断されたが、倒れたときはグルグル

まわる感じがして、今でもふらつく。病気休業中

だが賃金は出ている(?)0 (東京)

V昨年1月に前の会社をリストラされ、現在の会社

で社長から「お前を何につかったらいいかわか

らんj、f要らん人間だj等と言われるなどして、

自殺未遂。現在、うつ病で入院中という50代男

性の要からの相談。(新潟)

TI司僚が職場のいじめが原因で心身症になり、 4

か月会社を休んだ。職業病ではないか。(三重)



労災職業病ホットラインに寄せられた相談件数

地域 相談件数 実施団体・備考

東京 32件 東京労働安全衛生センター

ニ多摩 11件 八王子労働安全衛生ネット (ST:職場の悩み・メンタルヘルス何でも相談)

神奈川 1件 (社)神奈川労災職業病センター (ST:介護労働ホットフイン)

新潟 9件 (財)新潟県安全衛生センター

ニ重 3件 二重安全センター準備会(10.4のみ)

大阪 45件 関西労働者安全センター (ST:労災隠しホットライン)

兵庫 13件 尼崎労働者安全衛生センター(10.7凶 8)

兵庫 11件 ひょうど労働安全衛生センター

広島 40件 広島労働安全衛生センター

愛媛 15件 えひめ社会文化会館労災職業病相談所(松山)

愛媛 13件 愛媛労働災害職業病対策会議(新居浜)

高知 0件 (財)高知県労働安全衛生センター (10.2のみ)

熊本 2件 熊本県労働安全衛生センター

大分 6件 (社)大分県勤労者安全衛生センター

宮崎 0件 旧松尾鉱山被害者の会

鹿児島 9件 姶良ユニオン/姶良地区平和運動センター

合計 210件
*備考欄に記載のないものは、 10.2-4(ST:サブ・テーマ)

V共同企業体による公共工事の現場監督をして

いる30代男性の父親からの相談。長時間労働

等による疲れや食欲減退を訴えている。以前に

も共同企業体がらみの自殺の相談が寄せられ

ている。(鹿児島)

V専門学校卒業後、前の会社に4か月臨時で勤

務、今の会社も1年契約の臨時社員。定時で帰

れたのは最初の10日間だけ。早いときで20:30
頃、遅いときは深夜0時まで毎日残業で、夕食

を食べる時間もない。健康が心配。(新潟)

V精神科の病院の看護婦で、患者が自殺しようと

した現場を発見し取り押さえた直後、脳梗塞で倒

れた。病院は労災申請への協力を拒否している。

(東京)

V中堅ゼネコン下請工務店で大工として作業中に

左手親指・人差し指切断事故で1週間入院。工

務店社長の頼みで健康保険で治療中に、会社

は倒産して社長も行方不明。親会社は相手に

してくれない。(兵庫)

"'4年前に作業中重量物を持ったため腰痛。半年

後労災認定になり、現在も通院中。会社が解雇

を通知しようしてきたがどうしたらよいか。(愛媛)

V腰椎ヘルニアで労災は打ち切られ、アフターケ

アを受けているが、会社から解雇の通知を受け

た。(神奈川)

V銀行勤務で昨年より右腕に痛み、臆鞘炎と診断

されたが治療らしい治療もされないまま。先月よ

り痛みが悪化し休業中。人事に労災申請の書

類を出しているが、検討中と誘って返事をくれな

い。(東京)

V損保会社の派遣社員として7年間勤務。コン

ビ?ュータによるデータ入力で鍵鞘炎になった。派

遣元では前例がないと言っている。(東京)

V個人医院の医療講求事務に30年。レセプト請

安全センタ叶宥報2000年11月号 3 
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求や薬の処方をひとりでこなしているが、院長は

有給休暇も認めない。ケイワンと診断され治療

中、包丁も持でなくなった。(東京)

V父は16識の時からずっと常気工事の仕事をし

てきたが、2年前に悪性胸膜中皮腫にかかった。

アスベストが原因とのことで、職業病として話を

進めたが、一人親方としての期間が長く、建築現

場を転々としているので証明してくれる人やデー

タもない等々の理由で、ダメだ、った。最後には運

が悪かったと言われ、とても悔しい思いをした。

何とかならないのか。 (Eメール)

V戦後約17年間福岡の炭鉱で発破、採炭、掘進

作業に従事、退職時にじん肺管理区分2の決

定を受けた。5、6年前から咳や疾の症状が出

はじめ、一昨年じん肺管理区分の再申請を準備

中に肺がんが発見される。手術も無理、放射線

治療もせず、現在在宅酸素療法。(東京)

V職場でトルエン含有の接着剤を使っている。健

康診断で馬尿酸が基準値を超え、医師は作業

時間短縮を指示したらしいが、会社はfマスクを

しろjと言って苦ただ、け。(東京)

V病院給食調理の女性。サルモネラ菌が出て指

示により休業中。その聞の賃金が補償されるか

心配(大分)

V脱水症状で死亡し、労災認定を受けた労働者の

件。家族の行方不明。地元自治会で葬式を出

したが、労災保険は支給されるか。(愛媛)

"'2年前に工場内で落下物により3人が被災。4か

月入院し職場催帰したが、後遺障害のため元の

仕事が困難で配置転換を訴えるが現状のまま

である。被災者のひとりは骨髄炎を発症し重篤

な状況。(鹿児島)

Vクリーニング庖のプレス機で重症の火傷。現在

通院リハビリ中。底が労災保険に入って(手続

をして)おらず、社長が治療費、休業手当を払う

と言っている。(東京)

V通勤途中に交通事故に遭い、相手の自賠責保

険で補償を受けているが、労災保険からの補償

は受けられないのか。(三重)

V町役場からの有害鳥獣駆除の依頼を受けてそ

の実行中に、第三者の猟銃の誤射により死亡

した男性の家族からの相談。町役場ではボラン

ティアなので労災にはならないと言われ 町T市

た。(兵庫) 、 組i胤

労災職業病ホットライン開設にあたって

政府は昨年末、 f最近のわが闘においては、ウ

ラン加工施設事故、…等の事故災害が多発し、技

術基盤への信頼性の低下から、国民の安全や安

心の面で深刻な影響をもたらしている。かかる事態

は、技術立国を標ぼうするわが国にとって由々し

きものであるjとして、事故災害防止安全対策会議

報告書をまとめました。にもかかわらず、荏原製作

所藤沢工場の河川ダイオキシン汚染、雪印乳業

をはじめとする食品の中毒・異物混入事件、豊能

郡美化センター解体工事労働者の高濃度ダイオ

キシン喋露、三菱自動車工業の30年あまり続い

たクレーム隠しの発覚等々、社会を揺るがせる事

件が相次いでいます。

消費者・市民の安全や健康をないがしろにする

4 安全センター情報2000年llFl号

ことと、働く者の安全・健康を軽視することは表裏

一体のものです。東海村JCOの臨界事故はその

ことをまざまざとみせつけました。一連の事件は、

安全と健康を守るための法律を含めた枠組みを抜

本的に解決しなければ対処できないことを示してい

ます。私たちが再三労働省に要求してきでいるよ

うに、事業主の伺括的な安全健康確保義務の明

確化と労働者、市民の権利の確立がその柱となる

べきです。

もうひとつの重要なポイントは、個々の管理・技

術的な法令違反などとは明確に区別して、虚偽の

報告や事故・情報穏しに対して、制度的にも、社会

的にもきわめて厳しい制裁を課すことです。

私たちは、 f労災隠しjを麓大な社会悪だと認識



リして、その解消のために行政等に実効性のある対

策の確立を迫るとともに、自らも埋もれた労働災害・

職業病の掘り起こしに努めてきました。今年で5回

目を迎える全国一斉のf労災職業病ホットラインJ

もそうした取り組みの一環です。

今年も、労働衛生週間中の10月2(月)-4日(水)
の3日間(13:00，，-， 19:00)、全国16か所句リ掲相

談窓口一覧参照)で、「労災職業病ホットラインJを

開設します。(被災)労働者あるいは家族からの、

仕事によるケガや病気、死亡にかかわる問題は

仰でも、また、その予防対策や職場の改善につい

ても、専門のスタッフが相談に応じます。もちろん、

相談は無料、秘密厳守です。

昨(1999)年の労働災害(休業4日以上)は137，
316人、職業病は7，817人で経年的に減少傾向を

示していますが、死亡災害は1，992人で前年度を

約150人上回り(以上はすべて事業主の届出に基

づく件数)、労災保険の新規受給者はなお年間約

57万人に及んでいます。

社会保険庁の資料によると、いったんは健蔵保

険で給付を行ったものの、後に労働災害であるこ

とが判明したものの件数は、1998年に5万1千件、
給付総額で16億円にものぼっており、 f労災隠し」

の深刻さ、根深さの一端を示しています。

1999年の自殺者数は、警察庁の調べによると

33，048人と初めて3万人を超えた昨年(32，863人)

をさらに上回り過去最悪記録を更新しました(厚生

省「人口動態統計jでは31，385人で前年比349人
の減少)。原因・動機別では、病苦などの『健康問

題J(49.4%)、 f経済・生活問題J(20.4%)の)11買で

すが、前者が前年より減少しているのに対して、後

者は10%以上増加しています。わが国の自殺者

総数は24，000人から25，000人で推移していたの

が、 1998年に一挙に前年比約35%も増大したも

ので、今春厚生省がまとめた「健康日本21(21世

紀における国民健康づくり運動)Jでは、 f従前の

25，000人程度に戻すことはもとより、…22，000人
以下に減少することを呂標とすべきであるJとして

いるところです。

不況、リストラの影響の影響を色濃く落とした結

果と言えるでしょう。それは、雇用、賃金ばかりでな

く、労働条件の悪化、ひいては安全対策の後退や

労働者の健康に及ぼしている悪影響も深刻なもの

になっています。法定の定期健康診断で何らかの

所見のあった者の割合(有所見率)をみても年々

上昇して、 1998年にはじめて4割をこえ(41.2%)、

1999年は42.9%となっています。

労災保険の手続について知らない、知らされて

いない、職業病の場合だと、本人や家族も仕事が

原因だ、と気がつかない。医師もよくわからない、適

切な治療が受けられない。事業主が認めない、さ

らに妨害までしてくる悪質な事例もあとを絶ちませ

ん。労災認定基準やその運用の不備をはじめ、労

災補償行政も問題だらけで、構造的な「労災隠しj

とも言える状祝が横たわっています。

「労災職業病ホットラインJでは、様々な労災職業

病、様々な内容の相談に専門スタッフが応じ、必要

に応じて医師、弁護士等の紹介も行っていきます。

全国労働安全衛生センター連絡会議(1990年
5月設立、略称:全国安全センター、議長:井上

浩)は、全国各地で被災労働者や遺族からの労災

相談、職場の労働安全衛生対策の支援等に取り

組む地域安全センターの全国ネットワークです。

全国安全センターではこの間、全国一斉ホットラ

インと日常的な相談活動の結果を受けて、労災補

償・労働安全衛生等に関する要望事項を取りまと

めて労働省と交渉を実施してきでおり、今回もその

予定です(1996.11.15-16にはVDT労働ホットライ

ンを実施しています)。

(参考)

1997.10.1-3 職場の安全と健康ホットライン

(全国13か所、 40件)→1998.3.20労働省交渉

1998.10.5-6 労災職業病ホットライン

(全国15か所、 119件)→1999.1.22労働省交渉

1999.10.5-6 労災職業病ホットライン

(全国16か所、90件)→2000.3.31労働省交渉

なお、ホットラインについては、インターネット上

のホームページ(http://www.jca.apc.or凶oshrc)で

もお知らせし、E-mail(joshrc割問.apc.org) 阿~

での相談にも応じることにしています。 組i胤

安全センター情報2000年11月号 5 
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の醜園開協力の第一歩
ーメコンチルタ2000-

双方向での協力を継続

飯田勝泰
f¥PO法人・東京労働安全衛生センター事務局長

( アの…ト同以上吋日、
百聞は一見開かずQ 、

1( ECHOのユニークな活動 1 
義 、〆

共和闘のカント市における参加型安全衛生・生活 今回ツアーを受け入れてくれたのはカント省衛生

改善の叱めのスタディ・ツアー「メコンデルタ2000J 局に付属するカント労働衛生環境センター句αiO:

を開催した白、6月号に参加募集の案内]0 Contho Center for 0叩 upationalHealth and 

東京労働安全衛生センターから運営委員会代 Environment)である。トン・タット・カイ医師が所長

表としで平野敏夫さんと飯田勝泰、仲尾豊樹カザアー をつとめ、十数人の専門スタッフがいる。カント市

事務局として参加した。また、(財)労働科学研究所 の労働衛生や公衆衛生を併せて持つ保健センター

の教育臨際協力部の古川徹さんにコーディネー のような機関だ。

ト役を務めていただいた。 カント省はベトナム南部の穀倉地帯・メコンデル

研修に参加した日本人は、学生4名(岡山大学、 タに位置する。ECHOは早くから農村地帯での参

滋賀医科大学、ICU、留学生)、医師5名(産業医 加型労働・生活改善プログラムWINDCWork Im-

科大学、近畿大学医学部、熊本大学医学部の各 戸ovementin Neigbourhood Development)を展

公衆衛生学教室)のほか、愛媛労働災害職業病 開し農民の労働・生活条件の改善活動に優れた

対策会議事務局長の白石昭夫さんが加わった。 実績をあげてきた。 [6月号の拙文参照]

また、ベトナム側も医学生や医師、看護婦ら8名 WINDの目的は、夫婦が共同して、写真やイラ

が参加した。東京センターが海外の研修旅行を主 ストによる簡単なチェックリストを活用し、地域や家

宰するのは初めである。このプロジェクトを立ち上 庭の実状にあわせた低コストの生活・労働改善を

げた当初は正直不安も多かったが、大きな事故や 実現することである。

トラブルもなく、無事やり遂げることができた。 WINDの経験者がヘルスボランティアとなり、農

平野代表が述べたとおり、「百聞は一見に知か 村生活の改善を進めている。その波及効果は、メ

ずjである。私たちがベトナムで得たWISE、WIND コンデルタを越えて拡がり、中部の山間部の少数

6 安全センター情報2000年11月号



民族を対象としたWINDも試みられている。

さらに、ECHOは、中小企業における参加型労

働・職場改善のためのWISE(Work Improvement 
in Small Enterprises)を積極的に展開し、労働者

の安全・健康と生産性の向上に貢献している。ベ

トナムは1980年代後半からドイモイ政策をとり、市

場経済と産業の近代化の道を歩み始めた。今では

中小規模の私企業が増えている。経営者や労働

者を対象にWISEセミナーを開催して、現場の改

善を進めている。

ECHOはお役所的な組織ではない。むしろWISE
やWINDを積極的に推進し、行動的なNGOをイ
メージさせる。海外のNGOとも連携し、その資金を

利用し、職員をタイや日本で研修させている。その

アクティブな活動レベルとスタッフの質の高さはア

ジアでもまれな存在と言われる。

初めての工場訪問

WISEセミナーの前日、私たちはカント市内の2
か所の工場を訪問した。

WIND会場となった公民館の前で記念撮影(卜J[，ンラック村)

ひとつは、ステンレス製の鍋を製造している金属

加工工場だった。従業員は約30名で、WISEによ
る職場改善を進めている。椅子の活用や機械のカ

バー、自然採光の利用など低コストの改善を容易

に見つけることができた。東京下町の中小企業を見

るようで、私たちには全く違和感のない工場だった。

次に、カントの工業匝地にある衣料品の縫製工

場を訪ねた。従業員千人規模の工場である。工場

長の話によると、日本の日商岩井と香港の資本の

合弁企業で、ユニクロやダイエー商品を製造してい

る。品質管理は相当厳しいとのこと。体育館のよう

な工場に電動ミシンが並ぶ様は壮観である。構内

の一角にダウンやフェザーの羽毛を調合する作業

場があった。完全に密閉された部屋で、女性労働

者が帽子とマスクをして働いていた。羽毛の細かい

繊維が部屋中に浮遊しており、呼吸器系への影響

が心配された。

午後4時になると仕事が終わり、一斉に帰りは

じめる。仕事がひけてみんな楽しそうだ。送迎のパ

スを待つ問、休憩所で談笑する女性たちの笑顔が

印象的だ、った。

安全センタゥ情報2000年1:1月号 7 



メコfンデルタタ~初rnω(!JII九~ι:ごご に:主三. ふ;ιI三三ιI三I言I弓三U与正山:三ふV三石=三.竺.山三.ゴ.三.正IぶI三I三Iレ三二;三U三三:三I三三.王I壬-止.主I三三三三じI三二じI二μI午二I之;正;円三弓三三壬三I二I一十:三三;三三正IE 

縫製工場で働く女性労働者(カント市)

(W配工場のインパクト!括的

日本人の参加者14名は、ベトナム人8名ととも

に、2日間のWISEセミナーと2日間のWINDセミ

ナーを体験した。

WISEでは、シリンダーの鋳造工場と加工工場

を訪問し、チェックリスト・エクササイズを行った。高

炉で屑鉄を溶解し、砂型に流し込む作業やシリン

ダーを削ったり加工する作業を間近に見た。日本

でさえ中小企業の現場を見る機会のない学生たち

にとって、初めてのベトナムの工場訪問は強烈な

インパクトを与えた。

チェックリスト実習のあとEα10の会議室に戻り、

6つの技術セッションに関してグループP討論と発表

を行った。セッションの合間に参加者のブpレゼンを

交えた。日本の学生たちはfIntroductionωJapa凶

と題して、クイズ形式で日本の自然、文化、風俗を

紹介した。岸底靴、ガングロの女子高生の映像に、

ベトナム人は神妙な顔で見入っていた。

最後のセッションで、訪問先の工場の経営者に

来てもらい、グループ発表の成果を報告した。

感動的なWIND体験

WINDでは、初日にメコンデルタ地帯の農村に

入り、グループごとに農家を訪ね、家の中やその

8 安全センター情報2α均年11月号

廻り、農園を見学した。どこも質業な住まい

だ。地元の農家の仕事と暮らしを知るうえ

で貴重な体験だ、った。参加者は生活条件、

労働条件のすぐれた改善事例を見つけ写

真に記録し、チェックリストとフ。レゼン用資

料をイ乍った。

2日目のIWINDセミナーでは、会場となっ

た村の公民館に16組の夫婦が集まった。

近所の農家の家を訪ねてチェックリスト実

習をしてもらった。私たちは、①生活状態

のグループと、②仕事の状態のグループ

に分かれ、昨日収集した地元の改善事例

をスクリーンに映しながら、改善のポイン

トを解説した。

①のグループは、「食べ物と食器j、f安全な水

と便所j、f家の状態j、I子ともの世話J、②のグルー

.8月128(土)出発・8月13日(巳)
[午前]ホーチミン市観光
[午後]力ントに移動・8月14臼(月)
[午前]開会式(ECHO/ILO/東京安全センター)
[午後]工場訪問/歓迎夕食会・8月15日(火)fWISEセミナー①J

[午前]チェックリスト・エクササイズ
①物の運搬・保管

[午後]②機械の安全

③ワークステーション・8月16日(水)fWISEセミナー②J
[午前]④物理的環境

@福利厚生施設と作業編成

[午後]⑥改畿の実施
[WIND準備]農家訪問・8月17日(木)fWINDセミナー①」

[午前]農家訪問
[午後]チェックリスト作りと発表準備・8月18日(金)fWINDセミナー②」
[午前]チェックリスト・エクササイズ

①居住条件
[午後]②作業条件

③改善の実施・8月19日(土)
[午前]総括ミーティング

[午後]全体反省会と終了式・8Fl20日(日)帰国
※谷セッションでクソLープ討論を実施。

※随所に参加者の活動のプレゼンテーションも。



プは「物の保管と運搬l、「機械の安全j、「農

薬の管理j、「衛生設備J、「村の協力活動」

に関し、参加者によい点や改善すべき点を

グループで討議し、発表してもらった。最後

のセッションでは、夫婦一組ごとにわかれて、

自分の家庭ですぐにできる改善と将来実

現したい改善案を相談し発表してもらった。

WINDセミナーの閉会式には、平野さ

んや村の人民委員会の委員長さんが、 16

組32人の参加者一人ひとりに修了証書と

記念品を贈呈した。

現地の改善事例の収集→チェックリスト

とプレゼン作り→WINDでの発表という流れ

は、日本人が単なるゲストではなく、WIND

プログラムに主体的に参加し、地元の農民の労働・

生活改善を実践的に学べるよう工夫され、周到に

準備されたものだ、った。

老若男女の農民たちとふれあい、楽しみながら

WINDを体験できた。村のヘルス・ステーション(保

健所)の庭先で、ベトナム鍋料理を一緒に食べ、

互いに歌を披露しながE楽しい交流のひとときを持っ

た。このWINDの体験を通じて、前日の夜半まで

かかった準備作業の苦労を忘れ、言葉の壁を乗

り越えて、深い感動と充実感を味わうことができた。

草の根国際~流と参加型ネット

メコンデルタ2000の目的の第一は、なぜベトナ

ムのメコンデルタでWINDやWISE大きな成果をあ

げているのかを学び、自己体験することにあった。

WISEでは、労働現場の生の迫力に圧倒されな

がら、低コストで現実的な改善の実例をを学んだ、O

WINDでは、伝統的なメコンデルタの農村をまわ

り、家々の改善事例を使った労働・生活改善ポイ

ントを発表した。地元の農家のご夫婦と一緒にWI

NDセミナーを成功させることができた。

10日間の研修期聞をともに過ごしたベトナム人

医学生たちとの友情も深め、異文化体験を楽しん

だ。ただし、リッチな日本の学生でも1，200刊レの研

修費の負担はきっかったようだ。

一方、産業医をめざす医師たちから、高度なト

WINDセミナーの風景

レーニングを期待した分もの足りなさが残ったと率

直な感想が出された。

目的の第二には、ベトナム側との双方向の国

際協力関係をつくり出すことだ、った。

今回、メコンデルタ2000のプログラムの計画は

ECHOが担当した。カイ所長はじめ、スタッフ全員

が総出でトレーニングの成功のために努力してい

ただいた。スタッフの熱意とパワフルな活動力に強

い印象を持った。本当にガッツのある人たちだ。

最終日に、東京安全センターおよび労働科学研

究所は、日CHOのカイ所長、グェン副所長と今後

に向けた会議をもった。私たちは、日本人参加者

の率直な印象と感想を紹介しながら、ECHOの最

大限の協力を得てメコンデルタ2000が成功裏に

終わったことを確認した。次へのステッフ。として、ベ

トナムでの参加型のトレーニングツアーを継続す

ること、今秋、労研と協力しベトナム人医師の職業

性呼吸器疾患の研修を東京安全センターが受け

入れることを確認した。

帰国後の9月29日、メコンデルタ2000運営委員

会の総括会議を聞いた。顧問の小木和孝さんは、

NGOのルーズなネットワークこそ有効であり、次

のステッフ。として相互の利益となる草の根国際協力

を期待したいと述べられた。

今後、恒常的な日本・ベトナムの参加型改善運

動委員会(仮称)を設け、ネットワークを拡 陪T情

げていくことにしたい。 組LL通
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職場のストレス関連費用が増大
ILOの欧米5か国調査レポート

+ILO News/00/37， 2000年 10月10日
フィンランド、ドイツ、ポーランド、イギリス、アメ

リカにおける労働者に影響を及ぼすメンタルヘル

ス政策およびプログラムに関するILOの調査結果

は、メンタルヘルス問題の発生率が増加し、 10人

に1人もの労働者が抑うつ、不安、ストレスまたは

パーンアウトに苦しみ、失業や入院につながる者

も多いということを訴している。

このレポートでは、欧州連合 (EU)においては

どこの国でも、GNPの3-4%をメンタルヘルス問題

のために費やしていると推計している。アメリカでは、

抑うつの治療に関連して全国で300司 400億ドル支

出している。多くの国で、メンタルヘルスの困難に

よる早期退職が、それが障害年金配分の最も一

般的な理由になるところまで、増加している。

職業リハビリテーションの専門家でこのレポート

の主要な執筆者であるフィリス・ガブリエルは、こう

した不穏な傾向による費用の増大を、次のように

警告している。

「労働者は、気力低下、不安、ストレス、収入の

喪失や、場合によっては精神疾患につきまとう汚

名によって失業にさえ、苦しんでいる。使用者にとっ

ては、生産性の低下、利益の減少、転職率の増大、

代替要員の募集・訓練費用の増加といった面から、

その費用が感じられる。政府にとっては、その費用

には、ヘルスケアの費用、保険給付、国家レベル

での収入の喪失が含まれるj。

本レポートの主な結論のなかで、メンタルヘルス

障害の費用が増大していることを警告しているの

は、調査対象のすべての国の労働年齢の人口に

おける個人的および精神医学的諸問題が増加し

ているというパターンである。
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アメリカでは、臨床的抑うつが、最も一般的な疾

病のひとつになってきており、毎年労働年齢の成

人の10人に1人がおかされ、年におよそ20億労

働日が失われるという結果になっている。

フィンランドでは、労働人口の50%以上が、不

安、抑うつ感、身体痛、社会的疎外感や睡眠障害

のようなある種の症候を経験している。フィンラン

ドの労働者の7%が疲労、シニシズムや専門能力

の減退などにつながる深刻なバーンアウトに苦し

み、メンタルヘルス障害はフィンランドにおける障

害年金の主要な原因になっている。

ドイツでは、抑うつ障害は早期退職の約7%を

占め、抑うつ関連の労働不能は他の疾患による

労働不能の約2.5倍も長い期間持続する。メンタ

ルヘルス障害に関連した欠勤による年間損失額

は、毎年50億マルクにのぼると推定されている。

イギリスでは、毎年、労働者の10分の3近くがメ

ンタルヘルス問題を経験しており、多数の調査研

究が、それによる労働関連のストレスおよび、疾患

が一般的なものになっていることを示している。と

りわけ抑うつは、いかなる時点においても、労働

年齢のイギリス人の20人に1人が深刻な抑うつを

経験しているというほどの一般的な問題である。

ポーランドの公衆衛生統計は、とりわけ抑うつ

に苦しみ、メンタルヘルスケアを受けている者の増

加、この間の社会経済的変容に関連づけることが

でき、失業、雇用不安、生活水準の低下につながっ

ている傾向があることを治している。

ILOでは、これら諸国は、精神疾患の発生率が

異常に高いからということで選ばれたのではなく、

作業縮成や福祉システムへの異なるアフ。口ーチを

象徴し、異なるタイプの法制度、ヘルスケアおよび



メンタルヘルス問題へのアフ。ローチを体現するもの

であるという理由から選ばれたとしている。

この一連の詳細な国別の調査研究は、職場の

生産性、収入の喪失、ヘルスケアや社会保障の

費用、メンタルヘルス・サービスへのアクセス、精

神疾患を有する者への雇用政策といった問題を取

り上げている。

ガブリエルの強調するところによれば、「職場は、

メンタルヘルス問題に目標を定め、問題の発生を

予防するために、個々人を教育し、彼らのメンタル

ヘルスの困難についての注意を引き上げるのに

適切な環境のひとつであるjことから、 ILOではこ

の調査研究に着手した。

ILOレポートは、メンタルの不安定の原因は複

合的なものであり、職場の慣行、収入、雇用パター

ンは調査対象国ごとに大いに異なっているし、労

働市場で起こっている変化や、部分的には経済の

グローバル化の影響まで、ストレス、パーンアウト、

抑うつの広範な流行には多くの要素が織り混ざっ

ている。

例えば、このレポートでは、 1990年代初めの景

気後退は、 fフィンランドの社会と労働市場に、高

失業率、雇用不安、短期契約麗用や時間，フロレッ

シャーのような多くの変化をもたらしたjと指摘して

いる。技術革新は、労働者のメンタルの快適さに

ついての訴えの著しい悪化と表裏の関係にある。

l ドイツの労働者は、 f主に合理化と急速な技術

導入によってj、最近の数十年間に同様の経験を

し、失業率が増加した。これらの変化の多くは、単

調労働の減少、労働者の自律性、責任および意

思決定の増加という面においては積極的な影響

をもたらした。にもかかわらず、増大したよりきつい

デ、ッドラインによる時間フ。レッシャ一、生産の質お

よび、量の面からの要求の増大によって、ストレス

につながってもいるのである。

アメリカやイギリスの労働者が近年被っている失

業の脅威は相対的には少ないが、生産性の要求

を引き上げるという決意から生じた一連の作業編

成に関する新技術や新方法など、同じような状況

に直面している。

アメリカやイギリスその他において急速に展開

している情報技術革新のインパクトは、競争を激

化させており、このレポートでは、 fそれゆえ、抑う

つや作業起因のストレス等の慢性的条件の進展

に関連した障害がますます多くなることは驚くべき

ことではないJと結論づけている。

ポーランドでは、大きな政治的変化が歓迎され

る政治的、経済的変化をもたらしたが、大きな社会

経済的変容の費用は、「労働市場およひ職場にお

ける人々のメンタルの快適さに対して深刻な影響

を与えたん

そのため、ポーランドにおけるメンタルヘルス対

策の多くの部分が、精神疾患に擢患した人々のニー

ズに合ったフレームワークを作り上げることに集

中してきた。1994年に制定され、 1997、1999年に

修正されたポーランドのメンタルヘルス法は、大規

模な、隔離された施設から、地域社会に基盤をお

いた設備およびフ。ログ、ラムへと、メンタルヘルスケ

アをシフトさせるという大きな改善を導入した。

ILOレポートは、すべての調査対象国において、

職場のメンタルヘルス開題を認容するという点での

進歩を見いだした。例えば、「アメリカでは、規模を

開わずすべての使用者が、抑うつ障害がメンタル

ヘルス(医療)および障害の費用の最も高い部分

であることが多いということを認めはじめている。

多くの使用者が、健康と生産性との関連性を理解

し、労働・家族・生活問題を支援するプログラムを

開発・実施することによって経営戦略を改善してき

ているjと述べている。

フィンランドは、自問および国際レベルの双方

においてメンタルヘルス問題への対処を積極的に

開始していると、レポートは指摘し、「メンタルヘル

スを増進する文化が職場において発展しているJ

と書いている。労働能力に関するフィンランドのコ

ンセプトは、労働者の身体的健康の増進に関して

だけではなく、健康的な作業組織におけるメンタル

ヘルスも含んでいる。

すでに事業所および政府による強力なメンタル

ヘルス・サービスを謡歌しているドイツでは、コー

ポレート・ヘルス・フoロモーションが高い優先順位

をもつようになってきており、サクセスフルなストレ

ス減少プログラムが何年間にもわたり展開されて
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きている。そうしたプログラムには、「自信を高める

ためのリラクゼーション、ロール・プレー、ピヘイビ

ア・トレーニングや対人スキルの改善Jが含まれる。

イギリスでは、メンタルヘルス問題について労働

者と労働者の団体が積極的な役割を果たしており、

この問題に対する政府や事業所の対応は概して

率先的である。すでに職場におけるメンタルヘル

ス・ポリシーを策定している会社も多い。それらの

既存のポリシーを分析すると、グッド・プラクティス

(よい実践例)の一定の鍵となる要素が定義できる。

レポートでは、「事業所にとっての最も基本的なス

テッフ。は、メンタルヘルスが重要な問題であること

を認め、受け入れることであり、また、メンタルヘル

スの増進への関与を示すJと述べている。

ILOでは今週、アメリカに本拠を置くヘルスケア・

ポリシーおよび、サービスにおける革新的思想を促

進するζとを目的とした健康産業の国際的なネット

ワークであるWorldStrategic Partnersが、オラン

ダに本拠を置く精神疾患にまつわる汚名をなくし患

者の社会経済的機会を増進することを目的とした

非政府組織(NGO)であるWorldFederation for 

Mental Healthと協力して組織した、職場のメンタル

ヘルスのトヒ。ックスに関する10月9-10日の2日間

の会議を主催する。

この会議の最後に、 10月10日(火曜日)のWorld

M巴ntalHealth Dayを記念し、世界保険機関

(WHO)、WorldFederation for Mental Healthと

ILOの共催でメンタルヘルスと労働に関するシンポ

ジヲムを開催する。ILO事務局長のJuanSomavia 

がシンポジウムの発表者のひとりになる予 悶rr河
定である。 組i岨

*レポートは、http://www.ilo.org/で入手できる。

ストレスのもとにあるヨーロッパ
EU聞 OSHAも6月にレポート

+EU司 OSHANews Release， 2000年6月19日
欧州労働安全衛生機関のレポートは、ストレス

がヨーロッパの労働者にとっての安全・健康リスク

であり、それが増大していることを明らかにした。

すでにEUの労働者の3分の1近い労働者が影

響を受けている問題をこれ以上悪化させないため

に、ヨーロッパはストレス・マネジメント・インターペ

ンションにより大きな関心を払うべきである。ピル

パオ(スペイン)に事務所を置く欧州労働安全衛生

機関のf労働関連ストレスJに関するレポートはこ

う述べている。

広範囲にわたる科学文献のレビューに基づ、い

たこのレポートは、ヨーロッパの労働者におけるハ

イレベルな労働関連ストレスは、個々の労働者へ

の健康影響、事業活動への費用と経詩的影響、

またヨーロッパ諸国の社会的費用に及ぼす影響と

いう点から、重要な関心事であり、すべての者に
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とっての挑戦であると述べる。

このレポートによれば、労働関連ストレス問題

は、一般的に作業編成のデザインおよびマネジメ

ントと関連している。ストレス経験は、知覚された労

働の要求と個々人がその要求に対処するために

利用可能な知覚された力量との間の不均衡によっ

て生じる。その影響は、精神的なものであるばかり

すよく、影響を受ける労働者の身体的健康や幸福、

生産性にも及ぶものである。

ストレスの程度に影響を及ぼす職場における要

因としては、組織の文化および作用、組織におけ

る役割、キャリア開発、作業負担、作業速度およ

び物理的作業環境などがある。これらの要因が絶

えず変化し続けている労働の世界の急速な変化

は、これらの要因の影響を増大させずにはいない。

レポートは、労働関連ストレスは、他の安全衛

生問題と同様な論理的かつ系統的なやり方で対処



「精神医学と人権」に注意

今日は、精神医学の労働者に対する抑圧につ

いて、沈黙を打ち破るのにふさわしい日である。

World Federation for Mental Health (WFMH) 

は、「メンタルヘルス・システムjを世界中に広める

ことを促進している。羽原MHは、今日この日(10月

10日)を、「メンタルヘルスと労働」をテーマにした

World Mental Health Dayとすると宜脅した。しか

し、WFMHは、人権には焦点を当てていない。

労働組合をだめにさせ、労働者を管理するため

に、レッテル貼り、施設収用、薬漬けが精神医学

によって行われてはいないだ、ろうか?

WFMHは現在、いまや企業による精神医学の

グローバリゼーションを促進するための専門部署

を持つに至っている世界銀行と緊密に連携してい

しなければならない安全衛生リスクであると述べて

いる。職場におけるストレスのマネジメントは、当

今のリスクマネジメント・モデルで用いられるのと同

様の、また、EUの安全衛生法令で参照される「コ

ントロール・サイクル・アプローチjの採用・適用に

基づいたものでなければならない。

レポートは、ストレス・マネジメント・インターペン

ションの有効性を示す証拠が増大していることを確

認している。とりわけ組織的レベルにおける、イン

ターペンション(介入)は、個人および組織の健康

にとって有益であり、また、評価およびさらなる介

入のための材料としなければならない。職場でスト

レスに対処するための手段と共通の実践、および

この実践の効果的な評価について、さらに調査研

究を進める必要がある。ヨーロッパ・レベルにおい

て、異なる労働の条件にも通用する「ビジネス・ケー

スjあるいは実践的解決手段が研究、評価され、

共有されなければならない。

イギリスの欧州議会議員ピーター・スキナーは、

「この欧州労働安全衛生機関のレポートは、職場

のストレスはヨーロッパにおける重要な安全・健康

リスクであるとしちかねてからの信念を確認するも

のである。欧州議会は、ヨーロッパの労働者の3分

る。WFMHはおおっひoらに、精神医学薬剤企業

がWorldMental Health Day に資金援助をしてい

ると言っている。WFMHは、例えば隔年ごとに開

催してし渇国際会議の場で(次回の国際会議問001

年7月22-27日にパンクーパーで開催)、精神医

学による人権侵害について議論する時聞をなぜ

もっと持たないのか?

Support Coalition International(SCI)は、 fメン

タルヘルス・システムIに反対し、人権を守るための、

13か国約100の草の根グループによる、完全に

自主的な非営利団体。SCIは、精神医学による被

害者によって運営され、一般に聞かれている。SCI

は、精神医学薬剤企業、「メンタルヘルス・ 町rr河
システムJ、政府の助成を受けていない。 組↓岨

* SCIからのEメールの紹介。http://www.mind

freedom.org/about/index.html参照

の1に影響を及ぼしているこの安全・健康リスク取

り組むためにフォローアップを欧州委員会が行うこ

とを期待しているJと語った。

環境・社会問題担当の欧州委員アンナ・デ、イア

マントポロウはこのレポートについて、 Iすべての

関係者が、いまや職場のストレスは現実の労働関

連リスクであると認識しなければならない。使用者、

労働者、政府が等しく、この分野の予防活動を強

化しなければならない。この増大する問題に対処

するための、ストレス・マネジメントのよい実践が必

要である。労働関連ストレスの分野における委員

会の取り組みは、このレポートの調査研究結果を

支持し、補完するものであるjとしている。

欧州機関ディレクターのハンスホルスト・3ンコ

リュウスキーは、 f欧州機関は現在、このレポート

の作業を拡張し、職場におけるストレス・マネジメ

ントのための現実的なfビジネス・ケース』あるいは

実践的解決手段を開発することによって、この問

題に対する具体的な取り組みが進む乙とを期待す

る」と付け加えた。 国
*レポートは、http://europe.osha.eu.int/で入手で

きる。
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掃動
公務災

審の急E睦腰編症
詔定で最盲裁判決

「通常の動作と異なる動作」等は不要

片岡明彦

"111幽拠品輸(備段階的出掛1111

清掃労働者がごみ収集作業中にごみ袋を収集

車に投げ入れようとしたとき起こした腰部捻挫(ぎ、っ

くり腰)が公務災害と認められないとは?!

本年7月、公務外認定処分を行った当局である

地方公務員災害補償基金支部に対する最終判断

が最高裁判所によって下され、社会常識とかけ離

れた地公災基金の主張が司法によって退けられ

るととになった。

本判決により、これまで地公災基金が公務災害

と認めなかった数多くのf腰痛症jが、今後は公務

災害として認められる可能性が出てきた。本判決

を生かして実際に地公災基金の認定のあり方を変

えさせていけるのかどうかが今、問われている。

認定基準そのものは、地方公務員を対象とした

地公災基金と民間労働者を対象とした労災保険(労

働省)でほぼ問ーなので、認定基準の見直しとい

うことになれば、労災保険も含めた問題となる。も

ともと現行の認定基準は、労働省専門家会議の検

討に基づいて1976年10丹に労災保険において、

それに準拠して1977年2月に地公災基金で定め
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られたものであるから、労災保険も含め対応が迫

られるものとも言えよう。

"111111111場!製品|闘機側保健糊111111
11111

1989年4月に千葉県船橋市環境部の職員となっ

たHさんは、運転手兼収集作業員としてごみ収集

作業に従事していた。1990年3月9日午前9時過

ぎごろ、いつもどおりごみの多いステーションにつ

いたために、運転席から走ってごみ投入作業に加

わり、ごみを投げ入れようとしたとき突然、腰部に

痛みが走り、腰が伸ばせなくなった。

何とか運転席に戻り、その後は運転席から降り

ずに午前中の作業を続け、昼休みに医務案で湿

布を貼ってもらって、午後も仕事をし、作業終了後

に整骨院に受診し、腰部捻挫の診断で治療を受

けた。本人はもとより、同僚から本庁の公務災害

担当者まで公務災害と考えていた。担当者は基金

の指示で本人を船橋市医療センター整形外科に

受診させた上で認定請求した。そして、誰もが結果

が来ないことすら忘れかけていた7か月後に、 f公

務外決定通知jが届いた。

認定当局である地公災基金千葉県支部の公務



タト決定の理由は、

①ごみ袋投入作業は「通常の動作」の範囲であ

ること。

②レントゲン検査によると第5腰椎分離症があ

り高度の素因がある。

の2点だ、った。

これまで腰痛経験のない21歳の青年日さんも同

僚も労働組合も到底納得できるものではYょく、審査

請求に及んだが、地公災基金千葉県支部審査会、

同本部審査会とも地公災基金支部の判断を支持

し、棄却裁決を行ったため、問題は裁判に持ち込

まれることになった。

裁判に際しての被告・地公災基金千葉県支部

側の主張は次の3点であった。

①本件傷害(腰部捻挫)が発症していたかどうか

疑問。

②第5腰椎分離症が唯一の原因。

③原因とされるf作業Jに公務起因性がない。

腰痛既往がなかったこともあり、もっとも大きな

争点は③となった。

11 i11||!|if出帆相I~出掛酬111111
1111

地公災基金支部が、『通常の動作jが原因であっ

た場合は公務起因性を認めないとしたのは、現行

の腰痛の公務災害認定基準に忠実に従った結果

だ、った。

認定審査は次の2つの文書に従って行われる0

. r腰痛の公務上外の認定についてJ(昭和52年

2月14日地基補第67号、各支部長宛理事長通

知)

・「腰痛の公務上外の認定についてJの実施につ

いて(昭和52年2月14日地基補第67号、各支

部事務長宛補償課長通知)

これらの中で、 f腰痛Jはf災害性の原因による

腰痛jと「災害性の原因によらない腰痛jに分けら

れており、Hさんのケースは前者のものとして審査

された。

このいわゆる災害性腰痛は、次の2要件を満た

すとき、 I公務上の負傷に起因する疾病jとして認

定される。

(1)腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと

考えられる通常の動作とは異なる動作による腰

部に対する急激な力の作用が、公務遂行中に

突発的な出来事として生じたと明らかに認められ

るものであること。

(2)腰部に作用した力が腰痛を発症させ、腰痛の

既往症を再発させ、又は基礎疾患を著しく増悪

させたと匝学的に認めるに足りるものであること。

Hさんのケースは、「ごみ袋を投入する作業jの

とき発生しており、このfごみ袋を投入する作業jは

通常の作業であり、それに仲う動作も「通常の動

作jであるからダメ、すなわち、そうした動作で発症

した場合は公務起因性を認める余地はハナから

無しというのである。

11111111111111111111糊端韓併糊I11111111111111111111

1審千葉地裁(1996年8月30日判決)、2審東京

高裁(1998年1月28日判決)と、Hさん原告側が

全面勝訴した。最高裁判決は、この高裁判決を是

認したので、高裁判決の内容が重要となる。そこで、

ここでは細かい点を省き、上記のf通常動作は公

務外j論に直接かかわる東京高裁判決判示の重

要部分を紹介する。

r 2 訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義

も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に

照らして金証拠を総合検討し、特定の事実が特定

の結果を招来した関係を是認M号る程度の蓋然性

を証明することであり、その判定は、通常人が疑い

を差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るも

のであることを必要とし、かつ、それで足りる。この

理は、公務起因性の判断における因果関係の認

定においても同様である(最高裁平成5年(行ツ)

第85号平成9年11月28日第3小法廷判決・裁判

所時報1208号3頁)。

これを本件についてみるに、甲2の7、15、乙7

の2、12によれば、被控訴人[被災者Hさん]は本

件傷害当時、第S腰椎分離症を発症していたこと

が認められる。腰椎分離症によりその部分に負担

安全センター情報2000年11月号 15 
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がかかっていて、これも本件傷害の一因となって

いるζとは否定できないが、この症状は軽いもの

である(乙12)。他方、本件傷害が本件公務時に

招来したものであるととは右認定のとおりであって、

右にみた因果関係の立証程度に関する法理から l

すると、本件公務の作業が醒接かつ有カな原因に

なって本件傷害が引き起こされたことは苔定できず、

以下に示すとおり、本件公務の遂行と本件傷害の

発生との聞に因果関係があり、本件公務の遂行

が本件傷害(腰部捻挫)の主要な原因となったもの

であることは明らかである。乙 12によってもこの点

を左右することはできない。

すなわち、ごみ収集作業、特に生活系のごみ収

集作業における動作の多くは腰を頻繁に使うもの

であること、個々の作業自体過重なものでないに

しろ、道路上に置かれたごみ入袋をつかむために

腰を曲げた後直ちに、収集車に投げ込むために

腰を上げるという行為を頻繁にかつ素早く繰り返

す作業が主たるものであり(甲3、6)、他の一般的

労働に比して不自然な姿勢で、しかも瞬発的かっ

不定形な作業を強いられることもあって、腰痛を生

じさせる危険性が十分にあることは経験則上明ら

かである(日常生活上行われる行動にこれと同様

のものがあるとしても、その頻度、反復継続性にお

いて通常人の日常生活と大きな差があり、これに

従事する労働者が腰部捻挫の引き金となるような

異常な動作、姿勢をとる蓋然性は高い。)。なお、

船橋市消措センターにおける労働安全衛生委員

会作成のf腰痛自書jと題する文書(甲4の1)によ
れば、平成5年秋に実施されたご尉収集作業員128

人に対するアンケート調査において、約56パー

セントの者が腰痛を訴えており、当時及びそれまで

に腰痛を経験した者の約53パーセントの者がその

原因を仕事と考えていると答えていることが認めら

れる。清掃事業における公務災害防止に関する

研究会作成の平成9年3月の報告書(甲13)によっ

ても、地方公務員災害補償基金の委託を受けて

された主要地方自治体の清掃事業扱当部局に対

するアンケート結果において、ごみの収集等にお

ける公務災害として腰病症を挙げている団体が26

パーセントあり、ごみ積込み時に腰をぎつくりさせ

16 安全センター情報2000年11月号

る点を挙げた団体が44パ一セントあったことが認

められる。

3 本件傷害は、正に、被控訴人がごみ収集車

のごみ投入口にごみ入袋を投げ入れようとしたとき

に、災害性原因によるものとして発生したものであ

る。被控訴人が第5腰椎分離症に躍患していたこ

とをもって直接的な原因と認定すべき明確な証拠

はない。本件の公務災害の有無は、布認定判示

によれば、本件傷害がごみ収集作業中に発生し

たか杏かによってほぽ決定されるのであり、平成

3年12月4日付けの裁決でもこの事実自体は肯定

されている。

ただし、被控訴人自身、現時点でどのような作業

をした際に本件傷害が発生したのか明確には覚え

ておらず、この点についての初期段階での資料等

の手続の不備が、本件の公務災害性に関する争

いを深刻なものとした大きな要因であるというべき

である。このことは、本件公務災害認定申請手続

での書類作成が本件傷害後2遡間以上も経過し

てされるなど(甲2の5)控訴人[基金千葉県支部]

ないし関連機関の事務手続が迅速かつ適切に行

われていないことに起因しており、本件傷害のよう

な公務時に発生した災害性の腰痛に関しては傷害

発生後直ちに同僚及び上司に告知報告し、可及

的速やかに所定の医師の診断を受けるなどして(弁

論の全趣旨によれば、被控訴人は本件傷害発生

日に東町事業所の保健室で湿布などの手当を受

けたことが認められるが、その際に適切な診断書

などの資料が作成された形跡はない。)事故態様

及びこれによる災害に関する証拠保全に努める

こと、吏にはそのような処理が慣行として円滑に行

われることの環境策定が望まれる。

4 本件については、本件公務の最中に本件傷

害が発生した以上(裁決でも肯定されている事実

である。)、本件公務の遂行の際これに起因して異

常な力が突発的に働いたこと(災害)によると認め

るべきであり(とれが被控訴人の不用意な動作に

よったか否かを問わない。)、第5腰椎分離症が原

因のーっとなったことを明確に杏定できないにして

も少なくとも本件公務がこれを著しく増悪させて本

件傷害に至ったものと認めるのが自然であり、本



件公務と本件傷害との聞に相当因果関係を認め

るべきことは明らかである。j

つまり、従事していたごみ収集作業が災害性の

腰痛にとっては(上記判示が開設するように)危険

作業であるから、そういう場合は、当該作業中に

発生したかどうかで公務起因性が判断される、とい

うものである。

被災労働者が従事していた作業実態に応じた判

断がされるべきであると言い換えることもできるだ

ろう。

少なくとも、認定基準の言う、 f通常の動作とは

異なる動作j、f突発的なできごととしてjという認定

要件は、その職種あるいは作業全体の腰痛発症

との関連、危険が一般的に認められる場合には、

基本的に意味を持たないことになる。もちろん、そ

の字句どおりの状況が明確な場合(転倒など)は、

公務起因性が今までどおり認められるのは言うま

でもない。

もともと労災認定基準に忠実であろうとすれば、

地公災基金の公務外認定はある意味で当然の判

断といえる。この点地公災基金の主張は最高裁ま

で一貫していた。今回の最高裁判決は、その一貫

した認定基準の論理を明確に否定したのであるか

ら、認定基準の欠陥あるいは誤りを司法が認定し

たことになる。

実際、地公災基金は被災労働者の職種、作業

実態にかかわりなく、どんな負担業務、有害業務

の「災害性J腰痛被災者に対しても、発症時の作業

や動作がその職場におけるf通常の動作jであれ

ば一般的に公務外として認定している。清掃、給食、

介護、福祉といった腰痛多発の現業職場で、多く

の被災労働者が泣き寝入りを余儀なくされ、公務

災害を公務災害と認めないために、予防対策をさ当

局がさぼるとしち悪循環から抜け出せない職場も

多いと考えられる。

11山場|組織ll端排出掛雌|盤11

一方、東京港最判決の半年後に、地公災基金

本部は、 f腰痛に係る認定請求事案の処理につい

てJという事務連絡[13頁参照]を各支部事務長宛

に出しており、これが非常に大きな問題をもってい

る。最高裁判決が否定した認定基準の繭一的適

用を逆に徹底することを目的としたもので、現在、

全国的にこれにそった認定実務が行われている。

本事務連絡は、腰痛事案の公務上外について

24の事例を示して、類似事案は本部照会なしで支

部判断せよと指示している。

ところが、事務連絡本文の記述や紹介事例たる

や目を疑うような内容が含まれている。基本を流れ

ているのは、腰痛は基本的に私病(特に椎間板ヘ

ルニアなのであり、公務上の範囲を極めて限定的

に解釈しようとする姿勢だ。

たとえば、「災害性j腰痛について、

「労働安全衛生法第24条の規定に基づく町議場

における腰痛予防対策の推進について.!l(労働省

通達)においては、満18才以上の男子労働者の

人力のみにより取り扱う重量は55kg以下とされて

いるところであり、単に、 20"-'30kg程度までの重

量物を持ったことによって、負傷又は腰部内部組

織の損傷は発生しないものである。j

日常的に腰に負担を受けている乳児担当の保

育労働者が子供を抱え上げようとしてぎつくり腰に

なった場合、 f通常動作jであることだけでなく、抱

えた子供が20"-'30kgに遺していないのでf公務外j

とされる。

f20"-'30kg程度までの麓最物を持ち上げようと

した際に発生した腰痛症lまj、素因・基礎疾患等が

ない場合はf本人の腰部のバランスが悪いために

発生したのであるから」、素因・基礎疾患等がある

場合は、 f素因・基礎疾患、等を主たる原因として発

症したものであるから」という「理屈jで、「公務外の

災害jと明記している。 f20"-'30kg程度Iに何の根

拠があるというのだろうか。

そのほか腰椎椎間板ヘルニアの公務上の範囲

や症状固定時期、障害補償についてきわめて限

定的な取り扱いをすることを明記している。ヘルニ

ア手術後に症状が残っても障害補償や療養補償

の対象ではないと言い切っており、全く信じられな

い内容が脅かれている。
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今回の最高裁判決を腰痛の認定基準や運用の

改善につなげていくことと、同時にこうしたとんでも

ない事務連絡の撤回を強く求めていくことも重要で

ある。

'''11 111 1111111問IWilJ~!叫~~fWlill!制 IW，JJYl I~IIIIIIIII"II"
今後。11ゆ且織の課題

「バ川川iltiil1iliiiiD引 v

くりかえしになるが、官民共通の問題として腰痛

の認定基準の見直しをすすめる必要がある。まず

今回問題となった災害性腰痛の部分に表現されて

いるこっけいな r~害主義j をあらため、さらに、極

端に少ない慣性腰痛(災害性腰痛)の認定件数が

労働者が被っている被災の事実を労災補償制度

がまるでカバーできていないことことを深刻に受け

止めなければならない。今田の判決で重要なポイ

ントとなったことのひとつに、職場での腰痛実態調

査や労働省の腰痛予防指針の内容がある。いず

れも、清婦労働において腰痛が多発していること

を示したものである。

労働衛生学的知見、疫学調査による因果関係

の証明がこれらのベースになっている。この意味

で法的因果関係の認定に、疫学的因果関係が大

きな影響を与えた結果だと言うことができる。そうし

た観点で今回の判決をとらえるとき、他の作業関連

疾患の認定基準の改正を考える上で大いに参考

になるだろう。すでに、頚肩腕障害等の上肢作業

障害の認定基準は同じような状況下において改訂

がなされており、腰痛の認定基準も同様な措置が

講じられてしかるべき状視となったといえる。

結果は原告の勝利であった。当該の原告と所属

する船橋市職員労働組合のご努力は並大抵では

なかった。まさに賞賛に値する。しかし、こうしたf商

期的判決jに接するたびに思うことは、改めるにな

ぜ10年の長きを要するのかというζとである。

もっとも大きな要因となっているのは、労災認定

基準の検討過程が秘密に行われること、策定に

かかわる情報がほとんど公表されないことである。

ただし、この点は情報公開法が施行される4月以

降状況はかなり激変していくと思われる。すぐさま

様々な情報がオープンになるとは到底考えられな
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いが、ボクシングのボディーブローのように同家

行政の高慢な頭が徐々に下がってこざ、るを得ない

ことは確実である。情報インフラの整備はすでに

整ってきている。労災保険情報はすでに何年も前

から本省と各労基署がオンライン化されているし、

行政通達や部内眼の事務連絡などさまざまな情報

の電子化も急速に進んでいる。例えば、ある行政

通達を労働基準監督署の窓口で請求すると、職員

が端末からアクセスしてそのプリントアウトがもらえ

るようになっている。

今後は情報公開の進展に対応して、われわれ

の側の素早い対応も求められる時代となるだろう。

すでにはじまっているパブリックコメントへの対応

などにこのことが如実に表れている。

さらに、審議会など内部情報に接する機会があ

る労働団体等の代表者が労働行政に対して積極

的に発言する能力とやる気が欠けていることが多

いこと、科学的に正しい意見を具申すべき研究者

の多くが労働省の意向を気にして自由に発言でき

ない状況があること(委託研究費や内部情報への

接近なと研究者としてのメリットからそうせざるを得

ない状況があり、反面、そうした研究者をサポート

する力量と問題意識をわれわれを合めて労働団

体等がまだまだ持ち合わせているとはいえない)も

この際真剣に議論する必要がある。

また、司法の最終判断と雷うが、三権のうちの立

法はいったい何をしているのか、という問題が本当

は一番大きいかもしれない。間違った行政通達、

これをあらためるには判決を、裁決をという、だが、

まともな確定判決にしても10年以上かかるのであ

る。やはり、立法からのアフ。ローチをもっともっと強

化するには何をなすべきか、真剣に議論しなけれ

ばならないだ、ろう。

今われわれがしなければならないのは、「画期

的判決を勝ち取るための裁判闘争jでもf地道な労

災認定闘争jでもない。行政、立法府への有効な

関係づくり、全国安全センターをひとつの柱とする

労働者、市民、研究者を結ぶ強力なネットワーク

を構築してしヨくことだと思う。

そうしたことを改めて考えさせられた最高 町T甫
裁判決であった。 組i凪
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主文

被告[基金千葉県支部]が平成2年10月1日

付けで原告に対してした地方公務員災害補償法

の規定による公務外認定処分を取り消す。

ニ訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

主文と同旨

第二 事案の概要(省略)

第三 当裁判所の判断

一認定(省略)

二判断

1 本件傷害の発生原因について

右認定の事実によれば、本件傷害(腰部捻挫)

は本件公務の遂行によりかつ本件公務の遂行を

唯一の原鴎として発生したものと認められる。した

がって、本件公務の遂行と本件傷害の発生との聞

には条件的因果関係がある。

仮に原告に第5腰椎分離症の素因があったと

しても、本件公務の遂行が本件傷害発生の主因と

なっていることは否定できないから、本件公務の遂

行と本件傷害との閤には条件的因果関係がある。

2 本件傷害の公務起因性について

(一)本件傷害が本件公務に起因して発生したとい

うためには、本件公務の遂行と本件傷害の発生と

の聞に相当因果関係の存在することが必要である。

ところで、災害補償制度は、使用者が労働者を

自己の支配下に置いて労務を提供させるという労

働関係の特質に鑑み、当該業務に内在しあるい

は随伴する危険性が現実化して労働者に傷害や

疾病が発生した場合には、使用者の過失の有無

にかかわらず補償責任を負わしめるのが相当で

ある、という危険責任の法理に基づくものである。

そうとすれば、本件公務の遂行と本件傷害の発

生との聞の相当因果関係の有無は、本件傷害が

本件公務に内在しあるいは随伴する危険性の現

実化したものと評価されるか否かによって決すべ

きものである(最高裁平成6年(行ツ)第24号平成

8年1月23日第3小法廷判決、平成4年(行ツ)第

70号平成8年3月5日第3小法話判決参照)。

(二)そこで、これを本件についてみるに、本件公

務たるごみ収集作業は、前記のとおり、通常、腰を

曲げてごみ袋等を手に持ちこれをごみ収集車のご

み投入口に投げ入れるという動作を行うものであ

り、そしてこれを繰り返すものである。

しかるところ、ごみ収集作業における動作の多

くは腰を頻繁に使うものであり、それは、たとえそれ

自体が過重なものとはいえないとしても、通常、平

均的労働者を基準とすれば、腰痛を生じさせる危

険性を十分にもっているものである(現に、船橋市

清掃センターにおける労働安全衛生委員会作成

の「腰痛白書jと題する文書(甲4の1)によれば、

平成5年秋に実施されたごみ収集作業員128人に

対するアンケート調査の結果は、約56パーセント

の者が腰痛を訴えているというのであり、当時及び

それまでに腰痛を経験した者の約53パーセントの

者がその原因を仕事と答えているというのである。)。

そうすると、本件傷害は本件公務に内在する危

険性が現実化したものというべきであり、本件公務

の遂行と本件傷害の発生との聞には相当因果関

係があるものというべきである。

(三)被告は、「本件公務の遂行(腰を曲げてごみ

袋を手に持ちこれをごみ収集車のごみ収集車の

ごみ投入口に投げ入れようとした動作)は原告のご

み収集作業員としての通常の作業動作であり、原告

の日常生活上の動作と同じ動作であるから、本件

傷害をもって本件公務に内在する危険性が現実化

したものとみることはできない。j旨を主張する。

しかし、本件傷害が本件公務に内在する危険性

の現実化したものと評価できるか否かは、本件公

務の遂行が原告のごみ収集作業員としての通常

の作業動作であるか否か、あるいは、原告の日常

生活上の動作と問じ動作であるか否かとは直接関

係ないものであるから、被告の右主張は採用する

ことができない(本件公務の遂行が原告のごみ収

安全センター情報2000年11月号 19 
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集作業員としての通常の作業動作であり、あるい

は、原告の日常生活上の動作と同じ動作であった

としても、本件傷害が本件公務の遂行によって生

じたものと認定される以上、右の理論で相当因果

関係を寄定することはできない。)。

(四)なお、仮に、 f業務と傷病との間の相当因果

関係の有無は、当該業務が当該傷病を発生させ

た原因の中で相対的に有力な原因であるといえる

か否か、によって決すべきものである。Jとの基準

に従ったとしても、本件公務の遂行は本件傷害の

発生の唯一の原因または主たる原因と認められる

から、右の基準によっても、本件公務の遂行と本

件傷害の発生との聞の相当因果関係を肯定する

ことができるものである。

三よって、原告の本訴請求を容認することとし、

訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民

事訴訟法89条を適用して、主文のとおり判決する

千葉地方裁判所民事第3部(裁判長裁判官・原

田敏章、裁判官・木納敏和(裁判官・有賀直樹

一転補)) 

決判
芝
山

所

山

田

判
明
日
ω

裁

判

同

等
知
山

吉
司

8
1

1
J
成
成

ム
甲
平
平

東

主文

本件控訴は棄却する。

控訴費用は控訴人の費用とする。

事実及び理由

一控訴人[基金千葉県支部]は原判決取消し

とともに被控訴人[被災者]の請求棄却の判決

を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。

ニ事案の概要は、原判決3頁から13頁にかけ

ての「第二事案の概要jに示されているとおり

である。

三当裁判所も、被控訴人の請求請求は理由が

あると判断する。その理由は以下に示すとおり

である。

1 前提事実は、原判決22頁1行自のf4日付け

20 安全センター情報2000年11月号

で」の次にfC甲2の29)Jを加えるほか、原判決14

貰1行白から22貰7行自にかけて示されていると

おりである。

2"'4C省略、7θ頁括弧書き引用部分)

四本件控訴同理由がなく、主文のとおり判決する。

東京高等{裁判所第12民事部(裁判長裁判官・

稲葉威雄、裁判官・大藤敏、裁判官・塩月秀平)

最高裁判所判決
平成 10年(行ツ)第 128号
平成 12年7月7日言渡

右当事者聞の東京高等裁判所平成8年(行コ)

第127号公務外認定処分取消請求事件について、

同裁判所が平成10年1月28日に言い渡した判決

に対し、上告人[基金千葉県支部]から上告があっ

た。よって、当裁判所は次のとおり判決する.

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人橋本男、同滝田裕の上告理由につ

いて

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決

挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事

実関係の下においては、被上告人[被災者]の本

件傷害について公務起因性があるものとした原審

の判断は、正当として是認することができる。原判

決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に

属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難する

か、又は独自の見解に基づき若しくは原判決を正

解しないで原判決を論難するものにすぎず、採用

することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第2小法廷俄判長裁判官・梶原玄、

裁判官・河合伸一、裁判官・福田博、裁町内

判官・北川弘治、裁判官・亀山継夫) 組l凪



事務連絡

平成10年7月22日

地方公務員災害補償基金各支部事務長殿

地方公務員災害補償基金補償課長

腰痛に係る認定鵠求

事案の処理について

地方公務員の公務上の災害(負傷、疾病、障害

又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害

に対する補償の迅速かつ公正な実施を確保する

ため、各支部におかれては、日頃より格別の御配

意を賜り厚く感謝申し上げます。

腰痛事案(腰椎椎間板ヘルニア、椎間板症の診

断による腰痛事案(急性腰痛以外の腰痛事案))

については、従前より速やかに補償課長照会をし

て頂いているところです(平成7年11月10日付け

補償課長事務連絡)が、より一層の迅速な処理を

図るべく、53IJ添に示した事例1から事例24[標題の

み掲載]まで及びf公務災害・通勤災害・障害等

級等の認定・決定理論と実務提要上巻Jに標記

されている事例に類似し、明らかに公務上外の判

断ができる事案については、今後、補償課長照会

を経ることなく、各支部において公務上外の認定

を行って頂くことといたしましたので、よろしくお願い

します。ただL、支部において判断が困難な事案につ

きましては引き続き、補償課長照会としてください。

なお、認定に際しては、次の点に注意して下さい。

(1)腰痛の認定は、「腰痛の公務上外の認定に

ついてj(昭和52年2月24日付け地基補第67

号)によることとされており、負傷又は腰部内部

組織の損傷による災害性の腰痛の認定要件は、

同通知の記の1により、

①腰部の負傷又は腰部の負備を生ぜしめた

と考えられる通常の動作とは異なる動作によ

る腰部に対する急激な力の作用が、公務遂

行中に突発的な出来事として生じたと明らか

に認められるものであること。

②腰部に作用した力が腰痛を発症させ、腰痛

の既往症を再発させ、又は基礎疾患を著しく

増悪させたと底学的に認めるに足りるもので

あること。

のいずれの要件をも満たし、医学上療養を必要

とする場合には、 f公務上の災害の認定基準に

ついてj(昭和48年11月26日付け地基補第539

号)の記の2の(1)のf公務上の負傷に起因す

る疾病jと認められるところである。

(2)災害性の腰痛の発症例としては、「腰痛の公

務上外の認定についてJの実施についてJ(昭

和52年2月14日付け地基補第68号)により、

①重量物の運搬作業中に転倒したり、重量物

を2人がかりで運搬する最中にそのうちの1人

の者が滑って耀から荷をはずしたりしたような

事故的な事由により瞬時に重量が腰部に負

荷された場合

②事故的な事由はないが、重量物の取扱い

に当たって、その取扱い物が予想に反して著

しく重かったり、軽かったりしたときや、重量物

の取扱いに不適当な姿勢をとったときに脊柱

を支持するためのカが腰部に異常に作用し

た場合

と示されているほか、労働安全衛生法弟24条の

規定に基づく「職場における腰痛予防対策の推

進についてj(労働省通達)においては、満18歳

以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う重

量は55kg以下とされているところであり、単に、

20~30kg程度までの重量物を持ったことによっ

て、負傷又は腰部内部組織の損傷は発生しな

いものである。

したがって、これらの要件に合致せずに負傷

が発生した場合は、公務を機会として発生した災

害と考えることが相当である。

(3)負傷又は腰部内部組織の損傷による腰痛で

ある場合は、骨折等の負傷又は筋肉、筋膜、靭

帯等の損傷が原因であり、その際は、速やかに

主治医に対して、当該腰痛症に対する詳細な医

学的所見、治療内容、X線、MRI等の診断結果

(素因・基礎疾患の有無、病名、部位、程度及

安全センタ→宥報2000年11月号 21 
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ぴ被災以前からの変性である等)を得ることが

極めて重要であり、疑問があときは、整形外科

医たる支部専門陸に画像診断を行っていただく

ことが必要である。

なお、通常、負傷が生じていない場合又は素

因・基礎疾患等がない場合で、20"'-'30kg程度ま

での重量物を持ち上げようとした際に発生した腰

痛症は、本人の腰部のバランスが悪いために発

生したのであるから、これは公務を機会として発

生したものであり、公務外の災害と判断される。

また、腰椎椎間板ヘルニア等と診断され、素

因・基礎疾患等を有している場合で、20"'-'30kg 

程度までの重量物を持ち上げようとした際に発

生した腰痛症は、本人の素因・基礎疾患等を主

たる原悶として発生したものであることから、転

倒の事実等、私病を急性増悪させたことが明ら

かな諸事象が認められない限り、公務外の災害

と判断することが相当である。

なお、腰椎椎間板ヘルニアに関する公務上

の災害の考え方は次のとおりである。

①脊柱に強い打撃を与え、医学上、腰椎雄

問板を破壊してヘルニアを突出させる程の突

発的事故の存在が明確あり、かつ、 MRI樹

像上等に新鮮なヘルニアが脊髄神経根を圧

迫しているか又は瞬間的に圧迫したと医学的

に認められる場合(負傷による疾病)

ヘルニア及び脊髄神経根症状の症状国定ま

で公務上と認定する。

② 40kg程度の重量物を持つ又は軽度の東

の追突、較倒、転落等の突発的な事故等の

存在が明確であり、かつ、MRI画像上等に陳

旧性のヘルニアが脊髄神経根を匝迫してい

るか、又は瞬間的に圧迫したと医学的に認め

られる場合(素因・基礎疾患の増悪)

素困、基礎疾患の急性増悪による腰痛であ

るので、急性期の症状の消退まで公務上と認定

する。

したがって、症状固定後における素因、基礎

疾患等の再発は私病の増悪であるので公務上

の災害との相当因果関係は認められなし、なお、

この場合において、髄核の摘出術を行ったとき

22 安全センター情報2000年11月号

の補償の取り扱いについては、本人の素因、基

礎疾患の根治術であることから、公務との相当因

果関係は認められないが、痔痛の除去又は軽減

という効果があることに着目して、手術費等につ

いてまでは特例として補償することとしている。

よって、術後ヘルニアの選延化の療養補償等

及び障害補償については行わないこととしている。

〔参考〕

平成6年9月6日付け基発第547号、都道府県

労働基準局長宛て労働省労働基準局長通達

職場における腰痛予防対策の
推進について

職場における腰痛予防対策については、昭和

何年7月10日付け基発第503号「重量物取扱い

作業における腰痛の予防についてj及び昭和50

年2月12日付け基発第7号「重症心身障害児施

設における腰痛の予防についてjにより当該業務

従事者に対する腰痛予防対策を示し、その指導に

努めてきたところである。

この問、腰痛の発生件数は確実に減少し、最近

の10年間では4割強の減少を見たところであるが、

今なおその数は年間約6，000件となっており、業務

上疾病全体に占める割合も約6割と、依然として高

い状況にある。

このため、今般、広く職場における腰痛の予防

を一層推進するための対策として、調査研究成果を

踏まえ、別添のとおりf職場における腰痛予防対策

指針jを定めたので、了知するとともに、あらゆる機

会を通じてその周知に努められたい。また、この通

達の解説部分(参考を除く。)は、本文と一体のもの

として取り扱われたい。[全文は1994年増刊号]

なお、本省においては、職場における腰痛予防

の一層の促進を図るため、引き続き、調査研究に

努めているととを申し添える。おって、昭和何年7

月10日付け基発第503号及び昭和50年2月12日

付け基発第71号は、本通達をもって廃止するo

抜粋

別紙 作業態様別の対策



重量物取扱い作業 事例(憩性症状に限定して公務上)

重量物を取り扱う作業を行わせる場合には、単 事例 12 患者を転院搬送中、降ろした状態の担

に重量制限のみを守るのではなく、取扱い回数等 架を2人で持ち上げたところ、腰痛が発

作業密度を考慮し、適切な作業時間、人員の配置 生した事例像性症状回良定しで公務上)

等に留意しつつ、次の対策を講ずること。 事例 13 同僚職員とドラム缶を持ち上げた時、タ

2 重量物の取扱い重量 イミングが合わず、腰痛が発生した事例

(1)満18歳以上の男子労働者が人力のみによ (急性症状に限定して公務上)

り取り扱う重量は、55kg以下にすること。 事例 14 運動会の組立体操の競技中、児童を肩

E存して持ち上げた際に腰痛が発生した

事例 1 ベッドに仰臥している意識不明の患者 事例(急性症状に限定して公務上)

の下にX線撮影用の板を入れるため、 事例 15 宿泊研修において登山の引率を行って

患者を持ち上げた際に腰痛が発生した いた際、雨で濡れた登山道を下山中に

事例(公務上) 仰向けに転倒して腰痛が発生した事例

事例2 清掃直後で濡れていた脇下に足を取ら (急性症状に限定して公務上)

れて転倒し、腰部及び腎部に痛みが生 事例 16 逮捕術の乱取り訓練を行っていた際、

じた事例(公務上) 相手の攻撃をかわそうと、後退したとこ

事例3 後方から駆け寄ってきた子供を抱き上 ろ壁に激突し、腰痛が発生した事例(急

げた際に腰痛が発生した事例(公務上) 性症状に限定して公務上)

事例4 折りたたみ椅子が入った台車を1人で引 事例 17 消防車から重量80キログラムのホース

き出そうとした際に腰痛が発生した事例 カーを2人で降ろそうとしたところ、相手

(公務上) 方とタイミングが合わず、本人に荷重が

事例5 ゴミ収集作業において、約7キログラム かかり腰痛が発生した事例(急性症状

のゴミ袋を収集車のホッパーに投入しよ に限定して公務上)

ヨとした際に胸高が発生υ喝事q(公搬日 事例 18 児童に向かつてボールを下から投げて

事例6 ジュースの入ったケースを持ち上げて、 渡した際に駒吉が発生した事例C公務外)

方向を変えようとしたところ腰痛が発生 事例 19 救助訓練の一環として、三歩ダッシュを

した事例(公務外) 行った際に腰痛が発生した事例(急性

事例7 ごみ収集車の連転席から地面に降りた 症状に限定して公務上)

際に腰痛が発生した事例(公務外) 事例20 病院へ搬送中の救急車内において、傷

事例8 市主催の腰痛検査において、背筋を測 病人の心臓マッサージ、を行っていた際

定した際に腰痛が発生した事事q(公務外) に腰痛が発生した事例(公務外)

事例9 同僚職員とともに石灰袋を搬送中、同 事例21 80枚ほど重ねられた給食盆を持ち上げ

僚職員がアクシデントにより手を離した た際に腰痛が発生した事例(公務外)

際に腰痛が発生した事例(急性症状に 事例22 空気呼吸器を装着した瞬間、腰痛が発

限定して公務上) 生した事例(公務外)

事例 10 入院患者のリハビリ中、患者が突然も 事例23 ソフトボールの試合において、アタック

たれかかってきたため、中腰の姿勢で倒 して潤也した蜘ご駒齢溌生した事例(公

すまいと踏ん張った際に腰痛が発生し 務外)

た事例(急性症状に限定して公務上) 事例24 体育大会の綱引きにおいて、かがんで

事例 11 重さ43キログラムのフライホイールを 慨引いた際に腰痛が発生した回

持ち上げようとした際に腰痛が発生した 事例(公務外)
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境棄物焼却擁設解体工事におけるダイオキシン
類による健蟻瞳害腕止について

平成12年9月7日付け基発第561号

都道府県労働基準局長宛て労働省労働基準局長通達

標記の件については、先般豊能郡美化センター解体工

事に従事した労働者の血液中から高濃度のダイオキシン

が検出されたことか伝平成12年7月14日付基発第493

号により関連工事の自粛を要請したところですが、廃棄物

焼却施設の解体工事における対策を下記のとおり、とりま

とめましたので通知します。

また、今後当該事例の原因究明の結果を踏まえ、焼却

施設解体工事マニュアルを作成する予定としておりますが、

それまでの問に実施される解体工事については本通知に

掲げる各項目に従った対策を講じるほカ入関係法令を遵守

して下さい。

なお、通常の廃棄物焼却炉の運転に際しでも、高温下

で廃棄物を取り扱う作業等、ダイオキシン類の気化のおそ

れのある場所においては、作業環境測定の際にガス状ダ

イオキシン類のmu定・評価を行い、ダイオキシン類に対し

て適切なばく露防止対策を講じてしhただきますよう関係者

への周知徹底をよろしくお願い申し上げます。

記

1 本対策の基本的考え方について

(1)廃棄物焼却施設においては、焼却炉本体娘道設備、

除じん設備、排煙冷却設備、洗煉設備、排水処理設備、

廃熱ボイラ等がダイオキシン類に汚染されているおそ

れがあるとともに、これらの設備の解体に伴い、ダイオ

キシン類が作業場全体に拡散する可能性がある。

このため、廃棄物焼却施設の解体工事を行う際には、

屋内の解体作業場全体(ただし、解体作業場が施設建

物の一区間で他と隔離できる場合はその区画)を平成11

年12月2日付基発第688号「ダイオキシン類による健康

隙害防止のための対策婆綱J[4月号39頁参照]におけ

る第3管理区分として対策を講じるほか、以下に掲げる

各項目に係る対策を講ずること。

ζの解体工事には、上記汚染のおそれのある設備の

解体を伴う改修工事を含むこと。

なお、作業に当たっては、別紙1[省略]のフローに示
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す工程)1債を遵守すること。

(2)本対策は、廃棄物の焼却を主たる目的とする施設の

解体工事のため策定したものであるが、小型の焼却炉

の解体作業においても、本対策に準じた対策を講じる

ことが望ましいこと。

2 保護異及び作業場所の管理

サンプリング、汚染物除去作業、解体作業等においては

保護具に関して以下の措置を講じること。

(1)呼吸用保護具は、全面形面体のフ。レyシャデマンド形

エアラインマスク(JISτ'8153を満たすもの)、全面形面体

のフ。いyシャデマンド形空気呼吸器(JISτ'8155を満たす

もの)、又は化学防護服のうち送気式気密服(JISτ'8155

を満たすもの)を使用すること。

また、高所作業等でエアラインのホースが作業の妨げ

ぷ主る場合及びエアラインのホース延長が困難な場合は、

複合式エアラインマスク等、エアラインを使用しないで移

動が可能な保護兵を使用するとともに、当該作業者の

作業箇所近辺に十分な能力を有するエアラインの接続

館所を設置すること。

(2)作業の際には保護衣等として化学紡護服(JIST8115

を満たすもの。ただし、開放型防護服は除く。)・化学防

護手袋(JIST8116を満たすもの。)・化学防護長靴

(JIST8117を満たすもの)を使用すること。

(3)呼吸用保護具・保護衣等を着用する際は顔面・首筋・

手首・足首等肌が露出しないよう注意し、着用状態を他

の作業者が点検す在と。また呼吸用保護兵・保護衣等

を作業中にはずさないよう徹底するとと。

(4)作業場と更衣室の聞にエアシャワー等保護衣等の汚

染除去設備を設け、かつ、7](を流し、又は十分湿らせた

マッ!そ置く等労働者の足部に付着した焼却灰等を除去

するための設備等を設けること。また、エアシャワー使

用時は、粉じんへのばく露を防ぐため、呼吸用保護具・

保護衣等は着用したままとすること。

(5)呼吸用保護具・保護衣等の着脱は作業場外に設けた



更衣場所において行い、汚染された呼吸用保護具・保

護衣等は、更衣場所から汚染されたまま持ち出さないこ

と。また、当該保護衣等はそれ以外の衣類から隔離し

て保管させ、かつ洗浄等により速やかに汚染の除去を

行Tうこと。

(6)呼吸用保護具・保護衣等は汚染されてしないことを使

用前に確認すること。

(7)作業場所は、空調又はスボットクーラーを使用するこ

とにより著書熱な状態にならないように管理すること。

(8)作業内容及び作業強度を考慮し、昼休み等の時間以

外に一定時間ごとに休憩するとともに作業時間等につ

いても配慮するこιまた、休憩場所は作業場以外の場

所に設置すること。

(9)作業場所出入り日付近にうがし入洗面等のできる洗浄

設備を設置するとともに、使用しやすい場所にシャワー

等の洗身設備を設置すること。

(10) 作業場内では飲食・喫煙は厳禁し、作業場内に飲

食物・タバコ等を持ち込ませないこと。

3 作業環境中のダイオキシン類の濃度測定

解体工事開始前、汚染物除去作業中、解体作業中に、

それぞれ少なくとも1回以上、作業環境中のダイオキシン

類濃度測定のための空気試料を採取・分析し、その結果

を記録すること。その際には、粉じん中のダイオキシン類

とともに、ガス状のダイオキシン類についても測定を行うこ

と。

なお、粉じん中のダイオキシン類の濃度?JIIJ定について

は、平成11年12月2日付基発第688号「ダイオキシン類

による健康障害防止のための対策要綱の1(4)に示す「空
気中のダイオキシン類の濃度測定jに準じて行うこと。

4 解体対象設備のダイオキシン類汚染調査

解体作業を行う前に、焼却炉本体、煙道設備、除じん設

備、排煙冷却設備、洗煉設備、排水処1建設備、廃熱ボイラ

等の内部等ダイオキシン類に汚染されているおそれのあ

る箇所のダイオキシン濃度を調査すること。

(1)サンプリング時の安全対策

サンプリング作業を行うに当たっては、サンプリング笛

所のダイオキシン濃度が未知であることから、ダイオキ

シン類の飛散等による不測の事態を紡ぐため作業は必

ず複数の作業者により行うこと。

(2)サンプリング対象物

サンプリング対象物は、焼却炉内焼却灰、炉壁付着物、

廃熱ボイラ付着物、煙道内飛灰、除じん装置内飛灰、排

煙冷却水、排水処理設備内沈殿物等とするとと。

(3)サンプリング方法の選択

焼却灰、焼却残溢、すす、タール等で箇化したものに

ついては、その性状、形状、量等を調査し、サンプリング

に偏りがないようにすること。

(4)追加的サンプリングの実施

調査の結果、高浪度の汚染(3.0mgHgを超える汚染)

が検出された場合は、追加調査によりその周囲の箇所

における汚染状況の追加調査を行うこと。また、作業中

に新たな固形付着物等が発見された場合等、新たにサ

ンフ，0
1)ングを実施する必要が生じた場合には、速やかに

当該箇所を隔離する等の措置を講じた上、当該箇所の

サンプリングを実施すること。

(5)サンプリング記録の保存

サンプリングに当たっては以下の項目について記録

すること。

① 日時(年、月、目、時間)

②実施者名

③サンプリング時の温度、湿度

④サンプリング方法(方法及び使用した工具等)

⑤ サンプリング箇所を示す写真・図面

⑥その他

(6)ダイオキシン類汚染調査に係る精度管現

サンプルの採取・分析は、国が行う精度管理事業等に

より、適切に精度管理が行われている機繍において実

施すること。

5 サンプル中のダイオキシン類の分析結果の活用等

サンプル中のダイオキシン類の分析結果は、解体作業

及びその後の解体により生じた廃棄物の処理作業を行う

際に重要な情報となることかさ人その結果を記録・保管する

とともに、以下の措置により関係者に幅広く周知すること。

(1)ダイオキシン類分析給果の周知

解体作業にあたる労働者及び解体廃棄物の取り扱

い作業者等に対し、以下の情報を労働衛生教育等の際

に周知するとともに、ダイオキシン類濃度等の情報を作

業場の見やすい場所に掲示すること。

①解体対象設備に関連する試料中ダイオキシン類濃

度

② ダイオキシン類の危険性

③緊急時の指澄

④ サンプリング記録

⑤その他ばく露防止に必要な事項

(2)作業方法の選定

ダイオキシン類による汚染が認め叶1た設備、当該設

備の付属配管又はとれに付障す引長雑な構造物等であっ

て、汚染除去が確認できない箇所等については、手持ち

工具・クローラ式鉄骨カッタ等を用いて解体作業を行う

こと。

(3)記録の開示及び保存等
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上記のダイオキシン類分析の結果等は、労働基準監

督署長あて報告するとともに、傾広く開示するとと。

6 汚染除去作業

解体作業等の前に対象物の汚染除去を実施すること。

また、汚染除去の実施に際しては以下の点に留意するこ

と。なお、これらの準備作業において、槽、ピット等の内部

において作業を行う場合は、事前に作業場所の酸素濃度

等を測定すること。また、作業は複数の作業者により行う

こと。

(1)排水設備の準備

解体作業における排水を貯留、処理するために、既

存の排水設備の保守・点検等を行い、使用可能な状態

としておくこと。また、設僚の老朽化等によりこれらの設

備が使用困難である場合には、別途代替可能な設備等

を準備すること。

(2)清掃の実施

焼却灰等の堆積物は事前に清掃により取り除くこと。

なお、作業は、散水又は7.1<の噴霧により湿潤な状態に

し、粉じんの発生を防止すること。

(3)解体対象設備の汚染除去

解体前に対象設備の汚染除去を以下の方法により行

うこと。

①炉内墜及び設備内部隼対象部分が確認できる箇

所については、高圧水洗浄等により汚染除去を行うこ

と。

② 煙道等、狭陸な場所については、フランジ部分を手

作業により外した後、高圧水洗浄等により汚染除去

を行う乙と。

③ダイオキシン類に汚染されているおそれのある水

管等、パイプ部分については洗缶剤の使用等により

汚染除去を行うζと。

④ポンプ、ブロワ一等構造が複雑な槻苦類は、機械池

等を回収した上で汚染除去を行うこと。

@稼動施設の一部設備解体工事で耐火物及び電気

設備等、冠水により当該機器に障害が生ずるおそれ

のある場合には当該設備を養生等により隔離した上

で作業を行うこと。また、これが事事しく困難な場合は洗

浄場所を隔離した上で乾式の汚染除去を行うこととし

ても差し支えないこと。

(4)汚染除去結果の確認

汚染除去結果の確認は9(1)の作業責任者がレンガL

不定形耐火物、構造物材料の表面の露出を確認するこ

とにより行うとともに、当該場所の汚染除去前、汚染除

去後の写真を記録すること。

(5)汚染除去結果の報告

汚染除去結果及びばく箆防止の状況を、解体作業開
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始前に労働基数量主努事号長あて報告すること。

7 解体作業

(1)耐火物の解体作業等、粉じんを発生させるおそれの

ある作業は、散水又は水の噴霧により発じんを抑え、か

つ汚れが流れ出さない程度の湿潤な状態にし、粉じん

の発生を防止するとと。また、すす等散水により粉じん

の飛散防止措置をとることが図難な場合には、粉じん飛

散防止処理剤による固化等によりとれを行った上で作

業を行うこと。

(2)ダイオキシンで汚染されている物の溶断・溶接作業は

行わないこと。また、これら材料を加熱する作業も行わ

ないこと。

(3)溶断・溶接対象箇所及びその周辺で伝熱等により加

熱が予想される部分に汚染カtないことを確認した上で、

溶断・溶接作業を行う場合には、作業場所はシート等に

より内部の空気が外部に漏れないように密閉・区分し、

内部の空気は換気装置を用いて換気するとともに外部

に対して負圧に保つこと。また、この際にはHEPAフィ
ルター及びチャコールフィルターにより排気を適切に処

理するζと。

な払パイプ類及び煉道設備等筒状の構造物等を溶

断ずる場合は内部の空気を吸引・減配した状態で、外部

から作業を行うこと。

8 排気・排水・汚染物の処理

(1)汚染除去作業及び解体作業によって生じた汚染物は、

関連法令に基づき処理することとし、必要な場合には、

飛散防止措置を講じたうえで密閉容器に密封し、作業の

妨げとならない場所に隔離・保管すること。

(2)汚染除去作業及び解体作業により生じるダイオキシ

ン類により汚染された排水は、関係法令で定める排出

水の基準を満たす誌が可能な凝集沈殿法等の処理施

設で処理した後、外部に排水すること。また、外部に排

水する排水のダイオキシン類濃度を測定し、この結果と

排水年月日、排水量等を記録するとと。な私上記の要

件を満たす既存の排水処理施設がある場合、これによ

り処理して排水することとしても差し支えない。

(3)作業場内から出る排気はプレフィルター、HEPAフィル
ター、チャコーjレフィjレターの併用によりi盛切に処理を

行い排出すること。

9 安全衛生管理体制

(1)作業責任者の選任等安全衛生管理体制の整備

作業に当たっては、第一種衛生管理者、衛生工学衛

生管理者、労働衛生コンサルタント、又は特定化学物質

等作業主任者の資格を有するなど、化学物質管理に関



して十分な知識を有する者のうちカも作業責任者を選任

し、作業中常時、作業管理、作業環境管理、保護具の着

用状況の確認等の職務に当たらせること。

(2)労働衛生教育の実施

解体工事に従事する労働者に対して、次の毒事項につ

いて労働衛生教育を行うこと。

①ダイオキシン類の性状、有害性等に隠すること。

②解体対象設備に関連する試料中のダイオキシン類

濃度等に関すること。

③ ダイオキシン類のばく露を低減させるための措置

に関すること。

④作業手順に関すること。

⑤発散源を密閉する設備、作業を自動化又は遠隔操

作する設備、局所排気装置等についての作業開始時

の点検に関すること。

⑥呼吸用保護具等の種類、性能、使用方法及び保守

管理に関するとと。

⑦事故時等における措置に関すること。

(3)記録の保存

サンプリング記録、ダイオキシン類分析結果、呼吸用

保護兵の使用記録、個々の作業記録、作業環境測定結

果、排気・排水の記録等は30年間保存するζと。

10解体工事開始前の組出

焼却能力が毎時200kg以上又は火格子面積が2m2以

上の焼却施設の解体工事の開始・再開に際しては、工事

開始14日前までに必要事項を記載した上、別添様式(別

紙2[省略])に以下の書類を添付して労働基準監督署長あ

て提出すること。また、下記(5)の書類には本緊急対策に

対応した対策を記載すること。

(1)解体作業を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係

を示す図箇

(2)解体工事を行う焼却施設、建設物の概要を示す図面

(平面図、立面図、焼却炉本体、煙道設備、除じん設備、

排煙冷却設備、洗煙設備、排水処理設備、廃熱ボイラ

等の概要を示すもの)

(3)工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す書簡

(4)工法の概要を示す書簡又は図面

(5)ダイオキシン類ばく露を防止するための方法及び設

備の概要を示す書面又は図簡(除去処理工法、作業の

概要、除去後の汚染物管理計画、使用する保護呉等)

(6)工程表

(7)作業責任者の選任、労働衛生教育の実施計画

なお、これらの書類に記載された内容に変更が生じる

ときにはその内容を速やカヰこ労働基準監督署長あて提出

するζと。

同日付け爾名の基発第561号の2
都道府県労働局長宛て労働省労働基準局長通達

標記の件については、先般、豊能郡美化センター解体

工事に従事していた一部の労働者の血液中から高濃度の

ダイオキシン類が検出された事実が明らかになったことか

E久平成12年7月14日付け基発第493i苦f廃棄物焼却施

設解体工事における緊急のダイオキシン類対策についてJ

により関係各団体に対し、廃棄物焼却施設の焼却炉並び

にこれに附帯した排気設備及び排水設備の解体工事に

ついて自粛要請を行ったところであるが、今般、廃棄物焼

却施設解体工事におけるダイオキシン類による健康障害

防止について取りまとめ、別添(略)のとおり当該各団体に

通知したので、同対策の趣旨に基づいて関係自治体、関

係事業者等に周知するとともに、その徹底を図られたい。

同日付け同名の基発第561号の3
厚生省生活衛生局長宛て労働省労働基準局長通達

標記の件については、先般豊能郡美化センター解体工

事に従事していた一部の労働者の血液中から高濃度のダ

イオキシン類が検出された事実が明らかになったことから、

平成立年7月14日付け基発第493号f廃棄物焼却施設解

体工事における緊急のダイオキシン類対策についてjによ

り関係各団体あて廃棄物焼却施設の焼却炉並びにこれに

F付帯した排気設備及び排水設備の解体作業の自粛を要

論し、都道府県労働局長に通達するとともに、貴省に対し、

同種工事の発注者におい百同要請の趣旨に沿って対応

するよう御指導いただく等の街協カを要請したところであ

りますが、今般、塵棄物焼却施設解体工事におけるダイオ

キシン類による健康障害防止について下記のとおり取りま

とめ、関係各団体に通知し、都道府県労働局長にも通達

したところです(別紙1、2)。

つきましては、問種工事の発注者においても同対策の

周知・徹底を図るため、貴省関係機関等に対し、周知をさ

れるようど協力をお願い申し上げます。

社団法人全国産業廃棄物連合会/社団法人日本環境衛

生工業会/社団法人全国都市清掃会議/財団法人日本

産業廃業物処理振興センター/社団法人全国解体工事

業団体連合会/社団法人全国建設業協会/社団法人日

本建設業団体連合会/社団法人全国中小建設業協会

社間法人全国建設専門工事業団体連合会/建設業労働

災害防止協会/社団法人日本鉄リサイクル工業会

*本件には、8月25・31日とわずか1週間のパブリックコ

メント募集期間にもかかわらず、延べ135件とい町T情
う多数の意見が寄せられており、興味深い。 組LL温
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労働基準監督官日記のこと

1993年5月号からはじまった監督官労災日

記は7年余の関連載され、前回の第76回で終

了した。内容は労災だけでなく労基法の分野に

も及んだが、実は同じような日記としては、1979

年8月4日に日本評論社から「労働基準監督

官日記Jというのを出している。それなのに、ど

うして同じような日記をまた書いたのかというこ

とを疑問に感じられる向きもあるかと思い、最

後に若干の説明を行うことにした。

まず第1の理由としては、「安全センター情報j

は、古谷さんのご勢力で内容は珠玉のような

記事であふれでいるが、程度の高い論文が多

いので、周のこらないものをひとつと考えた次

第である。さいわい古谷さんのご快諾を得られ

て続けることができた。もちろん、私の遊び(失

礼なことであるが)であるから稿料も無料であっ

た。

第2の理由としては、外部活動の紹介を中
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心とした労働基準監督官日記と違い、労働基

準行政の内情(内部の人でさえ全部はわから

ない。)をお知らせしたいということであった。

内輸の機関誌だったからである。実は労働基

準監督官日記でも少しはそれを考え、お中元

やお歳暮等も明細に書いたのであったがすべ

て没にされた。私は在職中に是非公開したい

と考えて、原稿も早く日評に渡したのであった

が、社内事情でもあったのか退職後の発行と

なった。日評は、子供の出産や進学等の私生

活のことも書けということであったが、文学者

の自分史ではなく監督官の行政日誌を考えて

いた私は職務を中心にすることに固執したの

であった。

しかし、公務員も人間であるから、役所の生

活の中で感情の起伏があることは仕方がない。

そこで、第3の理由として、役所の中で起伏す

る生身の人間の感情も書いて知ってもらいた

いということであった。日評ではそれに少し抵

抗感があるようだつたので、安全センター情報

に書かせていただいた。



第4の理由としては、少し世界観の問題も考

えたのである。労働基準監督官日記の中に紹

介した、 1949年の8月から9月にかけて私が

遭遇した2件の大きな賃金不払い事件の際に

おける組合の生産管理宣言文等(19、22、34

頁)は、当時の組合の論理がよくわかるとして

好感を得られたが、参考として考えていた全財

労組(現在の全国税7)の大会から帰った私

の報告文案は、その当時はそんな考え方はな

かったはずだと否定された。しかし、会場で愛

知梅原代議員がただ一人さかんに反対発言

していたことは現在でも記情に残っている。こ

の大会は1948年5月5日から別府市の公会

堂で行われ、夜遅く終って宿舎に帰るときには

夜の天使が方ぽうで誘い、宿舎に帰泊したの

はいつも私の同じ職場の同僚と私の2人きり

で、あった。次に参考までにその案文を掲げて

おく。

「 共産党フラクション所感

まえがき・・・最近再建同盟をめぐっていろい

ろと議論が行われる。そこで、共産党はなぜ組

合の指導権をにぎるかということを考えてみよ

うと思う。

理論・・・共産党員が指導権をにぎりやすい

のは、その奉ずるマルクス主義理論の内容に

よる。それにはまずその理論の輪郭を知らね

ばならない。以下その歴史観と価値観につい

て考える。

まず歴史観としては、ヘーゲルの観念弁証

法の形式をまねた唯物弁証法であり、歴史の

進展は生産諸関係の変化により行われるとい

う。そして、歴史は階級闘争の歴史であり、政

治も文化も単なる経済によって変わる上部構

造にすぎない。而して国家は階級搾取のため

の機関である。ゆえに経済情勢が変化すれば、

法律も国家も必然的に没落変化するというの

である。また、価値観としては労働のみが交換

価値を創造する。しかも資本主義社会機構で

は、労働は商品として売られ、その生産する価

値以下の賃金で使用される。さて、現在の資本

主義社会は生産が無計画的に行われるため、

著しい景気変動や慢性的失業者群の増加や

生産の無駄や帝国主義戦争の発生となり、労

働者は窮之化し苦しめられる。しかし、一方では

独占の進行、大資本大工場の出現により、労

働者は組織されストライキの頻発となり、やが

ては歴史的必然として革命が成就し、現在とは

逆に人間が経済法員Ijを動かすようになる、と。

以上からわかるように、労働者にとっては非

常にありがたい理論である。われわれに目標

をしっかり与え、しかも歴史の必然としての勝

利の確信、また、価値を創造するのは労働者

のみという優越感、労働者にとってはどれをとっ

ても大へんな魅力がある。

しかし、歴史を動かすのは物、そして生産力

のみであろうか。クレオパトラの鼻の高さも歴

史を動かす。階級闘争観による革命の必然も、

武器と交通通信の発達を考えると簡単ではあ

るまい。交換価値を生ずるのは労働のみでは

ないかもしれない。まして、労働が時間の長さ

だけで確定される等質のものでもあるまい。

党員…共産党員が指導権をにぎるのは、そ

の理論とともに、いま一つはその優秀性がある。

党員は、優秀であるゆえにいろんな席上で、

常に整然たる主張で会を圧倒する。そのため

役員に就任する。同じ程度に優秀な非党員が

発言しても、前述した理論の内容により多数決

による全体の方針は党員の述べた意見どお

りとなりやすい。また、党員は使用者に対して

妥協せず勇敢である。勇ましい主強や姿勢は
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常に群衆の支持を得やすい。

結論…大事なことは、「いかになすべきカリ

ということである。このことを検討する場合に

考えておかなければならないのは、共産党員

についての次のことである。

(1)共産主義は頭脳明断なる人が多く信奉し、

過去に激しい弾圧にも屈しなかったこと。

(2)そのすばらしい行動は全く私利私欲のた

めではなかったこと。

われわれは先入観にわずらわされず、何が

本当に人類の幸福を実現できるかということを

十分に検討して、自分の責任により自分の行

動を律することが必要ではなかろうか。 J

昭和20年代のまだ戦後の混乱期における

20代の田舎の青年の感想であり、いま読むと

赤面の至りであるが、当時はそれなりに夢中

であった。その点労働基準監督官日記が発行

された時代のふん囲気とは多少違っていたの

であろうか。やはり当時、いつも依頼原稿のみ

を書いていたある出版社に、この案文を含め

た小文を投稿したことがあったが、一橋大出の

編集長は没にしたまま何も言ってこなかった。

内容が不当であったかどうかは不明のまま、

その編集長からは最近定年退職の挨拶状を

いただいた。その点で安全センタ}情報は安心

だったということがある。

日記出版の経過

ふたヲの日記を書くに至った理由は以上に

書いたとおりである。ついでに書くと、労働基

準監督官日記は最初は日評ではなく他の出版

社を考えていた。ところが日評に内容を話すと、

私の社でということでそうしたのであった。出版

に至る経過は以下のとおりである。
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1977年5月3日(火)晴

監督宮30年の日記原稿を書く。

6月9日(木)晴

日評に行きW'Kの2氏に会う。監督官日

記の了解を得る。

7月8日(金)曇

夜0時頃日評W氏より監督官日記が編集

会議を通過した旨はずんだ声で霞話あり。ただ

し手醸しの必要ありとのことで憂うつ。

1978年1月18日(水)雪

日評W氏に会い9月に日記出すことさらに

延期と。(これで在職中の出版ができなくなる。)

1979年6月26B (火)曇
日評に行きW氏に会い第1回ゲラをめく事っ

て打合わせ。役所以外の日常生活の記述等

も加えることを強く主張されたが拒否。(そのた

め少し書き入れた部分はある。)

6月29日(金)雨

昨日に続き日記のゲラ読み。日評で会話体

の部分が全く変えられているため感じが違って

いて困る。(私の発言部分のi Jがすべて撤

廃されていて、そのため表現が若干変更され

たりしていた。また「哀歓Jを「哀感Jとされたりし

て私の意に合わない部分もあったが訂正しな

かった。これが後に後述する日さんから批評

されることになる。)

7月11日(水)曇

W氏より内容追加について電話。不快。昼

再稿ゲラをT氏より受く。南浦和で。

7月12日(木)曇夕立

午後、日評にW氏を訪ね原稿直し。写真等

入れることをやめる。文章詳も躍す。帰途感じ悪

し。W氏戦後の組合幹部らに会うと、革命を予

測し閣僚ポストに就くことを考えていたとのこと。

驚いたことだ。そんなに楽観者が多かったとは



知らなかった。農地解放が当時の主力の農民

から革命のエネルギーを奪って強聞な保守に

変革したことの評価が低かったのだろう。(その

後同じようなことを見聞したが、私は革命の可

能性はせいぜい1947年頃までだと考えていた。

それも占領軍の出動で失敗したろう。革命にな

ると、裁判や検察は無力で、警察でさえも力が

足りない。やはり最後の決は箪隊である。その

ことを視野に入れて戦術や戦略を考えないと、

交通や通信網の発達した現在では成功するこ

とは困難ではなかろうか。)

8月10日(金)暗曇

午後南浦和でW氏より日記5部受領。感激

なし。文体不満。(遂に在職中出版ができなかっ

た。)

8月27日(月)晴

労働省で関口氏(全労働副委員長)に会う

と、日記面白くて一気に夜を徹して読んだと。

(全労働の機関誌で推せんするとのことであっ

たが、先に書いたようにそれはなかった。これ

もまた世界観にヲiっかかるところでも7)

9丹5日(水)晴

午前読売新聞の芥川氏来宅。読欝文化欄

のインタービュー。 (9月10日の「本と人J欄に

“政府の経済政策失敗のしりぬぐい?を語る"

ということで、大きな写真入りで紹介された。日

評の人は喜んだが、私の依頼を断った某出版

社は予想外だったろう。)

9月13日(水)晴曇

埼玉周角田庶務課長より電話あり午後局に

行く。本省から上級甲の口述で“日記"を見て

志望したという答があったので1部寄贈して欲

しいと依頼があったと。1部寄贈し10部購入し

てもらうことにする。(監督官試験の受験者も

日記を読んだ人が相当いたということだった。)

10月7日(日)雨

朝日朝刊を見るど‘新刊抄"に日記の紹介あ

り。昼前大事びでW氏より電話あり。(他誌が

紹介したものを紹介することはほとんどないと

いうことであった。)

10月13日(土)曇一時雨

大島監督官にの頃大阪天満署勤務。現在

新潟局十日町署長。前出)より日記を買ったと

突然便りあり。監督官がいやだと。みんなそう

なのだな。

10月20日(土)晴

昼、南浦和でK社H氏と会い食事。H氏(労

働衛生の評論家?お医者さんには知ってい

る人もりが対抗意識を持っていて“安全スト

リート"をやめろと。日記の批評文を見せたと。

馬鹿な男だと思い心動かず。(私より20歳も年

長のH氏がどうして私に対抗意識を持ってい

たかわからない。そのため私の連載を打切れ

とか、“日記"の内蓉の批評を書いたりしていた

という。後にK社ではH氏に本を出版してやっ

たが、その書評を私に頼んできた。そこで私が

ほめ上げた一文を書いたら、それから日氏の

態度が一変し、2年前かに亡くなられるまで毎

年一筆添えた年賀状が来た。)

とにかく、労働基準監督官日記は私の意に

添わない点がいろいろとあったが、出版したこ

とで参考になるよい経験をすることもできた。

おそらく、私の書いた労働安全衛生法や労災

保険法等は、法令の改正も頻繁にあることか

らして、あまり長持ちすることはあるまいと思う。

しかし、この日記の方はどちらももしかしたら昭

和時代の労働者と行政の実態の一部を示す

ものとして、誰かの本欄の隅にもう少し長く残

るかもしれないと考えている。 悶
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労災保験制麗の
研究会

り方に
告書②

する

平成11年10月

労災保険制度のあり方に関する研究会

f労災保険制度のあり方に関する研究会報告審jは、 1999年12月号で「概要Jを示し、2000年6月号で「第1章

予防対策、社会復帰・援護対策の充実についてjの全文を紹介した。今回は、「第21き新たな労働災害に対応す

る業務上外認定のあり方についてj、「第3主義 年金における年齢による稼得能力の変化への対応についてJの

全文を紹介する。あと残るのは、「第4章労災保険給付と民事損害賠償との調整についてjのみである。

2000年3月号でくわしく紹介したように、本年1月25日の労災保険審議会の建議では、この研究会報告の第1

章の議論に関連して、脳・心臓疾患予防のために新たな法定給付として「健康確保支援給付(仮称)Jを創設する

とと等が提案された。これを「二次健康診断等給付jとして創設する等とした労災保険法・徴収法の改正案が、9月

29日になってようやく閣議決定されて、国会にかけられている(異様に時織がかかった)。その概要は以下のとお

りである。施行期日は、2001(平成13)年4月1日が予定されている。

①二次健康診断等給付の創設労働安全衛生法第66条第1項等の健康診断において、業務上の事由による

脳血管疾患及び心臓疾患の発生に関連する血圧検査等の検査の結果、労働者に異常の所見があると診断

されたときに、その労働者に対し、医師による二次健康診断及びその結果に基づく保健指導を労災保険の保

険給付として行うこととする。

②有期事業に係る労災保険料の特例の改正一有期事業(建設工事など一定期間を経過すれば終了する事業)の

メリット制(業務災害率に応じて保険料を上げ下げする制度)について、その場減幡の上限を100分の30から

100分の35に拡大する。

③その他ーその他関係法律について所要の整備を行う。

1月の審議会建議で積み残しとされた様々の課題の行方も在日されるが、その核心的内容にふれているこの

研究会報告書については、既報のとおり、労働省はかたくなに公表を拒み続けている。

第2章新たな労働災害に対応する業務上外認
定のあり方について

社会経済1情勢の変化等

ホワイトカラー化や高齢化の進展等社会経済情勢の変

化を背景として、負傷やじん肺、せき損等の「在来型jの労

働災害だけでなく、ホワイトカラー労働者を中心に、「過労

死j問題や心理的スト.レスの増大等の健康に関する問題

が大きな関心事項となるなど、労災補償を取り巻く状況に

変化がみられるとζろである。

このため、第2章においては、こうした状況の変化に適

32 安全センター情報2∞0年11月号

切に対応し、労働者の傷病等に対して、迅速かつ公正な保

護を一層図るために、労災補償のあり方、特に、業務上外

の認定のあり方について検討する。

2 認定方法の現状

(1)業務上外の認定の基本的な考え方

イ法令上の関係規定

労働者災害補償保険法(以下I労災保険法Jという。)

第1条にいう「業務上の事由Jと労働基準法第75条等に

いうI業務上jとは、労災保険法第12条の8第2項にお

いて、 f前項の保険給付…は、労働基準法第75条から

第77条まで、第79条及び第80条に規定する災答補償

の事由が生じた場合に・・・行う。Jと規定されていることか



らも明らかなように同ーの概念である。

したがって、傷病等が労災保険法上のI業務上の事由j

によるものとして認められると、労働基準法上の事業主

の災害補償責任や解雇制限と結びつくこととなる。

業務上の負傷の具体的範聞については、法律上の定

めはなく、すべて解釈に委ねられている。また、業務上の

疾病の具体的範囲については、労働基準法上の規定に

基づいて、労働基準法施行規則j別表第1の2に業務上

の負傷に起因する疾病のほカ入特定の有害因子を含む

業務に従事することにより、当該業務に起因して発症し

得ることが医学経験則上一般的に認められてし渇疾病

が例示的に列挙されているとともに、個々の事例に則し

て業務起因性が友ると認め叶1た疾病を対象にできるよ

う「その他業務に起凶することの明かな疾病Jとして包括

的救済規定が設けほ1ている。具体的な認定に際しては、

業務と疾病との因果関係の有無を判断する必要がある

ことから、いくつかの疾病に詳細なf認定基準Jが作成さ

れ、通達されている。

口業務上外の認定の慕本的な考え方

業務上外の認定に当たっては、業務起因性(業務と傷

病等との関に相当因巣関係が存すること)の有無で判断

している。また、業務起因性の第一次的な判断基準とし

て、業務遂行性(労働者が労働関係のもとにあること)が

位置付けられているが、この業務遂行性の考え方につ

いては、問題となるケースは少ない。業務上外の認定に

当たって特に重要であり、問題となるのは、業務起因性

が認められるためには、業務が当該傷病等の相対的に

有力な原因となっていることが必要であるとの考え方に

ついてである。

なお、この考え方は、脳・心臓疾患等については通途

上明示されているが、それ以外の傷病等については、実

務上、そのように取り扱われている。

(2)業務上の負傷の認定

業務上の負傷については、災害発生の状況が明織であ

り、業務起因性の有無の判断が容易であることから、一般

的には疾病と比べて認定に要する持問が短く、また、業務

上外の判断を巡る紛争も少ない。

(3)業務上の疾病の認定

業務上の疾病については、業務と疾病との因果関係に

関する医学的知見等を踏まえて、いくつかの疾病に認定基

準が作成されている。この認定基準の基礎となっているの

は以下のような考え方である。

イ有害因子を受けた程度の把握の考え方

労働者に発生した疾病については、

①労働の場における有害因子(身体に過度の負担の

かかる作業態様、業務に内在する有害な物理的因子、

化学物質等の諸凶子)の存在

②有害因子を受けた程度(ばく露条件)

③発症の経過及び病態

の3要件が満たされる場合に、原則として業務起因性

が肯定される。

このうち、業務起因性の判断に当たっては、有害因子

を受けた程度の把握がとりわけ重要であり、その程度

については、基本的には、その質と量とによって決まる。

そして、その把握については、例えば、脳・心臓疾患等

の認定基準においては、労働者が、業務による明らかな

過重負荷を受けたことにより、基礎疾患又は既存疾病

の自然経過を趨えて急激に著しく増悪し、発症したと医

学的に認め得るかどうかを基準として行っている。この点

が肯定されれば、業務上の疾病として取り扱われる。こ

の業務の過重性の評価は、当該労働者のみならず、間

僚労働者又は河穏労働者にとっても過重なものであるこ

と等によって客観的に判断している。

日複数の原因が競合する場合の考え方

業務上の有害因子と業務以外の有害因子の両方が

認められる疾病の場合、業務上の有答関子がその疾病

の発症に相対的に有力な原因となっている場合には、業

務上の疾病となる。実務上の取扱いとしては、「業務が

相対的に有力な原因となっている場合jとは、業務が複

数の原因の中で最も有力な原因である場合(又は、最も

有力ではないがそれに近い場合を含む。)を想定して対

応している。

3 労災補償を取り巻く状況の変化の中での問

題点

( 1 )ホワイトカラー化等に伴う新たな問題状況

1で述べたように、負傷やじん肺、せき損等の「在来型j

の労働災容だけでなく、近年のホワイトカラー化や高齢化

の進展等に伴い、脳・心臓疾患考察や精神的ストレスの増大

等が問題となっている。このような疾病の認定に当たっては、

業務と疾病との因果関係を医学的に明確に把握すること

が可能な「在来製jの疾病とは異なり、その把握が医学的

に困難な場合が少なからず存在することから、業務上外の

認定をめぐり次のような問題状況が生じている。

イ複雑・国難事案の処理

療養補償給付、遺族補償給付等の労災保険給付の

支給決定に要する標準処理期間は、疾病に係るものに

ついては原則として6ヶ月とされているところであるが、

「過労死j事案や精神障害等事案など、複雑・困難事案

については、特に標準処理期間は設定されておらず、実

際に要してし治期間は現在まで大幅な短縮が図ぽlてき

ているものの、事案によっては1年以上を要しているもの

も見られる。

口行致事件訴訟の多発

複雑・罰難事案については、行政事件訴訟が多数提
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起されている。例えは::.r過労死j関連の行政事件訴訟の

係争件数は、平成10年6月末現在で69件であり、労災

補償に係羽子政事件訴訟全体(146件)の約半数を占め

ている。

(2)裁判例の動向

具体的に個々の行政事件訴訟を見てみると、事実認定

について国の判断を覆しているもの以外に、業務と疾病の

聞の相当因果関係に係る基本的な考え方について現行の

認定基準と異なる見解を示してしlるものも見叶Lるところで

ある。

4 裁判例における認定の基本的考え方

今後、公正・迅速な認定に向けて、上記3に挙げた問題

状況に的確に対応していくためには、裁判例で示された考

え方と現行の認定基準の差異について一度務理してみる

必要があるだろう。ここでは、裁判例において、業務と疾病

の間の相当函果関係についてどのような考え方が採用され

ているかを検討する。具体的には、業務がどの程度に有力

な原因である必要があるか、疲労の蓄積や精神的負荷等

についての俗人援をどのように考慮すればよいかの2つの

観点から裁判例を分析する。

(1)業務がどの程度有力な原因であればよいか

裁判例においては、主なものとして、業務が疾病の発症

に関して「相対的有力原因Jであるととが必裂とするものと、

f共働原因jの一つであればよいとするものがある。前者に

はI最有力でなければならなしりとするものから、「複数の原

因の中でやや優勢な原因であれば足りるjとするものまで

幡がある。後者についても「業務の比重がどんなに低くて

もよしリのか、 f業務の比重がある程度なければならなしリ

のかという点が明確でない。また、このような一定の考え方

を特に示さない裁判例も多く見られるところである。

また、業務の有力性を評価するに当たって、具体的には

「業務が基礎疾患又は既存疾病を自然経過を超えて増悪さ

せたかどうかjにより判断しているものが多く見られるが、ど

の程度f急激に」、また、「著しくj増悪させたととが必要かに

ついて、現在のところ一致した見解は裁判上示されてし壮同

(2)個人差をどのように考慮すればよいか

業務の過重性の判断に当たって、当該労働者本人を基

準に判断するか、又は、何らかの客観的基準により判断す

るかについて、裁判例における考え方には相当の幅が見

られる。すなわち、①本人の性格や心理的ストレスに対す

る耐性まで考慮すべきとするもの、②何らの基礎疾病を有

しない健常人でなく、被災労働者の通常の勤務に耐えうる

程度の基礎疾病を有する者をも含む平均的労働者を基準

として判断すべきとするもの、③単なる主観的な疲労感や

精神的圧迫感を過大に創酌するのではなく、あくまで社会

通念に従い労働者一般を基準として客観的見地カち判断す
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ぺきとするもの、④認定基準にあるように当該労働者と同程

度の年齢、経験を有し、日常業務を支障なく遂行できる健康

状態協調僚労働者又は同種労働者を基準として判断す

べきとするものなど、様々 な見解が見られるところである。こ

の点につい司、一定の考え方を特に示していない裁判例

も見られるところである。

上記(1)及び(2)で見たとおり、現在のところ、裁判例に

おける考え方は多様に分かれており、統一的な考え方を導

き出すのは困難である。また、例えは二現行の認定基準と異

なる考え方を取りながM子政処分を支持してし渇裁判例もあ

れば、現行の認定基準の考え方を支持しなが引子政処分を

取り消している裁判例もあるなど、必ずしも、考え方と結論

の聞に相関関係があるとも言えず、その点においても裁判

例の分析には困難な面がある。

5 裁判例等に基づく具体的な認定のあり方の

検討

4で見たとおり、裁判例においては、多様な判断が示さ

れているところであるが、ここでは、裁判例において示され

た様々 な見解等を参考としつつ、4(1)及び(2)で整理した

論点に関し考え方を繋理し、それぞれについて検討を行う

こととする。すなわち、4(1)の論点に着目し、論理を組み

立てる考え方、4(2)の論点に着目し、論理を組み立てる考

え方、4(1)及び(2)の論点を別の視角から捉えようとする

考え方について検討する。

(1) 4 (1)の論点について、業務が他の婆凶に比べて当該

疾病に対して最も有力な原因でなくても、相当程度の有

力性(機会原因を除く。)を持てば、業務上と判断するこ

ととした場合

イ現行の取扱いとの差異

複数の煤閣が競合する場合の考え方として、業務が

最も有力な原因でなりオlばならないとす忍見行の業務起

因性の評価の程度を緩和し、相当程度の有力性を持つ

場合には、幅広く業務上の原因として認めるとととする。

ロメリット

業務と疾病の因果関係を医学的に明確に把握するこ

とが困難な事案であっ明、相当程度の有力性を持てば

足りることとなり、現行ほどは医学的な厳密性が不要と

なるという点において、判断が容易になり、認定の迅速

化が期待できる。また、業務上と認定される幅が広がる

という点において、業務外の決定を不満とする行政不服

申立や行政事件訴訟等、認定を巡る紛争が減少するこ

とが想定される。

ハ検討を要する点

明確な基準とするために、「相当程度の有力性jの意

味内容を明らかにしていく必要がある。そのこととの関

連で、悶果関係の説明の厳密性が緩和される代わりに、



当該疾病に係わる多様な要因の分析に当たって要因問

の微妙な比較考量等が必要になるケースが増加すると

考えられ、かえって処理期間が長期化ずることがないか、

具体的事例等に照らして検討が必要である。

(2) 4(2)の論点に関し、業務の過重性について、被災労

働者本人を基準として判断することとした場合

イ現行の取扱いとの差鍵

業務の過重性の評価の考え方として、業務が同僚労

働者等にとっても過重なものでなければならないとする

現行の客観的な評価基準を、被災労働者本人の健康や

体力等を基準としたものとする。

ロメリット

労働者の健康や体力の面での個人差が考慮され、業

務上と認定される隔が広がるという点において、業務外

の決定を不満とす羽子政不服申立や行政事件訴訟等、

認定を巡る紛争が減少するととが想定される。

八検討を要する点

客観的な評価基準を示した認定基準を策定すること

が閥難なため、行政の斉一性が担保されないおそれが

あるのではないか、健康な労働者との間で不公平が生じ

かねないのではないか、個々の被災労働者の健康状況

や肉体的条件等の犯援、医証の収集等が現在以上に

必要となり、かえって認定業務が長期化するおそれはな

いか、労働者の健康状態を事業主や認定に当たる扱当

者が把援する必要が生じ、場合によってはフ。ライバシー

とのかねあいの問題が生じるおそれがあるのではない

か、等の諸問題について具体的事例に照らして検討が

必要である。

(3) 4(1)及び(2)の論点を従来とは別の視角から捉え、

業務遂行中に発漉したものであれば、原則として、業務

上と判断することとした場合

イ現行の取扱いとの差異

業務上外の認定の慕本的な考え方として、業務起因

性の有無で判断している現行の考え方を、業務遂行中で

財 1ば業務起因性があるものと推定して(業務が機会原

因である場合を除く)、業務上と判断することとする。た

だし、業務遂行中以外に発症したものについては、現行

の考え方によるものとする。

日メリット

業務遂行中に発症したものについては、困難な因果

関係の判断の問題が回避され、より客観的で明確な認

定基準を策定できるため、認定の迅速化や紛争の減少

が想定される。

ハ検討を要する点

業務遂行中に発症した疾病が業務に起因する疾病

であるとの推定を認めるに足りる経験則が存在するとは

いえないことをどう考えるか、発症場所により業務上外の

認定の取扱いが異なるため、偶然性に左右されるとい

う不公平の問題が生じることをどう考えるか、検討が必要

である。

以上のとおり、 (1)から(3)までの案については、それぞ

れ、迅速化や紛争の減少につがなるというメリットを有して

いるものの、様々 な検討課題が残されているところであり、

今後、さらに、できるだけ具体的事例に則して、多角的な検

討を行っていくべき壱ある。

6 今後の課題

本研究会では、3において社会経済情勢の変化に伴う

認定に係る新たな問題状況を把握したところである。これ

らの問題点をできるだけ解決していくためには、5におい

て議論してきた点を考慮しながら、認定基準や認定のあり

方を検討していくことが必要である。もっとも裁判例から統

一的な考え方を導き出すのが倒難である現状においては、

まずは、今後の裁判例の動向を、4における分析を参考と

しながら、正確に分析していくことが重要であろう。

特に、平成7年に改正された認定基準ではそれまでの

裁判例で示された考え方がある程度取り込まれたとζろで

あり、当該改正が今後の裁判に与える影響も見定めてい

く必要がある。

さらに、本研究会においては、専ら法律的側面からの検

討を試みたところであるが、この問題はこれにとどまらず医

学的な問題も関係することか弘今後、そうした観点からの

検討も必婆となると考えられ、5の検討を参考としつつ、労使

を含めた関係者の間で幅広く検言材t行われるべきであるひそ

の中で、認定基準や認定のあり方について、改善を図るべ

き点が明らかになれば、遂次改善を図って行くべきである。

認定基準や認定のあり方について、このような検討を行っ

ていくに当たっては、労災保険制度全体(労働基準法の災害

補償も含む。)から見た総合的位置づけからの視点も欠か

すことはできな比例えば、①業務上の疾病等に係る認定基

準全体の整合性が必要であること、@事業主のみが保検料

を負担し、被災労働者は原則として負担がない仕組みとなっ

ているととか弘業務に由来する要因と他の要因とが競合す

る場合には、業務上とする判断には慎重さが必要であるこ

と、③業務災害の概念は、労働基準法上の災害補償資任

や解雇制限にも関連していること、④業務上と認められる

範閣が拡大すると、メリット収支率の悪化により保険料が

上昇するζと、等について検討をする必要があろう。

また、こうした検討を進める一方で、より一層迅速かつ公

正な認定を行うため、職員の研修の充実や、より適切なマ

ニュアル化を推進することが重要であろう。

なお、労災補償をとりまく状況の変化に対応するために

は、業務上外の認定のあり方の検討と併せて、前章で述べ

たとおり、労働者の疾病予防の観点を踏まえた職場にお
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ける労働者の健康管理のあり方や、その普及および支援

の方策等についても併せて検討していくべぎである。

第3章年金における年齢による穂得能力の変

化への対応について

問題の所在

労災保険制度は、労働者が被災したことにより喪失し

た稼得能力を填補することを目的としていることから、労災

保険給付額の算定にあたっては、被災労働者の稼得能力

をできる限り給付に的確に反映させるため、原良Ijとして被

災前3ヶ月間に支払われた賃金により算出された給付基

礎日額を基礎とすることとしている。

この給付基礎日額は、短期の給付については妥当であ

ると考えられていたが、長期にわたる年金給付の基礎とし

て用いる場合には、

(1)若年時被災者の年金額が生涯にわたって低額のまま

据え霞かれること、

(2)高齢時における労働者の稼得能力は一般的に低下

するに宅主かかわらず、年金額は低下する仕組みになって

いないこと

のような問題点があった。

このような問題点の解決のため、昭和61年の労災保険

法改正により、年金給付の給付基礎日額に年齢階層別の

最低限度額及び最高限度額を設け、年金給付に係る被災

労働者の稼得能力のよ防歯切な評価に基づいた給付を実

現するととおこ、現実的に可能な範囲で給付基礎日額に年

功賃金体系を反映させることとされた。

その後、休業補償給付等についても支給が長期化する

例が増え、年金と同様、年齢聞の不均衡が生ずることに加

えて、療養開始後1年6ヶ月を経過して疲状の重い者に対

して休業補償給付等に代えて支給される傷病補償年金や

傷病年金には年齢階層別の最低限度額及び最高限度額

が適用されるのに、かえって症状の軽い者に支給される休

業構僕給付等には最低・最高限度額が適用されないとい

う不均衡が顕在化してきたことから、平成2年の労災保険

法改正により、療養開始後1年6ヶ月を経過した者に支給

する休業補償給付等に係る給付基礎日額についても年

齢階層別の最低限度額及び最高限度額の制度が導入さ

れた。

しかしながら、このように設けられた給付基礎日綴に係

る年齢階層別の最低・最高限度額も上記問題点に対する

部分的な対応にとどまっていることから、より妥当な対応の

あり方について検討する必要がある。

2 現行制度の評価と問題点
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(1)現行制度

年齢階層別最低限度額及び最高限度額の具体的な額

は、毎年、「賃金構造基本統計調査Jの調査結果を基に、

「きまって支給する現金給与額J(月額)について、5歳ごと

の年齢階層別に、かつ、男女別に、第1・二十分位数(日額)

及び第19・二十分位数(臼額)を算出し、その額を同じく5

歳ごとの年齢階層ごとに、労災年金を受給している被災労

働者の男女数で加重平均して、男女計の年齢階層別の第

1・二十分位数(日額)及び第19・二十分位数(日額)を算出

して、それぞれ最低限度額及び最高限度額としている(た

だし、65歳以上の年齢階層については、就労実態を考慮

して非労働力人口を含めた数により算出している。なお、

最高限度額については、会ての労働者(常用労働者)のう

ち下から75%に当たる者が得ている賃金の額に慌たない

場合はその額を最高担度額とし(IL0121号条約による修

正)、最低限度額については、現行制度における自動変更

対象額を下回る場合には、その額を最低限度額としている。)

(資料1 次頁上の図参照)。

(注1)第1・ニ十分位数とは、労働者を賃金の低い者から

高い者へ並べ、低い方から5%のところの賃金額であり、

第19・二十分位数とは、高い方から5%のところの賃金

額をいう。

(注2) 自動変更対象額とは給付基礎日額の最低保障額

であり、平均賃金相当額がこの額に満たない場合には、

この額が自動的に給付基礎日額となる。これは、雇用保

険の基本手当日額の最低保障に対応する賃金日額に

相当する額によったものである。

(2)現行制度の評価

現行の年齢階層別最低・最高限度額は、年金給付にお

いて問題となる若年者の給付基礎日額の引き上ff~ 高額

受給者の排除、高齢受給者の給付基礎日額の引き下け1ご
ついて一定の限界はあるが、次のような役割を果たしてい

る(資料2一次頁下の図一参照)。

イ現行の年齢階層別最低限度額については、給付基礎

臼綴の低い若年層において、最低限度額まで引き上げ

られている者の割合は約O%~40%となっており、若年

者の給付基礎巨額の引き上げに一定の役割を果たして

いるとともに、これらの者については、加齢とと制ご年齢

階層別最低限度額水準による引き上げが行われる給巣

となっている。

日現行の年齢階層別最高限度額は、各年齢階層にお

いて著しく高額の年金給付等を受j給する者を排除する役

割を果たすとともに、65歳以上で最高限度額の適用を

受りる者は約10%~20%弱と高齢持の給付基礎日額

の引下げに同じく一定の役割を果たしている。

(3)現行制度の問題点

上記のように、現行制度は評価すべき点もあるものの、



次のよ茸主問題点が依然として存夜

している。

イ若年時被災者の長期にわた

る低水準支給の問題

平成11年8月1日から平成12年7月31日
までの休業給付基礎日額及び平成11年
8月から平成12年7月までの月分の年金
給付基礎日額に撮る年齢階層別最低限
度額及び最高限度額

賃金水準が一般的に低い若

年時に被災した労働者の年金給

付額は、年齢階層別の最低限度

額によって一定程度引き上げら

れる。しかしながら、被災後の定

期昇給、昇進による昇給又は家

族手当その他の諸手当の支給

が年金額に十分に反映されてい

ないため、生涯にわたり低水準

の支給が行われることになる。

口 高齢聞こおける穏得能力側底

下への対応問題

18β)) 

16瓜1)

12，(XXl 

1O/))) 

8i収1)

4，(0) 

2l) 2s 却 35 咽 45 50 55 曲 回 70 歳

高齢持における労働者の稼得

能力は、一般的に低下する傾向

があり、それを反映して賃金水準

も低下するにもかかわらず、その

年金給付額等は十分に低下す

る仕組みになっておらず、最低・

最高限度額制度による修正があ

るにすぎない。また、労災補償の

目的が稼得能力の填補にあるこ

とからみて、一般に労働能カが

なGなるものと考えぽlる年齢(民

事損害賠償事件の裁判実務では

67歳雇用政策では65歳程度)

以降におい明、それまで年金給

付等を受給してきた受給者に対

して引き続き障害補償年金等の

支給を続けることは妥当かとい

う問題も生じる。

年金給付基礎日額に係る年齢階層別最低限度額及び
最高限度額が適用される年金受給者の割合(推計)

給付基礎日額(何) {平成10年6月支払期現在)

2s問

μ主一
~ Z克

1出

2l)，(O) 1出 5出

Z児 14克

15β河 1% 2% 5百 19毘 l

10，(0) 

I一2ー9ー児ー-
い-ー 38出 3目出 35出 30児 20克

一 35児 13克
。出 6出 1出 1出

5ぽ1)

-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-6970-(歳)

{注)統計上の問題として年齢階層別量低・畳高限度額の適用対象者の正確な人数が抱揖で古ないため.適用対象者四割
告を推計した.

また、高齢受給者の問題につ

いては、労災保険の年金給付水

準それ自体の問題ではないものの、老齢を支給事由と

する年金(以下「老齢年金Jという。)と労災保険給付との

調整が全くなされていないことも、疑問視されることがあ

る。もちろん、同一の事由(障害又は死亡)に関して労災

年金と厚生年金又は国民年金が併給される者について

は、労災年金について調援が行われる。ところが、この

ような併給調整が行オオLていた者も、老齢年金の支給隣

始年齢に遼して老齢年金を選択した場合(際審厚生(基

勝年金又は遺族厚生(基掛年金は支給停止される)、

労災年金について調整が行われなくなって労災年金と老

齢年金をそれぞれ全額受給することになる。その結果、

一般労働者が高齢時になると収入が減少するのに対し

て、高齢時に収入が増加するという事態が生じ得ること

になる。

3 対応のあり方

(1)若年時被災者の長期にわたる低水準支給への対応

策

若年時被災者が佐渡にわたって低い水準の給付額し

か受けることができなしミという問題点に対しては、次のA案

及びB案というこつの対応策が考えられる。

[A索]若年時被災者の給付慕礎白書員をその年齢層の
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世需主の年齢階層別 1世議当たり年平均 1ヶ月闘の支出(勤労者世帯)

項目
~24 25~29 30~34 35~39 

世帯人員(人) 2.89 2.93 3.41 3.88 

支出総額 658，似6 77，554 後17，283 鎗2，九6

主題支出 272，142 宮22，5咳)2 350，865 392，382 

消費支出 229，521 笈i5，901 加-，120 314，290 

食料 4亀499 55，107 62，110 76，498 

住居 純529 39，勾2 33，043 25，26晶

光熱・水道 14，105 15，日39 17，213 19，852 

家具・家事用品 7，052 8，165 9，η7 11，120 

被服及び履物 12，∞4 13，053 14，967 16，975 

保健医療 7，974 10，554 10，524 11，278 

交通・通信 35，お6 40，895 41，516 41，αぉ
教育 1，233 4，623 8，ffiヨ 15，136 

教養娯策 15，744 26，429 29，忠則 38，216 

その他の消費支出 41，116 51，915 55，457 58，鬼6

うち仕送り金 53 479 1日3 615 

(再掲)教育関係費 1，404 5，395 10.ωョ 19，731 

非消費支出 42，621 57，α泊 67，745 78，α)2 

実支出以外の支出 317，ω3 399，泊 473，670 52為的

うち土地家屋借金返済 4，330 10，101 25，324 37，704 

(出典)総務庁『平成10年家計調査年俸J

平均賃金に引き上げる方法

若年時被災者についてその年齢層における平均賃

金以下の収入である場合には、その年齢層の平均賃金

を給付基礎日額とする。

この案のメリットとしては、現行制度上も、給付基礎日

額の最低保障額が設けられているが、この額は、不法行

為による民事損害賠償請求事件における未就業者の逸

失利援の算定額(算定方法:年少者の場合は、賃金セ

ンサスによる平均賃金を基礎とし(養育費は控除しな州、

専業主婦の場合は、女子労働者の平均賃金を基礎とす

る。)よりも低いことから、被災前3ヶ月間に低収入であ

る者について、本案により、不法行為による民事損害賠

償事件における逸失利益額と同等の保護を受けること

が可能になるととが挙げられる。

しかしながら、この案を採用するには次のような問題点

がある。

①との笑では、平均賃金を下回る者については、当該

年齢階層に属する全ての労働者の平均賃金を基礎と

して給付することになるが、これは現行の最低保障額

を大幅に引き上げることとなり、年金給付等の最低保

障の水準としては高すぎるとの批判が予想されるとと

もに、平均賃金以下の労働者については稼得能力の

差異が考慮されなくなる。
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(単位円)

t控帯主の年齢階崩

40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~ 

4.11 3.92 3.49 3，ω 2.70 251 

1，079;でお 1，2白~，195 1，261，621 1，222，409 1ρ18，110 宮33，458

436，657 筑19，961 536，631 筑19，864 421，332 361，269 

347，205 404，686 415，451 主主5，688 342，057 310，お6

8島443 92，610 85，ω8 83;筑)() 77，159 75，273 

18，265 17，576 17，323 18，042 21，375 21，717 

22，∞6 23，345 22，6η 21，705 1号日34 19，454 

11，748 12，437 13，263 14，436 14，367 13，187 

19，516 τ1令官'fl 22，164 21，021 17，676 16，508 

9，708 9，話3 9，827 11，沼7 11，方9 12，118 

37，355 43，544 46，253 44，073 35，878 29，969 

26，758 38，304 27，必3 8，822 2，381 1釘7

39，134 37，424 33，622 33，980 31，2'拘 31，210 

74，271 107，595 137，254 128，522 110，199 幻，但3

4，921 22，o/3 33，日31 13，520 8，811 1，418 

37，136 63，587 60，899 19，883 7，689 5，お8

89，451 105，275 121，181 124，175 79，27.ヨ 51，∞3 

560，541 ω6，433 626，350 611，199 494，斜8 471，官官4

44，778 39，矢面) 37，157 33，062 15，133 9，幻3

②若年時のみならず全ての年齢階厨における労働者

について、賃金が民事損害賠償における逸失利益の

額より低い場合があり、本案のように若年時被災者の

みを対象とすることは困難である。

③給付水機を引き上げる場合にのみ民事損害賠償並

びで取り扱う一方で、民事損害賠償の場合67歳まで

しか祷償しないという考え方は採用しないことは、取

扱いの不均衡の問題を生じる。

[8案]保険給付に被扶養省部分を上乗せする方法

若年時被災者の低額受給の問題は、被扶養家族が

存在した場合の経済的負担が非常に大きくなる中堅年

齢階層(例えば、総務庁家計調査によれば、35歳から69

歳}習にかけて教育関係費の支出が他の年齢階層の約

2倍以上となっている。資料3一本頁の表一参照)におい

て、大きな問題となることから、この年齢階層について、

被扶養家族のある場合、これを考慮して保険給付に被

扶養者部分の上乗せを行う。

ζの案のメリットとしては、年齢と賃金上昇との相関関

係の問題を実際の扶養に係る費用の問題に置き換える

ことにより、実質的な問題の解決を図ることが可能にな

るということカtある。

しかしながら、この案にも次のような問題点がある。

まず、扶養家族の問題のうち、子弟の養育費の負担に



ついては、労働福祉事業において、労災就学援護費の

支給等が設けられているζとから既に措置されていると

も考えられること、加えて、そもそも扶養家族の問題は、

稼得能力の填補の問題ではなく、また、個々 の被災労働

者の状況によって差異がある問題であることから、保険

給付にはなじみ難く、むしろ、労働福祉事業で対応すべ

き問題ではないかと考えられる。

以上の対応策は、若年時被災者の問題に一定程度

対応が可能であるものの、上記のようになお慎重に検討

すべき問題点がある。

(2)高齢時における穣得能力の低下への対応策

高齢時における稼得能力の低下への対応のあり方に

関しては、年齢階層別の最高限度額のあり方を直接的に

是正するものではないが、これまでも問題として指摘されて

いる老齢年金との調整について、検討する。

[C案]老齢年金との調整を行う方法

老齢年金を支給されている高齢者については、その

所得保障は老齢年金によって行われていることから、労

災年金と老齢年金をそれぞれ全額支給することに合理

性を見出すのは困難であるとして、老齢年金との調整を

行うこととする。

労災年金と老齢年金の支給調整を行うとした場合に

は、高齢時において、労災年金と老齢年金がそれぞ、れ

全額支給され、かえって所得が増えるといった事態を防

ぐことが可能となるが、労災に被災した場合には賃金が

下がって老齢年金の額が低くなる可能性があるので、老

齢年金との調整は社会的合理性に欠ける場合があると

も考えられ、本対応策は、高齢受給者の問題に一定程

度対応が可能であるものの、こうした問題点について引

き続き検討すべきである。

(3)若年時被災者・高齢受給者両方の問題に対する対応

策

これまで検討してきたように若年時被災の問題と高齢時

の年金の問題に対して個々に対応するのではなく、一つの

システムで双方の問題に対応する方法としては、次のよう

な二つの方法が考えられる。

[0案]年齢スライド制

我が国の年功賃金体系を給付に反吹させるため、給

付基礎臼額をその給付の支給時点における被災労働

者の稼得能力に適合させるよう、年齢階層による平均的

な賃金・所得の変化(例えば、昇給・昇進による変化や、

定年後の再就職や引退による変化)に即して、給付基礎

日額を評価・改定することとする。

この年齢スライド制を採用した場合には、現行の年齢

階層別最低・最高限度額に比べ、年齢階層による賃金

の実態を給付により一層反映させることが可能になるも

のの、次のような問題点があることに留意する必要があ

る。

①年功的賃金体系にない労働者も多く、また、今後、

年俸制等能力主義的資金体系を採用する企業が堵

加すること等を考えると、一律に年革命スライド制を設け

ると、若年時高額年金受給者の支給額が不当に引き

上げられたり、高齢支給者の支給額が不当に引き下

げられたりする逆の不合理を生むことがある。

②①の問題点を解決するために、業種別又は職種別

に年齢スライドを設定すると、制度が複雑になるととも

に業種や職種のあてはめ等運用に大きな悶難を伴

ャフ

③年齢スライドとは率による対応であるため、金額的

に見ると、高額受給者が受ける恩恵に比べて低額受

給者が受ける恩恵は相対的に少なく、格差の拡大に

つながる。

[E案]現行の年齢別最低・最高限度額を部分的に翻穫

する方法

若年時被災者への長期にわたる低水準支給の問題

については年齢とともに賃金が上昇することを考慮する

とともに、高齢時における稼得能力の低下への対応の

あり方をf是正するため、現行の年齢階層別最低・最高限

度顧の枠組みを部分的に施正することとし、中堅年齢階

層(例えば、35-54歳贈)の年齢別最低限度額について

現行の下位5%を例えば下位10%でとることとし、高齢

時(例えば、65蔵以上層)の年齢別最高限度顧について

現行の上位5%を例えば上位10%でとるとととする。

この案を採用した場合には、B案のように扶養に係る

費用の問題を正面に出さないことにより、労働福祉事業

で対応すべきという直接的な批判を遊げられるとともに、

扶養に係る費用の問題に手当をすることが可能になる

というメリットカtある。

しかしながら、一方で、こうした調整措霞を講じたと

しても、IL0121号条約との関係(最高限度額を設定す

る場合、最高限度額が全ての労働者のうち下から75%

に当たる者が得ている賃金の鎖に満たない場合は、そ

の績を最高限度額とする。)から、現行の最高限度額の

水準に照らしてみると、実際には、最高限度額の引下げ

を必要とする層のうち65ヴO歳層についてしか影響がな

く、高齢時における稼得能力の低下への対応の問題に

ついて対策を講じた意味及び効果が減ずることとなる。

(4)結論

以上、いくつかの案を検討してきたが、一つのシステム

で若年持被災者の問題と高齢受給者の問題を解決できる

ことが望ましいこと、またA案からD案の有する問題点の

国難性等にかんがみ、区案を軸として、更なる検討をしてい

くζとが適当であると考える。

囲
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調噂』止をめぐ明~~~
界の 普

アスベスト禁止を支持したWTO裁定の内幕
British Asbestos N ewsletter， Issue 39， Summer 2000 

世界貿易機関(WTO)が、カナダのクリソタイル

の件についての内々の結論を出してから数時間の

内に、うわさは地球を一周した。WTOが初めて、自

由貿易に反して、公衆衛生に有利な裁定を下した

のである。6月に係争当事者に明らかにされ、7月

に最終確定した中間決定は、9月に一般に公表さ

れることになるだろう[別掲記事参照]。これは、今な

お欧州連合(EU)内において合法的な唯一の種類

のアスベストであるクリソタイルを1997，:年にフランス
が禁止したことを完壁に擁護するものになると信じ

られている。カナダのフィナンシャル・ポスト、グ

ロープ、メール各紙による早々 とした報道は、ロイ

ター、ブラジルのガゼット、イギリスのフィナンシャ

)V'タイムズの記事によって確認された。最初のマ

スコミ報道によって外交筋の日もゆるくなり、詳細が

一般公衆に知られるところとなった。貿易行政官た

ちは、WTOの紛争解決パネルの質問に回答する

ために任命された科学者たちは、クリソタイルは発

がん物質であること、「管理使用jというコンセプトは

非現実的であり、より安全な代替物質が存在するこ

と、で全員が一致したことを明らかにした。専門家た

ちの回答と2000年1月にジュネーブで行われた彼

らの証言の首尾一貫性は、アスベストは禁止される
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べきであるという国際的なコンセンサスを反映したも

のである。WTOを擁護するある人物はロイターに

対して、 fこの結果は、この組織[WTO]は他の開

題よりも自由貿易の利議を優先させることによって

大企業を擁護しているという、ラディカルな環境団

体や人権団体からの非難が誤ったものである乙と

を示しているJと語っている。あるブラジル紙の記事

は、この判定は、環境運動家たちのかがり火に焚

き木をくべないようにとしゅ意識的な決定であると述

べた。昨年11月にシアトjレの街で明らかになった増

大する疑惑と反WTO感情が、この方程式を解くう

えでのファクターとなったことは疑いない。カナダは

上訴するであろうが、WTOにおける先例からして

この判定が覆されるととはなさそうである。

母何に関する事実なのか?

フランスの法令96嶋 1133は、1997年1月1日付け

で、クリソタイルおよびすべてのクリソタイル合有製

品の輸入および使用を禁止した。現在世界の主要

なクリソタイルの輸出国であるカナダは、フランスの

愛顧と支援を利用して発展してきた。フランスは、か

つては世界第3位のアスベストの大輪入国であり、

EU内における[カナダの]確固とした同盟者であっ



た。フランスの政治家および官僚たちは、疑いなくア

スベスト産業に支えられた組織であるアスベスト常

任委員会に大いにあおられれて、EUがクリソタイ

ルについて制限を課すことに率先して抵抗してき

た。最近では、フランスは毎年、カナダのクリソタイ

ルの6%を購入していた。他の9つのヨーロッパ諸

国における禁止(アイスランド1983年、ノルウェー

1984年、デンマーク1986年、スウェーデ、ン1986

年、オーストリア1990年、オランダ1991年、フィンラ

ンド1992年、イタリア1992年、ドイツ1993年)を大目

にみてきたからといって、このかつての同盟者によ

る裏切りを見逃すことはできなかった。

過去数十年間行動を起こさなかったことからすれ

ば、フランスの立法はまさに注目すべきことだった。

労働組合、行政当局や一般公衆にたえずその製品

の安全性を保証し続けてきた強力な産業によって、

数千名ものフランスのアスベスト被災者の命が奪

われてきた。いつもながら、躍用が健牒よりも優先

されてきた。恐るべきアスベストの遺産に対するフラ

ンスの人々の自覚は、もともとは労働者、労働組

合、大学人、科学者や環境運動家らのインフォー

マルな連携による努力によって、 1990年代に徐々

に増大していった。フランスのアスベスト被災者を代

表して様々 な努力をコーディネイトするための組織

を確立し、完全な禁止を働きかけるために、ANDE

VAというアスベス!被災者全国連合が設立された。

フランス医学研究協議会(INSERM)が、世界の調

査研究、学究論文、フランスの状況に関するデー

タと情報をレビューするよう求められた。INSEIミM

の合同専門家分析グループの11名のメンバーが

到達した破滅的な結論を、労働関係庁[Labour

Relations ServiceJやフランス保健理事会[Prench

Health DirectorateJが予想していたかどうかは定か

ではない。『主なタイプのアスベスト曝露が健康に及

ぼす影響』が発行された後、労働・保健・社会問題

大臣Ja叫uesBarrotは、政府がUターンしたことを発

表した。 r1960年代末以来フランスで仕上げ作業に

おいてもっとも広範に使用されていた物質であるj

アスベスト・セメントの権勢は、過去のものとなった。

骨アスベスト産業の反応

アスベスト製造業者たちは、「すべての種類のアス

ベスト繊維は発がU物質であるjとし、また、 fアスベ

スト繊維曝露により生ずる肺がんによる死亡率の

増加は、クリソタイルに曝露した人々 も、複合曝露

またはアンフィボール系アスベストだ、けに曝露した

人々 の場合と閉じ程度高い・・・商業的に『クリソタイ

ル』として知られた繊維に職業上曝露した人々 には

疑いなく中皮腫による過剰死亡がある」とした、この

INSERMの結論を歓迎しなかった。「地球規模での

アスベストの安全使用を防衛・促進する様々 な努力

を通じて、現存する資源の利用を最大化Jするため

に1984年に設立されたカナダの組織であるアスベ

スト研究所(AI)は、緊急非常体制に入った。AIの

メンバーたちは、 fフランスの決定のヨーロッパおよ

び国際的レベルにおけるインパクトJに対抗するた

めの措置をとるよう助言を受けた。理事会[Govern-

ing CouncilJの緊急会議が詔集され、 f欧州連合レ

ベルにおけるアスベスト禁止の採用を回避するた

めの戦略jが問研究所のヨーロッパ諮問委員会

[European AdvisoryωuncilJによって実行された。

欧州委員会および個々のEU加盟諸国に対するロ

ピー活動のなかで、 1996年7丹末に向けて、AIの

スタッフとカナダ政府、ケベック州政府の閣で、

INSERMレポートの評価を委嘱すること、および、

他のクリソタイル生産諸国の積極的関与を確保す

ることについて議論が行われた。

1996年9月17日、ヘルス・カナダは、カナダ王立

協会がINSERMレポートを「評価するための国際

的専門家委員会[パネル]を召集jするよう要請し

た。95頁の批評文は、ヒ7・レビューを含めてすべ

ての作業を10週間以内に仕上げた、こじつけの、

自らの品位を落とすような、急ごしらえのしろもので

ある。たくさんの物議を醸す問題が解決されないま

まであった。異なった見解を言い抜けようとして、 r2

週間読み込み、2日間顔そ付き合わせて議論した

が、議論のある諸問題については科学者たちはコ

ンセンサスに達することはできなかった・・・科学にお

いては、[時間がたつてから]コンセンサスは現われ

てくるものであり、短期間の懇談では生じない。ま

た、アスベストによるリスクのケースのように、多くの

不確定要素がある場合には、ことにゆっくりと生じて

安全センタ→育報2000年11月号 41 



7~ペXト禁止をめぐる世界の動可降三-

WTOがパネル・レポートを公表

WTOにおける係争中の紛争の概要
(2000年9月20日)

V. パネル・レポートの発行

(2)欧州共同体ーアスベストおよびアスベスト

製品に影響を及ぼす措置、カナダによる申し立

て(WT/DS135)01998年5月28日付けのこの

請求は、申し立てによると、輸入の禁止を含んだ

アスベストおよびアスベスト含有製品の禁止に

関して、フランス、とりわけ1996年12月24日の

法令によって課せられた措置に関するものであ

る。カナダは、これらの措置は、SPS[衛生植物

検疫措置の適用に関する]協定第2、3および

5条、TBT[貿易の技術的障壁に関する]協定

第2条、および1994年のGATT[関税及び貿易

に関する一般協定]第II、XIおよびXIII条に

くるものであるJと書かれている。7人の委員のうち、

5人は北アメリカ、 1人はイギリス、もう1人のDr.

Enzo Merlerはイタリアである。彼の意見は際だ、って

おり、fINSERMレポートはアスベスト曝露による死

亡数を過小評価している可能性がある。実際、ヒト

の肺および胸膜中皮の腫療を引き起こすだけでな

くアスベスト曝露はまたヒトに腹膜中皮腫も引き起

こす(また、他の部位、喉頭、腎臓、結腸および直

腸のがんのリスクも増加させる可能性がある)oIN

SERMレポートでは、腹膜中皮腫による死亡は考

慮、引用および算入されておらず、それは、潜在的

に予防可能なアスベストによる死亡の原因を過小

評価することになった可能性があるjとしている。

アスベスト研究所がフランスにおける進展を綿密

に監視していたことは当然予期されるべきことで

あったが、彼らが採った系統的アフ。ローチはその細
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違皮するものであると主張する。カナダはまた、

引用された様々な協定のもとで生ずべき利益を

無効化ないし減損していると主張している。

1998年10月8日、カナダはパネル[小委員

会]の設置を要求した。DSB[紛争解決機関]は、

1998年11月25日の会合においてパネルを設

置した。アメリカは第三者としての権利を確保し

た。パネルのレポートは、2000年9月18日に

[WTOの]メンバーに流布された。

パネルは、 1996年12月24日の法令のf禁

止Jの部分は、TBT協定の範囲に含まれない

と認めた。同法令の「伊iタトjの部分はTBT協定

の範囲内に含まれる。しかし、同法令の例外に

関連した部分とTBT協定の適合性に関しては

カナダが何ら主張していないので、パネルは、

後者について何らかの結論に至ることは差し

控えた。パネルはさらに、クリソタイル・アスベ

部に至る気配りまで驚くべきものであった。アスベス

ト研究所の記録には、アスベスト禁止グループが

発行した『アスベスト黒書』から、ジュッシュ一大学の

反アスベスト委員会の調査結果(1994年10月)、ア

スベストに関する記者発表資料集、科学者たち、

fとりわけ、アスベストに曝露する建築物の保全・修

繕労働者の死亡率の増加を予測した論文を最近ラ

ンセット誌に発表したイギリスの疫学者JulianPetoJ 

が「被災者の権利のためのグループJ(1996年2

月)であるANDEVAの集まりで講演(1995年4月)

した内容を掲載している公衆衛生問題誌、「その本

来の健康リスクを認識していたにもかかわらず、ア

スベストのすべての使用の禁止を遅らせたばかりで

なく、建築物のアスベストに関する新たな、より厳し

い規制を遅らせるために共謀したとして、アスベスト

産業の当事者、技術・科学コンサルタントだけでな



スト繊維それ自体、およびそれらに代替可能な

繊維それ自体は、 1994年のGATI第III:4条

の趣旨の範囲内の製品であると認めた。同様

にパネルは、十分な情報が提出されたアスベ

スト・セメント製品および、フィブロ・セメント製品

は、 1994年のGATT第III:4条の趣旨の範囲

内の製品であると認めた。そのように認められ

た製品については、パネルは、当該法令は1994

年のGA'π第I1I:4条に違反していると認めた。

しかしパネルは、それが第III:4条のもとで差別

されるこれらの製品の取り扱いを導入する限り

においては、当該法令自体およびその履行は、

1994年のGATT第XX条のパラグラフ(b)お
よび、前書き条項によって正当化されると結論づ、

けた。最後にパネルは、 1994年のGATT第
XXIII: 1 (b)条の趣旨の範囲内の違反ではな

い利益の無効化ないし減損を被っていることを

立証できていないと結論づけた。

*原文は、http://www.wto.org/から入手でき

る。パネル・レポートの全文も同様に、 f紛争

解決:パネルおよび上訴機関のレポート・

リスNから入手できる。本文が全体で473頁、

くフランス政府当局者をも告発したJ民事訴訟の訴

状(1996年6月)まで含まれている。

フランスのアスベストのあらゆる進展におけるア

スベスト産業の強烈な執揃と言う者もいる 関心

は、ケベックのクリソタイルに対する国際的支援を

説得し、なだめすかし、また支持する舞台裏でのカ

ナダ政府の精力的な努力に見合ったものであっ

た。1996年7月から1998年5月の聞に、カナダ政

府の高官たちが、 EUの機関および理事会、ベル

ギー、フランス、イギリス、韓国、モロッコ、ブラジ

ル、南アフリカ、口シア、スイス、ジンパブエその他の

地域社会のリーダー、アスベスト産業の利害関係

者、首相、州政府首脳、大使、労働組合代表者、

ジャーナリストや科学者に働きかけた。カナダ政府

が配布したアスベスト問題の進展に関する年表を

分析すると、この期間中に、イギリスまたはフランス

付録が206頁0

・パネル・レポートの前書きから抜粋

欧州共同体のアスベストおよびアスベスト含

有製品に影響を及ぼす措聞に関するレポート

は、DSU[紛争解決に関する規則及び手続に

関する了解]に従ってすべてのメンノTーに流布

されている。本レポートは、WTO文書流布・制

限解除手続(京司、江)160江主巴v.1)に従って、2000

年9月18日から制限のない文書として流布され

ている。メンバーは、DSUに従って、当該紛争

の当事者のみがパネル・レポートを上訴できる

ということに柱意されたい。上訴は、パネル・レ

ポートの内容の法律上の問題およびパネルが

提起した法律的な解釈に限定される。パネルま

たは上訴機関が検討中の問題に関して、パネ

ルまたは上訴機関との一方的なコミュニケーショ

ンは許されない。

事務局注:本パネル・レポートは、紛争当

事者が上訴を決定するかまたは紛争解決機関

(DSB)が総意で本レポートを採択しないと決定

しない限り、流布された日から60日以内にDSB

によって採択されなければならない。

の政治家、大学人、安全衛生の専門家との15回

に及ぶ会合が記載されている。1997年6月18日に

イギリスの環境大臣AngelaEagleが下院において

労働党政府はクリソタイルの禁止を導入するつもり

であると話し、その2日後にデンバー・サミットにお

いてカナダのChretien首相が新しいイギリスの首

相に対して、「クリソタイルの使用に伴う健康リスク

に関する科学的情幸町を交換しようと圧力をかけた

ことは、何の問題でもなかった。この年表は、 f1998

年2月、イギリスは、アスベスト使用禁止の意向を

発表することとは対照的に、クリソタイルについて

の労働者の安全に関する協議を続行するつもりだ

と発表した」と自慢している。アスベスト産業がこの

遅れを重要かつことによると永久的な勝利かもしれ

ないとみなしていたことは明らかである。にわか仕

立ての貿易使節団が組織され、外国のジャーナリ
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ストたちが招かれて、疑似科学的なワークシヨツフロ

が開催され、まがい物の協定が宣伝された。ケベッ

クの政治家、アスベスト産業の代表たちは、カナダ

の国際貿易大臣ArtEggleton、国家財政委員会委

員長MarcelMasse、天然資源大臣McLellanおよ

び国際貿易副大臣と協議を行った。決定は上層部

の人聞によって行われることとなった。

串 WTOにおける手続

この紛争のフoロフィールを引き上げるという合意

がなされたであろうことは、 1997年6月20日に、

wroの技術的貿易障壁(TBT)に関する委員会に

おいてカナダ代表が、フランスがfこの不合理かっ

不相応なj禁止措置を撤廃するよう求めたことから

もうかがえる。コロンビア、メキシコ、南アフリカから

の支持が表明されたが、かえってそれらの国のアス

ベスト産業に関する情報提供を求められることと

なった。序盤のつばぜりあいの後は、何ごとも起こ

らなかったようである。続いて1月に、WTOのス

ポークスマンが、カナダは紛争を続行するつもりか

どうか明らかにしていないことを認めた。1998年3

月27日のTBTの会合では何らかの追加提案がな

されるもの予想されたが、まったくなかった。代わり

にカナダは、ベルギー政府がWTOに対してアスベ

ストの流通、製造および使用を制眼する新たな措

置を通告したことの過ちに関する手続上の質問を

持ち出してきた。結局、1998年5月28日、グラブは

はずされた。カナダ政府は、加盟諸閣にとって国際

貿易問題における排他的な裁判権を持つ機関で

あるWTOに対して、 fフランスによってとられたアス

ベストおよびアスベスト含有製品を禁止する一定の

措置に関jして、欧州委員会との協議を正式に要請

した。天然資源大臣RalphG∞daleは、「カナダ政府

の目的は、政府の鉱物・金属に関する安全使用の

原則に従って適切に使用すれば安全である、クリ

ソタイル・アスベスト製品の市場へのアクセスを維持

することであるjと認めた。WTOの紛争解決手続に

従って、両当事者は意見の相違を解決するために

60日間与えられた。欧州委員会/フランスとカナダ

が間で協議の第1ラウンドは、7月8日にジュネー

ブで行われた。双方の協議が失敗に終わってか
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ら、カナダは、紛争解決機関(DSB)に対して正式

にパネルを設置するよう要請した。続く11月に、カ

ナダはこの要請を行ったことを確認したが、 12月中

旬に、EUの代表団が紛争パネルの構成について

話し合うためにジュネーブに到着したときに、カナダ

が延期を要請したことを知らされた。同時に、EU関

係者は禁止措置を見直すよう懇請された。

串閉ざされたドアの裏側

WTOの透明性の欠如は語り種になっており、クリ

ソタイルに関するパネルの運営は、秘密の手続が

不可侵とされるこの組織の実態を明らかにした。

WTOの紛争解決手続の付録3は、「パネルは秘

密会とし・・・パネルの審議および提出された文書は

機密としなければならないjとしている。パネルのメ

ンバーおよび専門家証人の身分と資格、文書によ

る供述の内容、口述証雷およびパネルの討議内

容は、科学的アドバイザーによる利害の衝突、彼ら

に与えられた質問、彼らの意見、関係当事者によ

る反証の開示と同様に、部外秘とされる。この事件

を審理するために、1999年3月29日に召集された

3人の男からなる法廷は、ニュージーランドの駐タイ

大使AdrianMaceyが委員長を務め、他のパネリス

トは、WilliamEhlersと、スウェーデ、ンの貿易政策問

題コンサルタントAkeLindenであった。現職をもっ

外交宮と貿易問題の専門家が高度に専門的な事

件を与えられた短期間のうちに解決する能力があ

るかどうかは疑わしい。こうした時間的制約は、作

業の多くが各国政府によってWTOに送切6_まれた

政治学者、経済学者や弁護士たちによって行われ

るということを意味している。WTOではひとりの科学

者も雇っていないし、臨時的に任用して公平さを確

保するということは必要と認められない。

構意見提出とその後の報告の遅れ

カナダの摘要書は1999年4月26日に受領され

た。指導的な科学・匪学の権威たちは、これを、事

実に関してずさん、おおむね不正確、人を誤解させ

る、偏った大いに不誠実と評した。JulianPetoは、

「カナダのレポートは、まじめな科学的レビューとい

うよりも、偏向した政治的文書であるJと書いた。EU



のフランスを擁護する意見書とEUのポジションを支

持するアメリカの意見書は5月に提出された。カナ

ダのポジションは、ブラジル、ジンパブエその他のア

スベスト生産国によって支持された。夏の問中、独

立した科学的なアドバイスを委q属することについて

の絶え間ない論争がだらだらと続いた。カナダは、

ヨーロッパ諸国からのいかなる専門家についても

反対した。結局、アメリカ1人と3人のオーストラリア

の科学者を指名することで合意に達した。2000年1

月に、彼らは、自ら提出した文書による証拠を確認

するためにジュネーブに連れてこられたが、この科

学者たちとのヒアリングの記録はパネルの最終報

告書に添付されることになろう。フランス語、スペイ

ン語、英語で公表される科学者たちの証言はアスベ

スト禁止キャンベーンにとって役立つに違いない。

当初1999年12月になると見込まれた裁定は、ま

ず2000年3月まで避らされ、さらに2000年7月まで

延ばされた。手続が開始されたときには、ブラジル

政府はカナダの行動を支持しており、当時、ブラジ

ルのアスベスト産業が生み出した年間収入は540

US$であった。それ以降、重大な進展があった。

1999年7月26日、EUが採択した手続文書は、全加

盟諸問におけるクリソタイル使用の終意を告げた。

その3日後、ブラジルの環境大臣は、EUが示した

手本に習いたいという政府の意向を発表した。2000

年4月13日には、彼は、2005年までにクリソタイル

を段階的に禁止する法令を、2000年7月までに定

めると約束した。発表は差し迫ったものだった。

命本当は何に関する事案か?

なぜカナダは、ケベックの住民にわずか2，000人
の雇用を提供しているにすぎ、ない消滅しかけている

産業のために、自らの国際的評判を危険をおか

し、第三世界との関係を損なおうとするのか?答え

は単純であり、雇用と投票、カナダ連邦におけるケ

ベックのポジションのもろさである。カナダ自動車労

働組合(CAW)の安全衛生部長白thyWalkerは、

カナダ政府の動機が政治的なものであるということ

に同意している。「カナダ政府とケベック州政府は、

どれだけケベックの雇用を守ろうとしているかを示

すためにお互いに競い合っているj。フランスに対

する輸出を失ったことはこの産業にとって重大なこ

とではなく、問題は開発途上諸国が同様の禁止措

置を採用する可能性である。現在、アジア諸国がカ

ナダのクリソタイルの65%を購入している。モロッ

コ、チュニジア、アルジェリアはすべてかつてのフラ

ンスの植民地だが、これら諸国もよいお得意様で

ある。WTOの決定とこれら諸国におけるアスベス

ト使用とは関連性があるにもにもかかわらず、 f管

理されない使用が一般的であるアジア、アフリカ、ラ

テンアメリカにおいて『管理使用』が技術的に適用

可能であるかということに関してjは、委嘱事項から

除外されてしまった。ある鹿名のカナダの貿易当局

者は、ドミノ効果を心配して、オーストラリアの記者

に次のように語っている。 fもしわれわれがこの挑

戦で負ければ、他の諸国は前に進んで独自にアス

ベスト禁止を課すことに鶴醸しなくなるだろう'J0 

カナダが他国の人々の生命を無視していること

は、連邦政府がカナダ圏内のアスベストによる被害

に対する関心安欠如していることと表裏の関係にあ

る。がん死亡の9%が労働関連性のものであるとい

うカナダ国立がん研究所(NCI)の推定にもかかわ

らず、NCIの調査研究でこれらの疾病を対象とす

るものは1%の10分の1でしかない。Sarniaのオン

タリオ労働者のための労働保健診療所のJimBro 

phyは、カナダは、 f自国の市民に対するアスベスト

曝露のインパクトの実態を証明することのできるが

ん澄録制度を一度として整備しようとしたζとがないj

と言う。この非難は公平ではない。カナダでもアスベ

スト曝露の影響に関する関心は存在しており、オタ

ワの連邦議会の建物のアスベスト除去に対しては

相当の金額が支払われている。不幸なことに、自ら

の健康を守りたいというカナダの政治家たちの願望

は、カナダ、マレーシア、モロッコやフランスの労働

者たちの健康にまでは及んでいないのである。

.裁定に対するカナダの反応

ケベック州の天然資源大臣JacquesBrassardは、

内々 [未公表段階]の裁定に関してノーコメントで通

すことを選んだ。オタワの対外問題・国際貿易省の

スポークスマンは、 f時聞をかけて詳細に検討する

予定であるJと語った。LABChrisotile会長のJean
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EUに続くアスベスト禁止導入の動き

Gulf News紙は、湾岸協力会議(GCC、サウ

ヂィアラビア、パーレーン、クウェート、カタール、

オマーン、アラブ、首長国連邦のベルシア湾岸 6

か国の地域協力機構)が本気でアスベストの使

用および輸入の禁止を検討していると報じた。

連邦環境庁は金融産業大臣からこの問題に

ついて包括的に検討するよう委託された。「有

害な影響は疑いなく確立されているjのであるか

ら、乙のレポートは必要がないと、この記事は

述べている。GulfNewsはGCCに対して、 fGCC

各国の多数の労働力をアスベストから守ること

は各国政府の義務であり、これは、その生産と

輸入を禁止するだけですぐに実行できる。また、

禁止措置は厳密に実行されなければならな川

として、 f明確な決定を下し、直ちにアスベストを

禁止Jするよう求めた。

*東ヨーロッパのマスコミから知らされたという

Laurie Kazan-Allenの8月11日のEメール。

x x x 
安全衛生基準を所管するオーストラリア連邦

Dupereは、この裁定を、 fThetfordMines and 

asbestosにとって大変なボディーブローだJと評し、

Je世 eyAsbestos Mine会長のBernardCoulombe 

は、不合理で行きすぎたWTOの裁定と「フランスで

4年前に行われた悪魔の所業(クリソタイル禁止)J

を批判した。カナダは上訴すべきであると主張して、

以 CAsbestos Mineの労働者を代表する労働組合

活動家AndreBrochuは、アスベスト産業における

雇用の喪失に対する懸念を表明した。

カナダの貿易当局のポジションがこれよりも妥協

的であるはずはない。彼らは、一方では、WTOに

おける挑戦において信用されない業界のf管理使

用jの立場を支持するとともに、他方では、カナダの
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政府の機関は10月18日に、年間1，700トンの
この国へのアスベストの輸入を段階的に禁止

することについて検討したレポートについて議

論するための会議をもっ予定である。

アスベストはブレーキの製造に使用されてお

り、そこではわれわれの組合員750名が働いて

いる。われわれにとっては大きな職場である。

しかし、労働組合は何年も前からアスベストを

禁止すべきという政策を確認している(1995年ま

でにという要求であったが、実現できなかった)。

労働者は職を失なうことにおびえているが、なさ

れるべきことは製造転換プログラムである。この

会社はノン・アスベスト・ブレーキも製造している。

アスベストは、モントリオールのJactransInter-

nationalによって、ケベック州BlackLakeの

LAB Chrisotileから、ビクトリア州パララット市

のBendixMintexという会社に輸入されている。

*全国労働安全衛生委員会(NOHSC)議長の

Dr. Denis Elseからの10月11日の町T用

Eメール。 組.u.;.t

国際貿易大臣PierrePettigrewが、 fカナダはず、っ

と以前から自国の企業に対して世界中どこでも責

任ある行動をとるよう促進してきたlと言明している

のである。Pettigrewのコメントは、2000年7月27

日、多国籍企業の行動のための新たな経済開発団

体のガイドラインを送り出すにあたってなされたもの

である。このルールは、 fカナダ企業の最良の実践

や、地球中での企業の良好なシチズンシッフ。を育む

なかで増大している重要な役割を補完するものであ

るJと、Pettigrewは苦う。産業大臣JohnManleyは、

「このガイドラインは、すべての諸国にとって有益な

地球経済の持続可能な成長を確実にするための

重要なステyフ。になるものと信じるJと主張し、労働大



臣ClaudetteBrad-shawは、「今回のガイドラインの

改訂は、世界労働機関の労働基準の核心が地球

規模で尊重されるζとを促進するものであるJと付け

加えて、ともにカナダの善意を確認した。主に

Pettigrewに委ねられている紛争解決パネルの決

定に対して上訴するかどうかの決定は、 f世界中ど

こでも責任ある行動Jをとるようカナダのアスベスト

産業を本当に促進するだろうか?。ジャーナリスト

のMadelaineDrohanはカナダ政府は上訴すべきで

はないと考えており、「わが聞の首相が世界中でア

スベストをしつこく宣伝していることは、カナダのf環

境に優しい国』としてのイメージを損なっている。アス

ベスト業界の2，500人の労働者をこの勝ち目のない

闘いにとどまり続けさせるよりも、再訓練または退職

のための包括的な転換手段を提供することの方

が、連邦政府のためになる」と書いた。

輔 WTOの判定の意味するもの

現時点では、判定の流布がまだ制限されているの

で、その内容のくわしい分析はできない。しかし、人

間および動植物の生命または健康を防護するため

の貿易制限措置を認めた、関税および貿易に関す

る一般協定(GATT)の第XX(b)条を、WTOはフ

ランスの禁止措置の根拠として認容したものと伝え

られている。これが事実であれば、それは、国際貿

易における意見の不一致を解決するのに、紛争解

決パネルがこの規定を適用した初めてのケースと

いうことになる。他の安全衛生に関する規制もこの

条項によって促進されるかもしれない。長期的に見

ればアスベストを先例とさせることには限度がある

と考えている者もおり、エラスムス大学の法律の専

門家SamZia Zarifiは、「事実上、(公平に言って国

際貿易上の価値は低い)アスベストの禁止措置を

容認することによって、WTOは、そのハザーズが

アスベストよりはよく知られていない他の製品を禁

止することを思いとどまらせることができるJと書いて

いる。アスベスト曝露に関する匿学的証拠と統計

デ、ータは数十年間にわたって蓄積されてきており、

同じ程度確証のあるケースは他ではわずかであ

る。ハードルをより高くすることによって、他の危険

有害な物質の使用を規制することについて、市民

団体が自ら扉を閉ざすようになるという可能性はあ

るかもしれない。Zarifiはまた、「アスベストの紛争事

例はもしかすると、主権国家の専権事項であった人

間の健康および労働者の安全という分野に、

羽rroが手を伸ばすという最も重要な拡張につなが

るおそれもあるjと心配している。 rr専門的条項』に

対する健康権を縮小させることによって、あらゆる

民主的コントロールを超越して、政治の舞台から科

学や専門技術の舞台へとWTOがその裁定の合法

性をシフトさせることJについては他の者も認めてい

る。別の言い方をすれば、WTO憲章に同意するこ

とによって、134の加盟諸国は、その市民の幸福の

ための民主的権利と公的責任を譲り渡したことにな

る。そうしたことを留保しつつも、カナダを打ち負かし

たことは、EUの法律チームおよび世界中の環境、

安全衛生問題や労働組合の活動家、アスベスト被

災者とアスベス↑被災者支援団体のめざましい勝利

であることは間違いない。

西洋におけるクリソタイルの市場が縮小し続ける

につれて、生産国はますます開発途上国の顧客に

ねらいを付けてきている。フランスの禁止措置が維

持された現在、南アフリカ、アジアおよび極東を一層

執着して守ろうとするだ、ろう。今回の裁定によってア

スベストのない将来がすんなりと受け入れられるだ

ろうと考えるのは早すぎる。従来どおりの方針をふ

りまいて、アスベスト情報センター(インド)、アスベス

トセメント製品製造業協会(イン問、国際アスベス

ト協会(アメリカ)とアスベス}研究所(AI)は、ニュー

デリーで開催される「管理使用の強化j会議の参加

者たちに、クリソタイル・セメント製品は「経済の緊迫

した開発途上諸国と関連があるjと吹聴するであろ

う。誘惑的なパンフレットが「世界最古の豊かな文

明jのひとつである土地の快適な気候を参加者に

約束する一方で、発表者についてのくわしい情報

はまったく知らされていない。このような会議の情報

が、国際アスベスト協会のメンバーであるアスベス

ト情報センターのウエブサイトに登場することは驚

くべきことではない。GMB労働組合(イギリス)の健

康環境部長NigelBrysonは、ぎょっとさせられはし

たが驚くことなく、「アスベスト生産国はまだ思い違い

をしているし、より重要なことは、これを見た人がクリ
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ソタイル繊維への曝露は適切に管理できると思い

込ませられるという乙とであるJと語った。インド政

府、ロンドンの高等弁務屈とニューデリーのアスベ

スト情報センターは、彼への手紙で、 fクリソタイルと

その代替品との価格差は一般に経済的困難を引き

起こすのに十分ではない。労働者の生命を救うこ

とはまずい支払い方の代償である[訳注:1直訳意味

不明?]Jと書いてきた。

@国際アスベスト会議

アスベスト産業がスポンサーとなった国際会議

がJ国際アスベスト会議:過去、現在、未来Jがf管

理使用jの誤謬をあばくわずか2か月後に開催され

ることは偶然の一致だろうか?アスベスト被災者、

その家族、連設労働者、政治家、労働組合運動

家、科学者、医学専門家、弁護士、技術者、大学

人、政府当局者、環境・安全衛生運動家その他の

自立した専門家たちが、2∞0年9月17-20日にブラ

ジルのオザスコに集い、恐るべき遺産であるアスベ

ストに対処していく方策を吟味したことは、新しい世

紀に伝えられるに違いない。アスベスト産業を弁護

する者はいないが、過去の所業について審判する

ことは、オザスコからニューデリーは議論をつなげ

ることにならないだろうか?何年間にもわたって、ア

スベスト・ロピイストたちは、率先、徹底して、潜在的

な脅威を見つけ出し、取り除こうとしてきた。1999年

3月に、イギリスとEUの政策立案者たちがアスベス

ト指令の提案の見直しを行っていた、ちょうどそのと

きに、HyderabadIndustriesのVangalaPattahhi、ジ

ンバブエの鉱業・環境・観光副大臣Edward

Chindori-Chininga、ケベックの労働組合運動家

Andre Brochu、アスベスト情報センタ一理事長Bob

Piggからなる貿易使節団がロンドンに到着した。広

告宣伝会社であるPielleωnsultingが、 f科学者、

産業界、労働組合を代表する小さな国際チーム

が、ここのジャーナリストに事実に関する説明を提

供するJ機会を提供した。EUによるクリソタイル禁

止が避けられなくなったときには、反対の宣伝キャ

ンペーンを行うために、損害最小化チームがブラジ

ルに急派された。DavidBernstein、CorbettMc-

Donald、Geo旺reyBezyy、FrederickPooleyが、フ。
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レスとのインタビューおよびサンパウロにおけるア

スベスト・セミナーにおいて、「管理使用」の原則を

支持した。こうした宣伝活動はカナダ政府当局者

やアスベスト産業の代表による過去15年間以上に

わたる国際機関併ヰ学的客観性を損なおうとしてき

た努力と比較すれば、ほんの見せかけにすぎな

い。BarryCastlemanはオサ主スコ会議において、 f国

際化学物質安全性評価計画(IPCS)、世界保健機

関、世界労働機関が発行する公式のレポートとし

て、アスベスト産業に好意的なレポートを獲得」しよ

うとした企みの詳細を発表する予定である。

Castlemanは、「しばしば向ーの人物および戦術を

使うことを含む不当な行為のパターンjを明らかに

している。IPCSのクリソタイルに関するタスクグ

ループの会議(1996年7月)の最中に繰り広げられ

たドラマは、とりわけ興味深い。 fカナダ政府の職員

とタスクグループの委員長MEMeekが、建材にア

スベストを使用することに対する警告を含んだグ

ループの決定に拒否権を行使しようとしたときに論

争が起こった。タスクグループがこの問題を堅持し

たため、彼女は委員長を降りざ、るをえなかった。タス

クグループはまた、レポートの勧告の部分の準備

と結論作業から積極的な参加者であるGGibbsを

外し、オブザーバーには退席を求めて(Gibbsだけ

が残った)タスクグループ。の参加者だ、けでこの作業

を行うという通常ではないやり方をしたれ

。結論

この物質が「奇蹟の鉱物Jとして知られて以来、20

世紀全体を通じて、アスベスト生産・製造業者は国

際貿易から利益をあげてきた。死亡者数が増大し、

証拠が蓄積されているにもかかわらず、多くの政府

が、公正な立場の医師や科学者たちのアドバイスよ

りも、産業の代表のプロパガンダを信用することの

方を選んできた。今回のWTOのケースは、それか

ら比べると著しい変貌であり、上訴でもこの決定が

支持されれば、もはや逆戻りすることはないだろう。

今回のWTOにおける挑戦は、信用を失った、死に

ゆく産業の枯渇した最後の手段であった。

*原文は:htt]コ://www.lk詔 .demon.∞.ukで

入手できる。 回
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和歌山放射能混入コンテナ事件が警鐘を鳴らす
全国港湾.q:毎上コンテナ安全輸送法(仮称)Jの制定を要求

.コンテナが変えた
をさらして作業せざるを得ない局 道が目立つようになってきた。

面さえあった。腰痛症をはじめ、 コンテナ内の積み付けが悪く、
海上輸送の現場

港湾で働く労働者の健康は蝕ま 片方に貨物が偏っていたことが

衣食住、私たちの毎日の生活 れ、その実態はf港湾病jという 原因となったトラック横転事故は

の中で、外国で生産されたり、外 名前さえ生んだ、。 そう珍しいものではなくなり、高速

国の原料が加工されたものが、 ところが、 1967年に米国の船 道路上での事故でコンテナの内

意識せずとも泊濫している。いま 会社が日本の港湾にコンテナ船 容物が危険物であるにも関わら

さらこんなことは、指摘するまで を配船して以降、変化が始まっ ず、品目がわからず駆けつけた

もないことだが、日本の産業や た。工場や倉庸でコンテナに貨 消防署が対応に苦慮した例もい

生活にとって、今も昔も輸出入 物が積み込まれ、そのコンテナ くつかみられるようになっている。

のシステムが果たす役割は大き をぎっしり積んだ船が海をわたり、 そうした中で、発生したのが住

なものだ。しかし、その輸出入の そのまま陸揚げして、トラックに 友金属和歌山製鉄所に運び込

際の輸送形態は、時の流れで大 積み込まれ陸上輪送で目的地に まれたコンテナの中に放射性物

きく変わってきている。 着く。いわゆるドア・ツー・ドアで 質が含まれ、中性子線が出てい

貨物輸送で最も大きな位置を ある。この海上コンテナ輸送の た事件である。今年4月28日、

占める海上輸送の形態が、ここ 能力が、輸送形態を変えるのに 住友金属工業(株)和歌山製鉄

25年の聞に大きく姿を変えた。 さほど時間はかからなかった。い 所に持ち込まれたコンテナが、

貨物港へ行ってみると、その変 まや海上輸送においてコンテナ 同製鉄所の門型ゲートモニタで

化がよくわかる。20年前に袋積 は、そのほとんどを占めるように 放射線が検知されたのだった。

みや、パレットで積み付けられた なった。 科学技術庁の放射線検査官が

り、パラで荷積みされていた貨物
.コンテナ特有の事故が

あらためてコンテナ表面を測定

が、要領よく倉席内に納められ してみると、最も高い値でガンマ

たりしていた港湾の作業風景が、
続発する陸上輸送

線が75マイクロシーベルト/時

コンテナという規格化された大き なるほど、ドア・ツー・ドアなの 問、中性子線が6マイクロシーベ

さの鉄の箱の移動に変化してい で、運送に携わる様々な過程の ルト/時間という数値を恭し、とり

る。かつては作業者にとって、自 作業者が直接にコンテナの中身 あえず周辺に人が立ち入らない

分は今何を扱い、それがどのよ に手をつけることはない。クレー ょう措置をとったということである。

うなところで役立つかについて、 ン、トレーラなどに関わるいくつか
.検知されないまま輸送

無意識の内に理解することがで の作業にだけ安全対策上の問題

きた。貨物の形態によって、作業 が出てくるだけのように見える。
された混入放射性物質

方法が変化し、それに応じた技 しかし、乙の安全で効率的なは このコンテナは、フィリピンから

能も要求されるし、また危険・有 ずの海上コンテナ輸送で、近頃 輸入計lたステンレススクラyフで、

容な貨物について、ときに生命 になってマスコミに載る事故の報 前日の27日に大阪の南港で陸
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揚げされたものだという。スクラッ

プの中に放射線源が混入してい

たのだ、った。後に明らかとなった

線源の正体は、セシウム137が

230メガベクレル、アメリシウム

241-ベリリウムが1，800メガベク

レルで、ステンレス製のホルダー

に包まれた水分密度計の線澱

だった。

マイクロシーベルト/時のレベ

ルであるので、l直ちに健康への

影響が考えられるレベルではな

いが、南港へ陸揚げされて以降、

和歌山までコンテナが移動する

までの問、最も長く放射線源の近

くにいたのは海コンドライパーだ、っ

たということになる。(幸いにも放

射線源の位置は、コンテナ後方

から約260cmということなので、

曝された放射線の量は、測定数

値:よりさらに{丘いものとなる。)中

に何が入っているか判らないコ

ンテナ輸送の危うさがあらためて

問題となる事例だ、った。

この問題をきっかけに、全国

港湾労働組合協議会(全国港湾、

増井正行議長)は、5月22日に、

危険・有害物の安全確保で運輸省交渉
全港湾関西地本委員長梶浦正男

国際貿易に関する海上輸送は国際複合一

貫輸送として1966年に導入された海上コシテナ

(いわゆるf海コンJ)方式が、現在では輸出入

量の約99.8%以上を占めている。

在来船時代から見れば、通関手続をはじめ、

輸出・輪入に伴う多くの必要な手続が簡素化さ

れたが、その後バブル崩壊後の経済不況の中

で、大手メーカーなどの荷主(経済団体など)の

ニーズに応えるように、法律の規制をとっぱらえ、

規制緩和して簡素化しろと、米国など砂阻と呼

応して政治的圧力をかけ、一方では園内のマス

コミにも、規制緩和こそが景気回復の最善策と

誘導報道させ、規制緩和反対の声を悪者に仕

立てて押さえ込み国会では与党の強行審議で

どんどん法律を骨抜きにしてしまった。

その結果、数少ない書類と無検査で超スピー

ドの輸入・輸出が可能となったが、しかし、それで

日本の港湾の安全は確保できているのだろうか。

さて現状を見てみよう。まず、海コンを利用す

る場合、荷主が海コンに貨物を積み込んだ後

は、ドアをシールで封印するが、これは荷抜き

など盗難防止の証拠とする制度である。

しかし現在、この制度の中でも海コンを利用
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した様々な事件が発生している。密入国をはじ

め、武器・弾薬・麻薬等の禁輸品、さらに有害

危険物などの違法・脱法行為による摘発であ

る。しかし、これらは総数のほんの一部が発見

されたものにすぎないと言われる。

今年4月、フィリピンへの輸出コンテナの積

荷を古紙として税関に届けて、その中身は医

療廃棄物であるととが判明して、国際的な問頴

に発展し、また同じ4月に、同国からの輸入ス

クラッフ。から中性子線を発する放射性物質の

混さ守った海コンが大阪南港揚げで和歌山の製

鉄所で発見された。

今ひとつは、趣旨は違うが、同月に米軍横

須賀基地で海コンに積んだPCBの米悶への

輸送と受け入れ拒否による横浜港への再入港

に伴う、港湾荷役の労働者と、海コンドライバー

への就労に伴う労働安全問題である。

米国では、積載重量を制限した「複合輪送梅

コン安全運送法jを1997年に制定し、同時に

危険有害物とその安全な積み付け状態を検査

することを目的にした「コンテナ・インスベクシヨ

ン・プログラムJ(コンテナ検査法)も法制化した。

全国港湾は1989年以来、日本でのISO規
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「有害・危険貨物(物資の安全対

策についてJと題して申し入れを

行なった。

.全国港湾が「海上コンテナ

安全運送法Jを提案

業態そのものがグローバリズ

ムともいえる海上輸送の業界で

あるが、コンテナの安全対策に

ついては、国際標準化が進んで

いるとは到底いえない。すでに

米国では毒物流出事故などを

きっかけに、危険物コンテナの

検査体制が確立され、厳正な検

査が常時実施される状況にあ

る。日本でも全国港湾などがI海

上コンテナ安全運送法jの素案

を提案し、積荷の証明、安全な

積み付け実施の証明、重量証

明、危険有害物証明などについ

て、現状に見合った安全規制の

強化を求めている。

これに対して運輸省でも検討

が進められ、国際標準に見合っ

た法整備の方向で事態は進みつ

つあるところである。

大競争時代で、港湾といえば

格海コン専用法の制定を確立することを求め、

1995年には、「海コン安全運送法J(素案、内容

は、①積載重量の荷主証明、②安全な積み付

け荷主証明、③危険有害物の荷主証明の3本

柱)を提起したが、規制緩和の合唱の中で進ま

ないのが現状である。

しかし、ついにわれわれが指摘してきた海コ

ン法の不備が、問題点として国内外を含めて今

日明らかになってきた。

それらの背景の中で、全国港湾は5月22日、

港湾荷役労働者・海コンドライバーの労働安全

確保の立場から、運輸省への申入書を提出し、

5局10課の代表者から回答を求めた。

運輸省は、行政と労働組合の立場は違って

もf安全の確保Jの立場では一致しており、問題

を発生させないよう忌障のない意見を交換した

いと表明し、関係課から次の報告がされた。

海上技術安全局は、①各輪送モードごとに

放射線物質のチェックや安全確保を進めてい

る。しかし法律は、放射性物質が積まれている

場合や物質が輸送されているとしち事実に対

して安全のチェックを行なうものである。

②和歌山の住友金属での事実経過は把握し

ている。政府機関も検査しているが、本件は「故

意ではない行為Jとして対策を進めている。物質

は0.8マイクロシーベルト毎時とされ人体に影響

があるレベルではない。スクラッフ。が汚染されて

いる場合が多く、EU諸国では港のゲートでモニ

ターチェックしている。

貨物課は、労働者の安全の確保への対処を

進めていこうとしている。

港運課は、港湾労働者の安全確保のため、

労働省の安全基準などとも照らし合わせて対応

している。

組合からは、現行の諸法律では、今回の事

態、を再発させないとか、労働者や市民の安全

は確保できないと指摘し、どのように安全チェッ

クをすれば再発させないですむか、それらの法

的措置を速やかに講じるよう要請した。

また行政として、最初にやるべきことは当該

作業に携わった労働者を検査することだ、と、人

命第ーを要求した。

また、水際チェックに関係して、米軍貨物には

日本側はタッチできないと指摘し、両閣の関係

機関が双方のチェックができるようにすべきと要

求した。また、スクラッフロに危険物が多いことが

判っているのなら、国内のすべての港にチェッ

クゲートを付けるよう要求した。

組合側の提起に対し、運輸省は、米国のコ

ンテナ・インスペクション制度を研究しているこ

とや、局間を越えて横割で対応を進めているこ

となど差紹介した。また、技術安全課からは、船

に危険物が積まれていることが判っている場合

には、荷役に際し、港湾において検査すること

は可能であるとの回答があった。

協議の結果、引き続き、 f安全確保jの立場

から、組合と行政問の協議を積み上げ町内

ていくことを確認した。 組il.通
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規制緩和実施ばかりがマスコミで

もてはやされてきたが、輸送形態

の変化に対応した、安全のため

の規制の国際標準に今のところ

は、遅れをとっているというのが

現状だ。

国際権事機関 (IMO:Inter-

national Maritime Organizat-

ion)の図解の積み付け検査マ

ニュアル、米国のコンテナ・インス

ベクションフaログラムによる検査

の「使用禁止jシールなど、新しい

日本の港湾の安全規制が求め

られるところだ。 回
(関西労働者安全センター)
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1ii12検査の結果、再検査を通るまで使用禁
止であることを表すシール(米国コー
ストガードのコンテナイツスペクショ
ップログラム)

2000年5月22日

運輸大臣二階俊博殿

全国港湾労働組合協議会

議長増井正行

f有害・危険貨物(物資)Jの
安全対策について

港湾労働と海コン労働者の安全確保をはじめ

とした貴職の日頃からの努力に敬意を表します。

さて、先般f有害・危険物jに汚染された貨物

を積載したコンテナが誰のチェックも行なわれな

いまま港湾を通過後に陸送され、荷受人であ

る住金和歌山にて放射線で汚染されているこ

とがわかるという重大な事件が発覚しました。マ

スコミもこのことを大きく取り上げました。これら

は、国内外の企業のモラルの問題も包含して

いると考えられますが、 f有害・危険物jの流通

経路にある物流関係者、とりわけ港湾労働者

及び地コンの陸上ドライバーの生命に関わる

問題であり、輸送経路周辺に在住する市民を

も巻き込む危険もあります。

全国港湾では、これまで溝上コンテナの輸送

の安全対策について、問題点を指摘してきまし

た。とくに、「梅上コンテナ安全運送法(仮称)J

を具体的に提示してきたことは、周知のとおりで

す。

したがって、「危険・有害貨物(物資)Jの安全

対策について、貴職の考え方を提示願います。

記

1. 住金和歌山製鉄所で発見された放射能汚

染貨物の問題に関する事実経過を明らかに

するとともに、今後このような問題を二度と起

こさないための緊急の措置を講じること。

2. これまでに発生したフィリピンへの匿療廃

棄物の輸出、放射能汚染貨物の輸入問題

や米軍のPCB汚染貨物の移送問題などの

問題を二度と発生させないために、水際チェッ

クの強化など緊急の対策を講じること。

3. 当該作業に従事する労働者(港湾労働者

及び構コンドライバー)の安全を確保するた

めの具体的対策を講じること。

4. 海上コンテナ安全輸送法(仮称)を早急に

制定すること。
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橋梁製造溶接作業で腿鞘炎
神奈川φ申請から2か月半のスピード認定

私は、IHI横浜第三工場の構

内下請である維新工業で溶接工

として、2年半働いてきました。橋

梁製造に従事してきたのですが、

劣悪な作業環境とお組末な工具

のおかげで、膿鞘炎を患ってしま

いました。しかも、 f6月30日に解

雇jとの予告を受けた最中のこと

です。

ところが、会社(維新工業)は、

f労災であることは認めるが補償

は一切するつもりはない。労災保

険でなんとかしろJ、こう苦います。

解雇予告も撤回しません。なんと

もふざけた話です。

6月2日に横浜の港町診療所

で診察を受け、休業・加療の診断

書をいただきました。そして、6月

15日には横浜南労働基準監督

署に労災申請しました。

しかし、闘ったのは休業中全く

の無収入になるととでした。時間

給で働く下請は仕事をしなければ

一円も貰えません。かといって無

理をして仕事をすると症状の悪化

は必至です。

このジレンマのなかで何とか早

期の認定をと、全国一般神奈川

をはじめとして神奈川労災職業病

センターや金造船石川島分会、

追浜浦賀分会のお世話になりな

がら認定に向けた作業を一歩一

歩進めて来ました。

くやることはやった>

労基署は当初、 f担当者を明ら

かにする必要はな町、 f誰でも早

くしてほしいのだが、われわれも

忙ししリ等と役所特有の対応でし

たが、それでも統一交渉や個別

交渉を繰り返し、重い腰を上げさ

せました。

私自身の意見書はもちろん、

同僚の意見書や諸々の資料を突

き付け、7月26日にはIHI横浜

第三工場で現場立会い調査をす

ることができました。やはり現場を

見てもらうのが一番です。担当官

は、 fこんなひどい作業環境だと

は思わなかったj、「山本さんに同

情しますJf良くわかりましたjとま

で誘いました。

8月上旬には、私と同僚の聞

き取りも終わり、できることは全て

やりました。ここまでのところ、嬉

しいことに予想を超えるスピード

で進んで来、あとは労基暑の判

断を待つだけです。

くついに認定>

9月2日、とうとう待ちに待った

認定通知が届きました。速さ、結

果ともに文句はありません。担当

官の好感触を得ていたとはいえ、

もう少し時間がかかると思ってま

したから正直なところ驚きました。

鵬鞘炎は災害性の点では証明

し難いという先入観が私にはあ

りました。資料・意見書等を集め

ても、これで本当に十分なのか?

という考えは拭い去れません。維

新工業(おそらくIHIも)は自分で

労災と認めたのに、 f認定される

はずがないjと広言しているし、同

僚の多くもそう思ってたはず、です。

それがこの結果です。こんな気持

ちのいいことはありません。

6月15日に申請してまるまる2

か月半、「異例jの速さで認定され

たのは、力を貸していただいた皆

さんのおかげです。手取り足取り

教えていただいた労災職業病セ

ンター・港町診療所の皆さん、資

料集めに協力していただいた皆

さん、有難うございました。これで

心おきなく、次の段階へと進むこ

とができます。

<IHI・維新工業の責任を>

私が許せないの凶HI・維新工

業の対応です。労災を生み出し

た責任を認めようとしません。もと

もと労災隠しはお手の物だという

ことはわかっていましたが、日々

労災を生み出し続けている責任

は開わねばなりません。私一人

の問題ではありません。劣悪な作

業環境の中で、苛酷な労働を下

請に強制するのは彼らなのです。

私が限にしただけでも労災だと

思われる事例がたくさんありまし

た。「労災jを抱えて仕事を続け、

悪化すれば放り出される下請。そ

れでも仕事をしなければ生活でき

ません。労災を必然的に生み出

す作業環境、IHI'下請会社の労

災に対する姿勢を変えていかね
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ばなりません。さもなくば今後も労

災がなくなることはありません。

その意味ではこれからの方が

大変だと思います。何かにつけ

てお世話になることもあると思い

ますが、なにとぞ宜しくお願い致

し抗 回
全国一般神奈川山本繁(rかな

がわ労災職業病J10月号から)

容が営業時間外に及んでいた

際に被災したものと認められる

こと。

②業務に内在する危険が現

実化したものであること

強盗放火殺人事件の認定
栃木@業務に内在する危険の現実化と

貴金属を取り扱う宝石庖に

あっては、強盗の危険は否定

できないものであり、この業務

に内在する危険が現実化した

ことに起因する災害と認められ

.株式会社ツツミ「ジュエリー

ツツミ宇都宮庖J強盗放火殺

人事件被災労働者の労災認

定について(発表文)

平成12年6月11日、栃木県宇

都宮市江野町7番8号所在の

ジュエリーツツミ宇都宮庖におい

て強盗放火殺人事件が発生し、

同庖庖長等6名の労働者が死亡

した件について、宇都宮労働基

準監督署は、本日 (8月14日)、

本件は業務上の労働災害である

と判断し、被災者の遺族からの請

求に基づき労災保険給付(遺族

補償給付及び葬祭料支給)を行

うことを決定するとともに、遺族に

その旨を通知した。

なお、業務上と判断した理由等

は次のとおりである。

記

1被災労働者

癌長外外販員 5名

2所属事業場

株式会社ツツミジュエリーツ

ツミ字都宮店

3被災年月日

平成12年6月11日

4請求年月日
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平成12年7丹17日及び19日

5決定年月日

平成12年8月14日

6業務上とした理由

①勤務中に被災したものであ

ること

ジュエリーツツミ宇都宮屈の

営業時間は午前10時から午

後7時30分であるが、加害者

が商談を装って来店し、その接

ること。

③私怨ないし私的関係が原因

でないこと

本件に係るこれまでのマス

コミ報道によれば、加害者は

宝石強盗という目的を達成す

るために犯行に及んだものと

されており、現在までの当暑の

調査では加害者と被災労働者

との私怨ないし私的関係に起

因しているとの事実は開T甫
認められないこと。 組i凪

7被災労働者一覧(省略)

7年前の労災損賠交渉解決
神奈川@直接雇用主の不誠実な対応

遺跡発掘作業で転落し、 I外傷

性第5腰椎すべり症jなどで障害

等級2級の後遺疲が残ったKさ

んが、神奈川シティユニオンに加

入して、団体交渉を開始してから

1年余り(1・2月号81頁参照)。こ

の7月、ようやく示談の協定書締

結に至った

この閥、団体交渉や事務折衝

を含めると十数回会社側と話し合

いを行なってきた。これは、決して

損害賠償の金額をめぐる話し合

いで、「もめたjわけでもfねばっ

たjわけでもない。諸悪の根源で

ある直接雇用主R社のH専務の

不誠実な対応について、何を事

実として認め、その原因を明らか

にして、どう謝罪するのかについ

て、度重なる折衝が必要になった

のである。H専務にしてみれば、
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事故後6年間の話なので、もちろ

ん記録や記憶が確かでない部分

もあろう。しかし、H専務は、「本

気で問題解決しようjという姿勢で

はなく、面倒な事から逃げよう、逃

げようという気持ちが交渉の席で

の態度に表われる。結局、中請

けのU社との事務折衝を重ねて

交渉を詰めていくことになった。

目的は達成されたか、というと

必ずしも十分なものではない。最

後までH専務は自分の犯した誤

りを認識していない。そのかわり

ではないが、U社の専務は誠意

を持って対応してきた。以下、専

務からユニオンとKさんに対して、

最後に出された文書を紹介する。

f当初私が抱いていた、ユニオ

ン、Kさんに対するイメージは正

直言ってよいものではありません

でしたが、何度か話し合いを藁ね

ている内に、最初のイメージはな

くなって参りました。

その理由のひとつに、この話

し合いというのは裁判でもなく、ま

た、けんかをしに行く訳でもない

のであって、話し合いにいくのだ

からじっくり話し合えば、必ずいつ

かはお互いに分かり合える時が

来る、分かってもらえる時が来る

と信じ、誠心誠意で話し合いに臨

んでいたこともあると思います。

回を増す部のユニオンとKさんに

対する気持ちの変化を考えると、

いかにきちんと話し合うことが大

事かということも、私自身非常に

勉強させられた思いです。

また、事実は事実としてきちん

と受けとめ、冷静に判断し、今後

Kさんにとって一番良い形にする

にはどうしたら良いのかを、常に

前向きに考えて参りましたが、7年

も経過してしまった今、とにかく一

日も早い解決がKさんに対する

誠意だと思いました。そしてなぜ7

年も経過してしまったのかを考え

た時、私自身の姿勢にも問題が

あったように思います。

当時私はすごく怖い存在として

知られており、現場担当者もなか

なか事故後の詳細な報告が出来

なく、最終段階にきて初めて報告

がなされたという経過があり、私自

身反省すべき点であり、今後の教

訓にしたいと思った次第です。

Kさんには7年という長い間、

大変な思いをさせてしまい心から

申し訳なかったと思っております。

これが今の私の気持ちです。j

さて、解決後にKさんと夫のJさ

んと昼食をご一緒した。Kさんを

支えてきたのはJさんや息子さん

である。家事全殻を家族で協力

して生活されている。

f息子が球技大会で腕の骨を

折ってしまったんですよ:J(Kさん)

fそのつけが全部僕のところに

きてしまって'J(Jさん)

f夏休みはクラブで家にいない

はず、だ、ったのに、病院まで一緒に

・行くことになってしまって、大誤算

ですJ(Kさん)

そんなお話から、今日までケガ

や会社との闘いを支えてきたの

は、組合でもセンターでもなく、家

族の力だなあと改めて感関門

じる。 組よ岨

(神奈川労災職業病センター)

7年輔の労災事故の再発
埼玉串事故当時の元請は協力拒否

フィリピン人のFさんは、 1993

年10月から埼玉県の建設会社

で働き始め、1か月後の11月、転

倒した際に右腕を鉄骨に挟まれ

て骨折した。社長は労災適用させ

ずに、Fさんは接骨院で不十分な

治療しか受けられなかった。痛み

は続いたが治療費が払えずその

後まもなく通院を止めてしまった。

1998年、痛みに耐えかねて病

院へ行ったところ、手術が必要と

診断されるが、健康保険に加入

していない外国人の手術を行っ

てくれる病院はなく、困り果てて今

年3月、横浜の港町診療所の整

形外科を受診した。港町診療所

では、被災当時の治療について

は時効だが、持発の扱いで手術

が可能であろうと、東京労働安全

衛生センターに労災手続の支援

を依頼した。

聞き取りをしてf当初保険適用

されていない労災が再発として認

められるのか?Jという疑問が起

きた。法的にはfならないjという

規定はないが、前例を聞いたこ

とがない。「まあ、やってみようJと

いうことで元請を探し始めたが、
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7年前のことで、本人の現場の記

憶も不確かでなかなか見つから

ない。インターネットの企業情報

などで調べ、本人も賢明に調査

し、ようやく元請会社が特定でき

た。しかし、元請は「昔のことなの

で事実関係が確認できな川と事

業主証明を拒否した。許し難い話

しだが坪があきそうにないので、

やむなく事業主証明拒否のまま

行田労働基準監督署へ労災申

請をおこない、今般業務上認定

を受けることができた。

外国人の労災相談では、圧倒

的にf社長が労災にしてくれな川

というものが多く、相談機関に相

談して労災隠しが明らかになるの

は氷山の一角と言われている。

Fさんの場合も初めから労災

適用していればなんも問題もなく

手術を受け何年も前に完治して

いたはずだ。当初の労災隠しに

よりFさんは7年間も痛みに苦し

み、しかも被災当時の補償はも

う時効のため受けることはできな

い。今後この元請会社の責任は

厳しく追及していきたい。

(東京労働安全衛生センター)

「鹿児島情報」準備号を発刊
鹿児島@点字ダイジ、エスト版も作成

f姶良ユニオンは1989年に地

域ユニオンとして発足し、これま

で職場に労働組合のない人たち

ゃパート労働者をはじめとする

地域に働く者の労働条件の改善

や未払賃金、解雇問題等、最近

では職場、地域から労災職業病

をなくそうと、春・秋のホットライン

開設の取り組みなどを行ってき

ています。

1996年には、労働組合、働く

者自身が職場を具体的に改善し

ていくノウハウを身につけ、安全

衛生の取り組みを強化してしミく一

環として労働安全衛生学校を鹿

児島・霧島温泉町本田温泉jで開

催してきました。

昨年7月24-25日にかけて全

国安全センターの第10回総会が
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鹿児島で開催されたのを契機に、

姶良ユニオンのこれまでの労働

相談や働く者の健康相

談・労災職業病相談活動

の経験と、姶良郡の械灸

院との連携した研修会や

無料相談、鍛灸マッサー

ジ治療活動な夜通して、

鹿児島における労働安

全衛生センター設立をめ

ざして取り組みを進めて

きました。そして、真に労

働者の安全と健康を尊重

し、快適でゆとりある職場

づくりを支援するために

活動するセンターづくりを

めざしていきます。j

鹿児島労働安全衛生

センター設立準備会がこ

。まどf鹿児島安全センタベ育幸町

準備号を発刊した。以上は巻頭

言からの抜粋である。

準備号の内容は、設立趣旨と

活動計画・規約案、 8月に開催

した講演会での三橋徹医師(東

京・亀戸ひまわり診療所)の講演

f腰痛の原因と対策、そして予防」

の記録、 f過労死と労災認定の

動きj、械灸師の吉見信雄さんに

よる連載など盛りだくさん(B5版・

42頁、 800円)。
毎号、50部程度、点字ダイジェ

スト版も製作していく予定という。

グ絡先は以下のとお回

899-5215鹿児島県姶良郡加治

木町403有明ビル2階鹿児島労

働安全衛生センター設立準備会

TEL(0995) 63-1700 
FAJ((0995) 63-1701 

Email: aunion@po.synapse.neJp 

URL: www.synaps巴.ne.jp(aunion 
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全国労働安全衛生センター連絡会議
〒136-oo71東京都江東区亀戸7-10-1Zピル5倍 TEL(的)3636-3882/FAX(03)3636-3881 

E-mail joshrc@jca.apc.org HOMEPAGE http:れlIWW.jca.apc.or凶oshrcl

東 京 ・ NPO法人東京労働安全衛生センター E-mail eloshc@jca.apc.org 
〒136・∞71江東区亀戸7・10・1Zどjレ5階 TEL(03)3683・9765IFAXω3)3683-9766 

東 京 . 三多摩労災職業病センター
干185・0021(通分寺市南町2-6-7丸山会館2-5 TEL(042)324・1024/rAX (042) 324・1024

東京・ 三多摩労災職業病研究会
干185・0012問分王寺m*"'J4・12・14三多修医療生協会飽有 TEL(042)324-1922/FAX(042)325・2663

神奈川. 社団法人神奈川労災職業病センター E-mail k-oshc@リca.apc.org
守司乏羽3羽0-0ω06臼2横I浜兵市鶴見区豊阿町z羽0-9サンコ一寸オボt豊鴎505TEL (045) 57η3-4位28即9/畑FAX(045)57万5-1内94特8 

新 潟. 財団法人新j潟碍県安全衛生セン夕一 E-mail K貯FR悶ミ羽羽o∞)0例)4削4仰7刊4@n削lif旬lげy.刊川.r川n問1惚胤則e.吋.j必j主E
〒95引1-8加06白5新j潟潟T市!打7東1坊城踊旅!通2-481 TEL(025)228・2127/FAX(025)222-0914

静 岡・ 清水地域勤労者協議会
干'424-0812清水市小柴町2-8 TEL(0543)66・6888/Ff.0C (0543) 66・6889

京都. 京都労働安全衛生連絡会議

守刊喝0似iト-8制43ロ2J京K翁都1市商区西九条東烏目I万50-θ9山4本=印レ凶3階 TEL(ω07万5)河69卜6引191/FAX(ω07巧5)泊6ω9引1-6“14“5 

大版. 関西労働者安全セン夕一 巳ら.イ引刊『町ma凶I付1ko郎shc@o伺sk2.3w巴ぬb.n叩c仏吋.j
〒宵54ω0-0∞02苅6大鮫T市H中央区内本置町lOJlみ 1口31ばま玖λβ品b妃的1悩L凶602 TEL(06)6943・1527/FAX (06)6943・1528

兵庫. 尼崎労働者安全衛生センター
〒660・0803尼崎市長洲本通1-16・17阪神医療生協気付 TEL(06) 6488-9952 /FAX (06) 6488-2762 

兵 庫 . 関西労災職業病研究会
千6品伺03尼崎市財林通1-16-17阪持経療生ts長掛伎部 TEL(06)6488・9952IFAX (06)6488・2762

兵庫・ ひょうご労働安全衛生センター
〒651・0096神戸市中央区雲井通1-1-1212号 TEL(078)251-1172/FAX(078)251-1172 

広島・ 広島県労働安全衛生センター
〒732-0827広島市南区稲荷町5-4山田ビル TEL(082)264-4110IFAX (082)264-4110 

鳥取・ 鳥取県労働安全衛生センター
〒'680・0814鳥取市南町505自治労会館内 TEL(0857)22・6110/FAX (0857)37・0090

愛媛・ 愛媛労働災害職業病対策会議
〒792-0003新居浜市新田町1-9-9TEL(0897)34-0900 /FAX(0897)37-1467 

愛媛. えひめ社会文化会館労災職業病相談室
干790-0066松山市宮田町8-6TEL(089)941-6065 /FAX (089) 941・6079

高 知・ 財団法人高知県労働安全衛生センター
〒780の010高知m前野イワ井問1275・1TEL(0888)45・3953/P AX (0888) 45-3953 

熊 本. 熊本県労働安全衛生センター
干861・2105熊本市秋津町秋問3441・20秋津レークタウンクリニック TEL(096)360-1991 /FAX(096)368-6177 

大 分 ・ 社団法人大分県勤労者安全衛生センター
刊7{削36人分市中央剛・2・5労働福祉会館「、ルイユ.J6階TEL(097)537・7991/FAX (097) 534-8671 

宮 崎 . 旧松尾鉱山被害者の会
刊 83・∞21日向市財光寺283-211長江団地-14TEL(0982)53・9400/FAX(0982)53・3404

自治体. 自治体労働安全衛生研究会 E-maiJ sh-net@Ubcnet.or.jp 
〒102・0085千代閏区六番町l自治労会館3階 TEL(03)3239・9470/FAX(03)3264-1432

(オブザーバー)

福 島 ・ 福島県労働安全衛生センター
〒960-8103福島市船場町1-5TEL(0245)23・3586IFAX (0245) 23・3587

山口. 山口県安全センター
〒754・∞00山n県小郡郵便局私書箱44号
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